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本市は、令和元年東日本台風において、河川の氾濫や土

砂災害の発生により、これまで経験したことのない被害に

遭いました。この経験を通じて得られた教訓を踏まえ、令

和２(2020)年８月に「佐野市国土強靱化地域計画」を策定

し、台風による被害からの復旧・復興と合わせ、強靱化に

関する施策を総合的、計画的に推進してきました。なお、

本計画は、令和５(2023)年度で４年目を迎えましたが、強

靱化に係る施策については、一定の成果を得たところです。 

この間、国内では、毎年のように自然災害により多くの

人命や財産が失われてきました。令和２(2020)年７月の豪雨や令和３(2021)年８月の

集中豪雨などの風水害が各地に大きな被害を及ぼしたほか、令和６(2024)年１月に発

生した能登半島地震では、震度７の地震が石川県内各地に甚大な被害を与えたことは

記憶に新しく、自然の脅威を改めて思い知らされました。 

近年、気候変動の影響による災害が激甚化・頻発化しており、更には近い将来、首

都直下地震の発生が想定される中、本市においても、再び自然災害による被害がいつ

発生してもおかしくありません。また、エネルギー・食料等の安定供給に関するリス

クの高まりや、デジタル革命・SDGs（Sustainable Development Goals:持続可能な開

発目標）・ポストコロナの生活様式の社会浸透等、本市を取り巻く情勢は目まぐるし

く変化しています。 

切迫する大規模地震災害、相次ぐ気象災害、またインフラの老朽化等の危機を克服

するためには、社会情勢の変化に合わせて継続的・安定的に防災・減災、国土強靱化

の取組を進めていくことが重要となります。 

このため、令和５(2023)年７月に国において見直された国土強靱化基本計画、及び

令和４(2022)年度に本市で実施した防災アセスメント調査による自然災害の被害想

定の見直しを踏まえ、「佐野市国土強靱化地域計画」を改定することとしました。 

この緑豊かな森林や美しい清流など自然環境と共生しながら、災害時においては、

市民の生命及び財産を守るとともに、被害の低減を図るため、本市一丸となって引き

続き、強靱なまちづくりを進めてまいります。 

  

令和６（2024）年３月 

 

                        佐野市長 金 子  裕 

市長あいさつ 
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第１章 計画の概要 
 

１．策定・改定の背景と目的 

１）背景と目的 

国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる

強靱な国づくりに向けて、平成25（2013）年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るため

の防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25（2013）年法律第95号）」（以下「基本法」と

いう。）を公布・施行し、平成26（2014）年６月には、基本法に基づき国土の強靱化に関係する

国の計画等の指針となる国土強靱化基本計画（以下「国基本計画」という。）を策定しました。

また、栃木県においては、平成28（2016）年２月に国基本計画との調和を図りながら栃木県国土

強靱化地域計画（以下「県地域計画」という。）を策定し、安全・安心なとちぎづくりを推進し

ているところです。 

このような中、本市においても、東日本大震災以降も平成27（2015）年９月の関東・東北豪雨

による被害に加え、令和元（2019）年10月には令和元年東日本台風により、これまで経験したこ

とがない甚大な被害が発生するなど、災害時において市民の生命及び財産を守るとともに、被害

の低減を図り、最悪のリスクを回避する災害に強いまちづくりの推進が必要不可欠となっていま

す。こうしたことから、どのような大規模自然災害等が起こっても機能不全に陥らない、「強さ」

と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心な地域づくりを、国・県と一体となって推進するため、

令和２（2020）年８月に佐野市国土強靱化地域計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

国基本計画は平成30（2018）年12月及び令和５（2023）年７月に、県地域計画は令和３（2021）

年２月に大幅な改定が行われたことや、本市においても令和４（2022）年度に防災アセスメント

調査を実施し、自然災害の被害想定が見直されるなど策定後の状況変化があったことから、本計

画の改定を行ったものです。 
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２）国土強靱化とは 

国土強靱化とは、大規模自然災害等に備えるため、「事前防災・減災」と「迅速な復旧・復

興」に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、

強靱な国づくり・地域づくりを推進するものです。 

 

■ 国の国土強靱化の理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国土強靱化を推進する３つのメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかなる災害等が発生しようとも、 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会を

構築するため「国土強靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進する。 

① 被害の縮小 

・大規模自然災害等が起こっても、被害の大きさそれ自体を縮小 

② 施策（事業）のスムーズな進捗 

・地域計画の策定・進捗管理による庁内意識の共有化、施策（事業）の効果的かつスムー

ズな推進 

・国の関係府省庁所管の交付金・補助金の重点配分、優先採択等の重点化及び一定程度の

配慮 

③ 地域の持続的な成長 

・地域の強靱化により、信頼性の向上、投資の呼び込み、地域活性化と連動した施策展開 
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第１章 計画の概要 
 

 
 

２．計画の位置づけ 

１）国土強靱化地域計画と関連計画の位置づけ 

本計画は、基本法第13条の規定に基づき、本市における国土強靱化に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、他の分野別計画の指針となる計画です。 

そのため、県地域計画が、本市を包含する県土全域に係る計画であることを踏まえ、同計画と

の調和を保つとともに、行政経営の総合的な指針である第２次佐野市総合計画との整合・調和を

図りながら策定し、災害対策基本法に基づき策定した佐野市地域防災計画と役割分担を図りなが

ら本市の強靱化を目指します。 

また、地域の強靱化は、大規模自然災害等の様々な変化への地域の対応力増進をもたらし、持

続的な成長を促すことで、地域の活性化に結び付くものであるため、地方創生（総合戦略）と連

携して取組を進めます。 

■ 国土強靱化地域計画と関連計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本法第13条（国土強靱化地域計画）】 
○ 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市

町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」とい
う）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきもの
として定めることができる。 

【基本法第14条（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係）】 

○ 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。 

 

国土強靱化基本計画 

・策定主体：国（法定） 
・基本目標、現状の脆弱性評価に基づく施策
分野ごとの推進方針など 

・毎年度アクションプラン策定、進捗管理 
 

国の他の計画 

国土強靱化基本計画及び国土強靱化地域計画の関係 

国による施策の実施 

国土強靱化地域計画 

・策定主体：県、市町（いずれも任意） 
・国との適切な役割分担を踏まえ、地域の
状況に応じた施策を実施 

県・市町の他の計画 

県・市町による施策の実施 

調和 

指 針 指 針 

第２次佐野市総合計画 

国：国土強靱化基本計画 

県：栃木県国土強靱化地域計画 

整合 

調和 

調和 
 

佐野市国土強靱化地域計画 
及び 同アクションプラン 

 

調和 
 

佐野市地域防災計画 などの分野別計画 

 

分野別計画の指針 国土強靱化に 
関する指針 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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２）上位計画 

① 国土強靱化基本計画 

国土強靱化基本計画は、国土の健康診断にあたる脆弱性評価を踏まえて、強靱な国づくりのた

めのいわば処方箋を示したものであり、また、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、国土強靱化に関する国の計画等の指針となるべきものとして策定されたものです。

国の防災基本計画と並び、日本の災害対応の骨格をなすものとされています。 

令和５（2023）年７月の改定においては、「国土強靱化基本計画の見直しに当たって考慮すべ

き主要な事項と情勢の変化」として、「グリーン・トランスフォーメーション（GX）の実現」や

「SDGsとの協調」「デジタル技術の活用」等の15点が挙げられ、それを踏まえ、以下に示す「国

土強靱化政策の展開方向（５本柱）」に沿って中長期の将来にわたる国土強靱化の取組を進めて

いく方針が示されています。 

（１）国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 

（２）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化 

（３）デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化  

（４）災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化  

（５）地域における防災力の一層の強化 

 

② 栃木県国土強靱化地域計画 

栃木県国土強靱化地域計画は、国基本計画と調和する形で策定されたものです。県では、「災

害に強いとちぎづくり条例」の制定や地域防災計画の見直しなど、様々な対策を進めていますが、

この計画に沿って、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧・復興に資する施策を総合的かつ

計画的に実施していくこととしています。 

当初計画が平成28（2016）年２月に策定されたのち、令和３（2021）年２月に大幅な改定が行

われておりますが、当初計画期間中に起きた豪雨災害等も踏まえた大規模災害への備えや人材育

成・官民連携等の視点を追加するなど、内容充実が図られています。 
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第１章 計画の概要 
 

 
 

３）地域防災計画との違い 

「防災」は、基本的には、地震や洪水などの「リスク」を特定し、「そのリスクに対する対応」

をとりまとめるもので、佐野市地域防災計画（令和５（2023）年３月改定）では、「風水害等対

策編」、「震災対策編」、「その他大規模災害等対策編」のリスクごとに計画が立てられています。 

一方、「国土強靱化」は、リスクごとの対処対応をまとめるものではなく、あらゆるリスクを

見据えつつ、どんな事が起ころうとも最悪な事態に陥る事が避けられるような「強靱」な行政機

能や地域社会、地域経済を事前につくりあげていくものです。 

そのため、強靱化の計画は、あらゆる大規模自然災害等を想定しながら「リスクシナリオ（起

きてはならない最悪の事態）」を明らかにし、最悪の事態に至らないための事前に取り組むべき

施策を考えるというアプローチから、強靱な国づくり、地域づくり、仕組みづくりを平時から持

続的に展開する、強靱化の取組の方向性・内容をとりまとめたものです。 

 

■ 国土強靱化地域計画と地域防災計画との関係イメージ 

 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討アプローチ 地域で想定される自然災害全般 災害の種類ごと 

対象フェーズ 災害発生前 災害発生前・発生時・発生後 

施策の設定方法 
脆弱性評価、 

リスクシナリオに合わせた施策 
－ 

施策の重点化・指標 ○ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市空間・社会

経済システム

の強靱化 

災害予防 

迅速な 

復旧・復興 

体制整備 

応急体制 

整備 

応急 

復旧 

復興 

地域防災計画 

発災後 発災前 

国土強靱化地域計画 
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３．計画期間 

本計画は、令和２（2020）年度を初年度とする令和11（2029）年度までの10年間を計画期間と

し、今回の改定においても、これを引き継ぎます。なお、社会情勢の変化や施策の進捗状況等に

よって、必要に応じて見直しを行います。 

また、第５章施策分野ごとの推進方針において各施策項目に設定する重要業績指標（ＫＰＩ）

については、第２次佐野市総合計画基本計画における目標値の設定状況などに合わせて見直しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 本市の概況と特性 
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第２章 本市の概況と特性 
 

１．自然的条件 

１）位置・地勢・気候 

本市は、東京から70㎞圏内の距離にあり、関東平野の北端、栃木県の南西部に位置しています。 

東は栃木市、西は足利市、群馬県桐生市、南は群馬県館林市、板倉町、北は氷室山や根本山を

はじめとする1,100ｍ級の広大な山岳地帯を経て、鹿沼市、群馬県みどり市と接しており、総面

積は356.04㎢です。 

地形的には、北部は、緑豊かな森林や美しい清流など自然環境に恵まれた中山間地域、南部は、

住宅や産業基盤が集積する都市的地域と農業が展開する地域となっています。 

また、市域（赤見～戸室～葛生～白岩）には、約２億６千万年前に形成された石灰岩地帯が広

がり、この地域の１万年以前の地層からは、日本サイなどの葛生動物群の多くの化石が出土する

ことで有名です。 

気候は、夏に降水量の多い太平洋気候区に属し、比較的温暖ですが、内陸部のため、気温の年

較差・日較差が大きくなっています。 

 

■ 気象概況 

年・月別 
気温（℃） 湿度（％） 平均風速

(ｍ/s) 
最大風速 降水量（㎜） 天気日数 

平均 最高 最低 平均 最小 (ｍ/s) 風向 総量 日最大 快晴 晴 曇 雨 雪 

平成
29(2017)年 

14.6 36.5 -4.5 68.3 8.6 2.2 32.8 北北東 1,153.0 76.5 19 206 99 41 - 

30(2018)年 15.8 38.2 -5.9 70.3 8.3 2.1 30.5 南南東 810.5  38.5   ５   221   110    26    １

1  
令和 

元(2019)年 
15.4 37.4 -6.3 70.6 7.7 2.1 25.8 北西 1,202.5  245.5   13  185   131    36  - 

２(2020)年 15.5 38.8 -6.8 74.6 10.2 2.0 28.1 北北東 974.5 55.0 14 186 127 36 - 

３(2021)年 15.4 36.3 -6.6 72.5 8.0 2.1 30.0 西北西 1,137.0 66.0 26 203 96 40 - 

４(2022)年 15.5 38.9 -5.9 73.3 7.5 2.1 25.4 西北西 1,141.5 72.0 22 187 122 31 ３ 

令和４(2022)年 

１月 3.0 14.0 -5.9 57.6 19.9 2.8 25.4 西北西 3.5 3.5 ６ 21 ３ １ - 

２月 3.8 15.7 -5.2 57.4 16.6 2.7 20.3 北西 35.0 16.5 ３ 20 ３ - ２ 

３月 9.7 25.2 -2.2 64.2 11.6 2.4 19.9 西 80.5 32.0 - 20 ７ ４ - 

４月 15.5 31.6 0.5 72.0 7.5 1.9 15.4 西北西 130.5 31.0 ２ 10 17 １ - 

５月 18.4 34.5 6.6 73.1 12.7 2.1 20.2 北西 159.0 59.5 - 18 10 ３ - 

６月 22.6 38.9 12.9 78.6 25.2 2.2 14.5 北東 73.0 20.5 - 13 15 ２ - 

７月 27.2 38.2 20.7 80.3 35.5 2.3 21.4 北 155.5 72.0 - 13 13 ５ - 

８月 27.0 38.2 18.0 81.5 37.7 2.0 13.3 南南西 95.0 47.0 - 13 15 ３ - 

９月 23.8 33.2 14.6 84.0 32.7 1.9 16.9 南南西 230.5 64.5 - 13 13 ４ - 

10月 16.1 30.2 4.4 83.0 29.9 1.3 10.8 北北西 100.5 31.0 ２ 14 12 ３ - 

11月 12.7 23.2 2.6 80.4 21.6 1.4 17.2 西北西 53.5 33.0 ５ 13 10 ２ - 

12月 6.2 18.1 -2.0 67.6 17.5 2.1 20.1 西北西 25.0 14.5 ４ 19 ４ ３ １ 

資料：消防本部調 

 

 

注）平均気温、湿度は１日（０～24 時）の平均値。 
  平均風速は１ヶ月間の平均値。天気日数は午前９時の観測。 
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■ 本市の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院 

出流原ＳＩＣ 
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■ 栃木県の地形     ■本市の地形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 栃木県の地質     ■本市の地形分類図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：栃木県地震被害想定調査 出典：防災アセスメント調査 

[令和４（2022 年度）] 

出典：栃木県地震被害想定調査 出典：防災アセスメント調査 

[令和４（2022 年度）] 
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２）土地利用 

本市の地目別面積は、田畑が12.8％、宅地が8.7％、山林が61.2％を占めています。 

また、総面積の35,604haのうち、37.2％にあたる13,254haが都市計画区域に指定されており、

そのうちの22.7％にあたる3,012haが市街化区域に指定されています。 

 

■ 地目別土地面積 

年 総 数 田 畑 宅 地 
池

沼 
山 林 

原 

野 

雑種地 

その他 ゴルフ 
場用地 

鉄軌道 
用 地 

その他
の雑種

地 

平成28(2016) 35,604 3,428 1,309 2,966 21 21,825 98 488 39 1,010 4,420 

  29(2017) 35,604 3,415 1,297 2,989 21 21,809 98 455 39 1,031 4,450 

  30(2018) 35,604 3,397 1,279 3,015 21 21,811 98 455 39 1,063 4,426 

令和１(2019) 35,604 3,385 1,265 3,032 20 21,813 97 455 39 1,108 4,390 

  ２(2020) 35,604 3,377 1,248 3,045 21 21,813 96 455 39 1,133 4,377 

  ３(2021) 35,604 3,357 1,219 3,070 21 21,789 93 374 39 1,255 4,387 

  ４(2022) 35,604 3,352 1,212 3,081 21 21,789※ 93 374 39 1,257 4,386※ 

資料：資産税課 概要調書及び栃木県 栃木県森林・林業統計書 

 

■ 都市計画の状況 

区 分 面積（ha） 構成比（％） 

市 域 35,604  

 都市計画区域 13,254 100.0 

  市街化区域 3,012.0 22.7 

  市街化調整区域 10,242.0 77.3 

 用途地域   

  市街化区域（再掲） 3,012.0 100.0 

   第一種低層住居専用地域 186.0 6.2 

   第一種中高層住居専用地域 336.9 11.2 

   第二種中高層住居専用地域 87.1 2.9 

   第一種住居地域 980.2 32.5 

   第二種住居地域 225.2 7.5 

   準住居地域 5.5 0.2 

   近隣商業地域 131.3 4.4 

   商業地域 40.1 1.3 

   準工業地域 459.2 15.2 

   工業地域 375.1 12.5 

   工業専用地域 185.4 6.2 

 準防火地域 175.4 - 

 高度利用地区 0.9 - 

 

資料：都市計画課調（令和５（2023）年１月１日現在） 

単位（ha） 

注）非課税地積を含む。 

  「その他」は道路、河川等である。 

  ※山林及びその他面積は確定値ではない。 

※構成比は、四捨五入しているため 100％にならない場合がある。 
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２．社会的状況 

１）人口 

本市の人口は、国勢調査の結果では令和２(2020)年に114,803人であり、昭和55(1980)年から

の推移を見ると、平成２(1990)年の128,233人をピークに、経年的に減少傾向にあります。 

また、同じく令和２(2020)年での年齢３区分別人口割合は、年少人口（14 歳以下）が11.3％、

生産年齢人口（15～64歳）が57.6％、老年人口（65 歳以上）が31.0％となっています。経年的

に年少人口及び生産年齢人口の人数、割合ともに減少傾向にある一方、老年人口は、人数、割合

ともに増加傾向にあり、高齢化率は昭和55(1980)年の10.0％に比べると3.1倍の値を示していま

す。 

このような中、「佐野市人口ビジョン改訂版」［令和４(2022)年６月策定］では、令和２(2020)

年以降の将来人口を、今後も減少が続くと予測しています。 

高齢化率は令和32(2050)年の36.3％をピークに減少に転じますが、依然30％以上を占めていま

す。 

 

■ 人口の推移（実績と推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「佐野市人口ビジョン改訂版」を基に作成 

 

 

※「年齢不詳」は除く。なお、各割合は四捨五入しているため 100％にならない場合がある。 
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２）産  業 

本市の令和２(2020)年の国勢調査における産業別就業人口の構成比は、第１次産業が2.5％、

第２次産業が35.7％、第３次産業が61.8％で、栃木県全体に比べ第２次産業の割合が高くなって

いるのが特徴となっています。 

農林業については、経営体数の減少や従業者の高齢化が進んでいます。また、米を基幹作物と

していますが、収益の中心は園芸作物に移りつつあり、首都圏の一角に位置する立地条件を活か

した都市型農業を推進しています。 

工業については、プラスチック製品製造業や食品製造業が中心で、佐野工業団地、羽田工業団

地、田沼工業団地、佐野インター産業団地、佐野みかも台産業団地、佐野田沼インター産業団地、

佐野ＡＷＳ産業団地の７つの産業団地を拠点とした産業活性化を進めています。また、国道50号

や国道293号をはじめとする道路網の整備がされており、北関東自動車道のインターチェンジ開

設に伴う立地条件の良さから、周辺産業団地開発など、産業基盤整備の一層の向上が期待されて

います。 

商業については、佐野新都市地区に大型商業施設が進出し、新しい商業エリアが形成されてい

ます。また、観光については、豊かで美しい山岳・渓谷等の自然資源、唐澤山神社、佐野厄除け

大師や伝統工芸品等の文化資源のほか、佐野ラーメンや仙波そばに代表される人気食品、ゴルフ

場、道の駅どまんなかたぬま、アウトレットモールなど、良質で豊富な観光資源を有しています。 

 
■ 産業別就業人口の構成比 

産業別 
佐野市 栃木県 

就業人口 （構成比） 就業人口 （構成比） 

総 数 56,734人 （100.0％） 926,595人 （100.0％） 

第 １ 次 産 業 1,405人 （2.5％） 48,245人 （5.2％） 

第 ２ 次 産 業 20,070人 （35.4％） 282,005人 （30.4％） 

第 ３ 次 産 業 34,686人 （61.1％） 571,094人 （61.6％） 

分類不能の産業 573人 (1.0％） 25,251人 (2.7％） 

出典：令和２（2020）年国勢調査 

 

■ 産業中分類別事業所数等（従業者４人以上の事業所）【製造品出荷額等上位10産業】 

 事業所数 従業者数（人） 製造品出荷額等（万円） 

製造業計 389 13,865 43,276,751 

食料品製造業 39 2,998 8,394,129 

プラスチック製品製造業 59 1,878 4,571,811 

輸送用機械器具製造業 31 1,414 4,437,685 

窯業・土石製品製造業 37 966 3,950,949 

パルプ・紙・紙加工品製造業 11 245 3,225,273 

業務用機械器具製造業 12 1,217 2,355,875 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 5 461 2,196,174 

鉄鋼業 10 202 2,107,657 

化学工業 4 252 2,051,106 

ゴム製品製造業 10 711 2,026,482 

出典：令和３（2021）年経済センサス-活動調査 

※構成比は、四捨五入しているため 100％にならない場合がある。 
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３）交  通 

北関東を横断する国道50号が佐野地域の市街地の南端に沿って東西に延び、佐野地域の東端を

かすめて南北に走る東北自動車道と佐野藤岡インターチェンジで連結しています。この国道50号

は、羽田工業団地やアウトレットモール、大型ショッピングセンターなどの大型商業施設を結ぶ

主要な広域幹線道路として重要な役割を果たしています。また、北関東自動車道が本市の中央部

を通り、東北自動車道と岩舟ジャンクションで連結しています。さらに、国道293号が佐野地域

の北部市街地と田沼地域及び葛生地域の市街地を結び、本市の中央部を貫く広域幹線道路となっ

ています。 

近年では、東北自動車道の佐野藤岡インターチェンジに加え、平成22(2010)年４月には北関東

自動車道の佐野田沼インターチェンジ、平成23(2011)年４月には東北自動車道の佐野サービスエ

リア・スマートインターチェンジが開通し、さらに令和４(2022)年９月には、北関東自動車道の

出流原パーキングエリアに出流原スマートインターチェンジが設置され、高速交通の要衝として、

より一層の発展が期待されています。 

鉄道は、東西に走るＪＲ両毛線が本市と小山市方面、前橋市・高崎市方面とを結んでおり、ま

た、東武鉄道が葛生駅を起点として田沼駅、佐野駅を通り、館林市を経て東京とを結び、通勤・

通学の主要な交通手段となっています。 

バス交通は、高速バス交通のハブ機能を有する佐野新都市バスターミナルにＪＲバス関東の新

宿便や東京便をはじめ、羽田空港や成田空港、仙台・郡山・新越谷・名古屋・京都・大阪行きが

乗り入れているほか、市内には、生活路線バス（さーのって号）や佐野市街地と新都市を循環す

る佐野新都市線（万葉浪漫バス）が走り、市民の身近な移動手段となっています。 

また、栃木市コミュニティバス岩舟線の一部の便が、本市に乗り入れをしており「イオンモー

ル佐野新都市」、「佐野プレミアムアウトレット」、「佐野新都市バスターミナル」が乗降場所とな

っています。 
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■ 本市をとりまく交通網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出流原 
スマートＩＣ 
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■ 年間の鉄道乗車人員 

年度 
ＪＲ 東武佐野線 

佐野駅 佐野駅 佐野市駅 田島駅 堀米駅 田沼駅 吉水駅 多田駅 葛生駅 

  28(2016) 1,308 651 138 23 64 182 195 26 186 

  29(2017) 1,314 650 141 24 67 177 200 29 183 

平成30(2018) 1,310 643 138 26 75 188 192 28 174 

令和１(2019) 1,225 624 129 24 77 180 180 28 174 

  ２(2020) 954 456 75 16 65 127 146 19 136 

  ３(2021) 1,083 513 86 19 74 135 157 23 140 

資料：ＪＲ東日本旅客鉄道(株)高崎支社調／東武鉄道(株)鉄道事業本部調 

 

■ インターチェンジ１日あたり利用状況 

年 

東北縦貫自動車道 北関東自動車道 

佐野藤岡ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 
佐野 SA 

ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 
佐野田沼ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 

出流原 

ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 

入車台数 出車台数 入車台数 出車台数 入車台数 出車台数 入車台数 出車台数 

平成29(2017) 10,146 10,107 1,276 1,476 3,222 3,262 - - 

  30(2018) 10,038 9,987 1,325 1,519 3,250 3,311 - - 

令和１(2019) 9,991 9,874 1,346 1,556 3,238 3,311 - - 

  ２(2020) 8,575 8,397 1,195 1,410 2,788 2,817 - - 

  ３(2021) 9,096 8,789 1,064 1,359 2,942 2,966 - - 

  ４(2022) 9,333 9,022 1,338 1,618 3,048 3,102 425 538 

資料：ＮＥＸＣＯ東日本 宇都宮管理事務所調 

 

単位（千人） 

単位（台） 
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３．想定される大規模自然災害等 

１）風水害等の危険性 

● 水 害 

本市においては、渡良瀬川や秋山川、旗川等の一級河川があります。これらの河川の氾濫によ

り、建物や人的被害の危険性の高い場所は、佐野地区、植野地区、界地区、旗川地区、吾妻地区

に集中しています。 

 

● 土砂災害 

土砂災害の危険性が高い場所は、土砂災害警戒区域等が数多く分布する佐野地域北部と、田沼

地域・葛生地域の中山間地となっています。 

田沼地域の彦間川上流部と旗川上流部、葛生地域の秋山川上流部に位置する集落は、ほとんど

全てが土砂災害警戒区域等に含まれています。 

また、土砂災害が発生した際に被害が拡大しやすい地域は、①建物のほとんどが古い木造建物、

②高齢者の割合が高い、③市街地に接続する道路が少なく災害時に孤立しやすいなどの３つの特

徴があります。 

 

● 雪 害 

本市においては、平成26（2014）年２月に２回にわたって大雪に見舞われ、市内において降雪

による多くの混乱がもたらされました。雪害による停電や断水、都市機能の阻害、交通の途絶、

孤立など、人的・物的被害をもたらしました。 

 

● 突風災害 

本市において、令和元（2019）年７月27日植野地区・犬伏地区で発生した突風災害や、９月10

日赤見地区で発生した突風災害を踏まえると、次のような特性が見られます。 

【突風災害固有の特性】 

・ 発生のタイミングが突発的である。 

・ 被災直後の被災者がその被災原因を認知することが困難である。 

・ 被害が局所的であることから、被災地の外で災害を覚知することが困難である。 

・ 突風災害で、「『どこで』、『どのタイミングで』身を守るのか」について基本的な知識が普

及していない。 

【他の災害と共通する特性】 

・ 被害については、住家の屋根や壁、納屋や車庫、プレハブ等の簡易な構造の建物、ビニー

ルハウスなどの農業施設に発生するなど台風災害に類似しており、予防対策、応急対策、

復旧・復興対策はほぼ同じ方策をとることになる。 
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２）風水害の被害想定 

本市では、令和４（2022）年度に「防災アセスメント調査」を実施し、国、県が作成した洪水

浸水想定区域図等を基に風水害の被害想定を算出しました。被害量の算出においては、本市に影

響を及ぼす河川の浸水想定区域を重ね合わせ、最大被害を見積もりました（対象河川：渡良瀬川、

秋山川、旗川、袋川、才川、三杉川、菊沢川、出流川、小曽戸川、彦間川）。 

なお、「①建物被害」における土砂災害区域の被害量及び「②避難者」における洪水及び土砂

災害の避難者数については、県が指定した土砂災害警戒区域を想定土砂災害として算出しました。 

 

①建物被害 

項  目 被害量 

浸水 
床下浸水 13,225 棟（16.0％） 

床上浸水 32,815 棟（39.8％） 

浸水継続時間 
３日未満 24,897 棟（30.2％） 

３日以上 2,933 棟（3.56％） 

家屋倒壊等氾濫想定区域 
河岸侵食 1,910 棟 （2.3％） 

氾濫流 2,464 棟 （3.0％） 

土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊 2,638 棟 （3.2％） 

土石流 6,159 棟 （7.5％） 

地すべり 39 棟  （0％） 
※（）内は総建物数82,496棟における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 

②避難者 

項  目 洪水のみ 洪水及び土砂災害 

立退き避難 16,064 人（13.9％） 21,759 人（18.8％） 

屋内安全確保 48,210 人（41.7％） 47,103 人（40.7％） 
※（）内は総人口115,607人における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 

③ライフライン被害 

項  目 被  害 

上水道 影響人口 113,674 人(機能停止率 99.6％) 

下水道 影響人口 80,214 人(機能停止率 100.0％) 

電 力 影響人口 38,406 人(停電率 33.2％) 

都市ガス 供給停止戸数 1,852 戸(供給停止率 23.3％) 

LP ガス 供給停止戸数 8,511 戸(供給停止率 19.1％) 

通 信 
固定電話 使用不可回線数 5,986 回線(使用不可率 33.2％) 

携帯電話 使用不可人口 14,192 人(使用不可率 12.3％) 
※（）内は各項目の総数における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 
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３）地震により想定される被害 

本市では、令和４（2022）年度に「防災アセスメント調査」を実施し、深谷断層帯・綾瀬川断

層帯の地震（Ｍ8.0）による被害を被害想定としています。市域の人口が集中している南部にお

いて、深谷断層帯・綾瀬川断層帯の地震（Ｍ8.0）では最大震度６強の揺れを想定しています。 

平成17（2005）年度に実施した前回の「防災アセスメント調査」では、群馬県南東部（太田断

層）を震源とした地震（地震発生確率は不明、地震規模はＭ6.9程度）を想定していますが、よ

り地震の規模が大きいとされる深谷断層帯・綾瀬川断層の地震を想定地震としました。 

深谷断層帯は、関東平野北西部と関東山地との境界付近から関東平野中央部に延びる断層帯で

あり、地震発生確率は30年以内にほぼ０～0.1％（日本の主な活断層の中ではやや高いグループ）

です。綾瀬川断層は、関東平野中央部をほぼ北西−南東方向に延びるとされる断層であり、地震

発生確率が30年以内にほぼ０％とされる鴻巣−伊奈区間、地震発生確率が不明とされる伊奈−川口

区間に分けられます。深谷断層帯と綾瀬川断層が同時に活動した場合、Ｍ8.0程度の地震が発生

する可能性があるとされています。 

一方、栃木県では、最も甚大な被害を及ぼす可能性が高い地震として、「想定県庁直下型地震」

（地震規模：Ｍ7.3、震源深さ：30㎞）を設定していますが、本市域は震源から離れているため、

最大で震度６弱程度と想定されています。 

また、国では、最大の被害を及ぼす地震について、「都心南部直下地震」（地震規模：Ｍ7.3）

を想定しており、首都直下地震が発生した際に震度６弱以上になる地域を首都直下地震緊急対策

区域として指定し、県内では本市を含む６市１町が指定されています。 

国の地震調査研究推進本部によると、首都直下地震は今後30年以内にＭ７クラスの地震が発生

する確率が70％程度と予想されています。 

さらに、活断層に関しては、栃木県及び周辺には、関谷断層、内ノ籠断層、片品川左岸断層、

大久保断層、太田断層が分布しており、いずれかを震源として今後30年以内にＭ6.8以上の地震

が発生する確率は、不明を含めほぼ０％～0.6％以上と低くなっていますが、茨城県沖において、

プレートに関するＭ7.0以上の地震が、同じく今後30年以内に80％程度の確率で発生すると予想

されており、本市への影響も懸念されます。 
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①建物被害 

＜冬18時強風時（10m/s）＞ 

項  目 被害量 

全壊棟数 

液状化 176 棟 （0.2％） 

地震動 3,445 棟 （4.2％） 

土砂災害 13 棟  （0％） 

火災 1,779 棟 （2.2％） 

半壊棟数 

液状化 425 棟 （0.5％） 

地震動 8,553 棟（10.4％） 

土砂災害 29 棟  （0％） 

※（）内は総建物数82,496棟における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 

②人的被害 

＜冬18時強風時（10m/s）＞ 

項  目 被害量 

死者数 222 人（0.2％） 

負傷者数 1,748 人（1.5％） 

 うち重傷者数 290 人（0.3％） 

※（）内は総人口115,607人における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 

③ライフライン被害（直後） 

＜冬18時強風時（10m/s）＞ 

項  目 被害量 

上水道 断水人口 99,572 人（断水率 87.3％） 

下水道 支障人口 28,116 人（機能支障率 35.1％） 

電力 停電軒数 9,250 軒（停電率 15.0％） 

都市ガス 供給停止戸数 7,098 戸（供給停止率 89.3％） 

LP ガス ガス漏れ戸数 3,271 戸（供給停止率 7.3％） 

通信 
固定電話 

不通回線数 
2,834 回線（不通率 15.7％） 

※（）内は各項目の総数における被害率であり、小数点第２位を四捨五入しております。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 
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④避難者数 

＜冬18時強風時（10m/s）＞ 

項  目 
被害量 

直後 1 週間後 

避難所避難者数 6,061 人 14,812 人 

避難所外避難者数 4,041 人 14,812 人 

計 10,102 人 29,624 人 

※１ 避難所への避難者数は１週間後に最多となる。 
    ※２ 阪神・淡路大震災の実績による被害の甚大性・広域性を考慮し、一定の予測手法で得られた全避難者数を

次の割合で避難所避難者数と避難所外避難者数を想定し計算。 
（避難所避難者数：避難所外避難者数）＝（当日～１日後）60：40 ⇒（１週間後）50：50 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 

⑤帰宅困難者・滞留者数 

種  別 想定人数 

帰宅困難者（佐野市民が市外へ出て、帰れない者） 10,931 人 

滞留者（市外の人が市内に来て、帰れない者） 9,970 人 

※対象者数は佐野市における通勤・通学者数（国勢調査（令和２年））である。 

出典：防災アセスメント調査［令和４（2022）年度］ 

 



 

- 21 - 

第２章 本市の概況と特性 
 

 

 

 

 

■ 関東地域において評価対象とした活断層の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地震調査研究推進本部（関東地域の活断層の長期評価） 

 

 

３）その他の想定される災害 

本市では、前段の大規模自然災害のほか、国の火山災害警戒地域には指定されていませんが、

本県に存する「那須岳」、「日光白根山」、「男体山」及び「高原山」の４活火山等、関東一円の活

火山における噴火による火山灰の影響、東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所の

事故に伴う放射性物質の放出による影響等を踏まえ、火山や原子力災害についても検討していき

ます。 
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４．主な既往災害 

■ 本市の主な火災・風水害・地震等 

災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

火  災 昭和４(1929) 不明 
旧葛生町 

仙波地区 
46戸焼失 

火  災 昭和６(1931) 不明 
旧葛生町 

牧地区 
22戸焼失 

暴 風 雨 
昭和13(1938) 

8.30～9.1 
台風 

旧佐野市 

旧葛生町 

秋山川等各河川氾濫 

田畑流出 

洪  水 昭和16(1941)7.21 台風 旧佐野市 
秋山川溢水 

床下浸水及び水田冠水 

洪  水 
昭和22(1947) 

9.14～15 

カスリーン

台風 
旧佐野市 渡良瀬川氾濫 

火  災 
昭和28(1953) 

4.16 
 旧田沼町 野上村作原の大火、164戸焼失 

火  災 
昭和31(1956) 

12.11 
 旧佐野市 縫製工場から出火、19棟焼失 

豪  雨 
昭和36(1961) 

6.27 
台風第６号 旧佐野市 低位水田509ha冠水 

火  災 
昭和37(1962) 

7.2 
 旧佐野市 個人宅から出火、16棟焼失 

洪  水 
昭和37(1962) 

9.18 
台風第18号 旧佐野市 水田冠水1,332.19ha 

暴 風 雨 
昭和41(1966) 

9.28 
台風第26号 旧佐野市 

死者１、重症者２ 

住宅全壊12、半壊22、一部損壊21 

床上浸水４、床下浸水148 

田畑冠水123ha 

道路決壊４，橋りょう流出３ 

被害総額 23,024千円 

暴 風 雨 
昭和47(1972) 

9.16～9.17 
台風第20号 旧葛生町 各河川氾濫 

林野火災 
昭和48(1973) 

3.25～3.26 
不明 

旧葛生町 

中地区 

旧葛生町の山林から出火。栃木市

柏倉地区、岩舟町小野寺地区に延

焼。 

焼失面積171.24ha（内、旧葛生町

52.19ha） 

被害額（旧葛生町）17,350千円 

林野火災 
昭和48(1973) 

3.25～3.27 
不明 

旧田沼町 

大字作原 

旧田沼町の山林から出火。 

焼失面積 62.7ha 

被害額 100,510千円 

火  災 
昭和48(1973) 

4.30 
 旧佐野市 

個人宅から出火、全焼10、部分焼

１ 

豪  雨 
昭和51(1976) 

5.26 
 旧佐野市 

床上浸水125、床下浸水335 

田畑冠水57ha、田畑浸水241.5ha 

道路決壊10、道路埋没１ 

橋りょう流出３、橋りょう倒壊１ 

被害総額 153,781千円 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

豪  雨 
昭和52(1977) 

7.16 
 旧佐野市 

床上浸水３、床下浸水27 

水田冠水255ha 

被害総額 21,280千円 

火  災 
昭和54(1979) 

6.15 
 旧佐野市 

個人宅から出火、全焼７、部分焼

４ 

暴 風 雨 
昭和54(1979) 

8.22～8.23 
台風第15号 旧葛生町 秋山川、仙波川氾濫 

暴 風 雨 
昭和54(1979) 

10.19 
台風第20号 旧葛生町 各河川氾濫 

火  災 
昭和55(1980) 

3.12 
 旧佐野市 

作業所から出火、全焼６、部分焼

８、死者２名 

土砂崩れ 
昭和55(1980) 

3.23 
 

旧田沼町 

大字多田 

鉱山廃土石堆積場から土砂流失 

死者５、重症１ 

家屋全壊２、非住家３ 

暴 風 雨 
昭和57(1982) 

8.1～8.3 
台風第10号 

旧佐野市 

旧葛生町 

各河川氾濫 

（旧佐野市） 

床上浸水１、床下浸水12 

農地被害261.6ha 

堤防越水１、崖崩れ１ 

（旧葛生町） 

床上浸水１、床下浸水６ 

暴 風 雨 
昭和57(1982) 

9.12～9.13 
台風第18号 

旧佐野市 

旧葛生町 

各河川氾濫 

（旧佐野市） 

床上浸水３、床下浸水35 

農地被害455.9ha 

堤防越水２、堤防決壊１ 

橋脚沈下１、橋脚流出１ 

（旧葛生町） 

床上浸水３、床下浸水47 

洪  水 
昭和58(1983) 

8.15～8.18 

台風第５号 

台風第６号 

旧葛生町 

常盤、氷室地区 
秋山川、仙波川氾濫 

浸  水 
昭和60(1985) 

6.24 
台風第６号 旧佐野市 

床下浸水５ 

農地被害340ha 

被害総額 9,495千円 

火  災 
昭和61(1986) 

2.27 
 旧佐野市 

個人宅から出火、全焼６、部分焼

４ 

豪  雨 
昭和61(1986) 

8.4～8.5 
台風第10号 

旧佐野市 

旧葛生町 

（旧佐野市） 

床下浸水27 

農地被害117ha 

被害総額 27,533千円 

（旧葛生町） 

雨量２日間で174mm 

凍 霜 害 
昭和62(1987) 

4.1～4.16 
寒気 市内全域 農産被害全県で36億2,880万円 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

浸  水 
平成２(1990) 

8.10 
台風第11号 旧佐野市 

床下浸水11 

農地被害70ha 

被害総額 23,853千円 

浸  水 
平成２(1990) 

9.19 
台風第19号 旧佐野市 

農地被害23ha 

被害総額 1,753千円 

浸  水 
平成３(1991) 

8.20 
台風第12号 旧佐野市 

床上浸水２、床下浸水27 

農地被害240ha 

被害総額 292,169千円 

火  災 
平成５(1993) 

5.11 
 旧佐野市 個人宅から出火、全焼10、部分焼４ 

豪  雨 
平成９(1997) 

5.24～5.25 
 旧佐野市 

雨量降り始めから56mm 

三杉川溢水 

豪  雨 
平成10(1998) 

8.26～8.31 
台風第４号 旧葛生町 雨量降り始めから291mm 

古タイヤ 

火  災 

平成11(1999) 

1.2～9.24 

野積み 

廃タイヤ 
旧佐野市 

焼失山林400㎡、焼失タイヤ約20万本

（１月７日に鎮圧、鎮火は９月24日） 

大  雨 
平成18(2006) 

6.16 
 

赤見町 

船越地区 

仙波町 

床下浸水１ 

路肩崩落１ 

一部損壊１（崖崩れ） 

大  雨 
平成18(2006) 

7.19～7.24 
 

若松町 

多田町 

富士町 

一部損壊１（崖崩れ） 

通行止め２ 

ため池亀裂１ 

大  雨 
平成20(2008) 

8.16 
 

葛生、牧町 

下彦間町 

閑馬町、梅園町 

床下浸水１、道路冠水３ 

土砂流出２ 

法面・路肩崩壊１ 

大  雨 
平成20(2008) 

8.17 
 

白岩町、梅園

町、閑馬町、下

彦間町、飛駒町 

床下浸水３、土砂流出４ 

法面・路肩崩壊４ 

その他（電柱被害）１ 

大  雨 
平成22(2010) 

8.23 
 

小見町、出流

原町、天神町 
床下浸水３ 

地  震 
平成23(2011) 

3.11 

東日本 

大震災 
市内全域 

【住家】住宅全壊１件、住宅半壊２件 

住宅一部損壊831件 

【非住家】店舗30件、工場41件 

物置64件 

【その他】その他報告159件 

罹災証明 合計1,128件 

【施設】公共施設35件、 

道路･水道関係被害（14件） 

【人的被害】３件(重傷１名､軽症２名) 

台  風 
平成23(2011) 

9.26 
台風第15号 

浅沼町、若松町 

小中町、会沢町 

富士町、秋山町 

閑馬町 

床下浸水（住家）２ 

床下浸水（非住家）２ 

土砂崩れ・土砂流出４ 

避難勧告 

台  風 
平成25(2013) 

9.17 
台風第18号 船越町 橋りょう１ 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

大  雪 
平成26(2014) 

２月中 
 

仙波町 

秋山町 

一部破損（住家）３ 

農地被害8.3ha 

農産被害 444,273千円 

大  雨 
平成26(2014) 

6.8～6.10 
 

野上地区 

飛駒地区 

常盤地区 

避難勧告 2,017世帯 5,130人 

床上浸水１、床下浸水７ 

土砂崩れ、土砂流出４ 

大  雨 
平成26(2014) 

6.23 
 

田沼地区 

戸奈良地区 

三好地区 

床上浸水３、床下浸水３ 

浸水３ 

車両水没１ 

大  雨 
平成27(2015) 

7.16 
 

小中町 

多田町 
床下浸水２ 

大  雨 
平成27(2015) 

9.9～9.10 
台風第18号 市内全域 

床上浸水１、床下浸水１ 

土砂災害５ 

河川洗堀５・溢水１・決壊１ 

避難勧告（越名町・本町（葛生）・

葛生西１丁目） 

大  雨 
平成28(2016) 

8.3 
 

田沼町 

多田町 

葛生東 

床上浸水２、床下浸水３ 

河川の越水１ 

倒木１ 

大  雨 
平成28(2016) 

8.22 
台風第９号 市内全域 

全避難所（55ヶ所）開設 

越名町の一部に避難勧告 

（避難者５名） 

道路冠水16 

通行止め９ 

倒木８ 

越水４ 

洗掘１ヶ所（秋山川） 

路面亀裂１ヶ所（堀米町） 

ハウス内の浸水３ 

雨漏り39 

大  雨 
平成28(2016) 

8.23 
 

会沢地区 

宮本町 

田沼町 

船越町 

会沢地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ避難所開設 

（避難者なし） 

道路冠水１ 

倒木２ 

雨漏り１ 

大  雨 
平成28(2016) 

9.7 
 

田沼町 

船越町 

宮本町 

道路冠水１ 

倒木２ 

雨漏り１ 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

大  雨 
平成29(2017) 

7.12 
 市内全域 

床上浸水２、床下浸水３ 

車両水没２ 

通行止め３ 

道路冠水11 

路面亀裂１ 

下水道被災１ヶ所（若宮下町） 

停電300～350世帯（大橋町、堀米町他） 

停電による濁水1,400世帯 

（赤見町、出流原町他） 

雨漏り19 

大  雨 
平成29(2017) 

7.25 
 

閑馬町 

若松町 

床下浸水１ 

雨漏り７ 

倒木１ 

大  雨 
平成29(2017) 

10.22 
台風第21号 市内全域 

避難所開設４ヶ所（界小学校、新合

総合センター、旧野上小学校、山形

小学校） 

避難準備・高齢者等避難開始（越名

町、下彦間町、閑馬上町、閑馬下町、

梅園町、御神楽町、長谷場町） 

避難勧告（越名町） 

避難者（界小学校２、新合総合セン

ター８） 

道路陥没１ 

停電298世帯（会沢町、宮本町、築

地町、葛生東） 

倒木５ 

雨漏り30 

河川越水２（越名町：三杉川 

下羽田町：才川） 

土砂堆積１ 

ビニールハウス被害25 

林道被害（倒木10） 

道路冠水１ 

大  雨 
令和元(2019) 

6.18 
 作原町 

記録的短時間大雨情報 

(約 120 ㎜/時間)発表 

床下浸水１ 

林道黒沢線で土砂の流出 

近沢林道において山からの雨水流

出 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

突  風 
令和元(2019) 

7.27 

竜巻の可能

性が高い 

植下町 

植上町 

植野町 

上台町 

浅沼町 ほか 

【概要】植下町（植下町 226 番地）

から浅沼町（浅沼町 362 番地７）に

かけ南北方向約２㎞にわたり幅約

250ｍの帯状の被害を出した。 

【気象庁機動調査班（JMA-MOT）調

査結果】 

発生時間：午前２時頃 

現象の種類：竜巻の可能性が高い 

突風の強さ：風速約 35/ｓ（推定） 

被害件数：95 件（人的被害なし） 

［住家］一部損壊 42 件 

［非住家（カーポート、倉庫等）］

16 件 

［その他（フェンス、自動車等）］

37 件 

突  風 
令和元(2019) 

9.10 

ダウンバー

ストまたは

ガストフロ

ントの可能

性が高い 

出流原町 

赤見町 

【概要】出流原町（出流原町 29 番

地３）から赤見町（赤見町 3082 番

地）にかけ広範囲に被害を出した。 

【気象庁機動調査班（JMA-MOT）調

査結果】 

発生時間：午後７時頃 

現象の種類：ダウンバーストまたは

ガストフロントの可能性が高い 

突風の強さ：風速約 40/ｓ（推定） 

被害件数：76 件（人的被害なし） 

［住家］一部損壊 28 件 

［非住家（物置等）］30件 

［その他（フェンス等）］18 件 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

台  風 
令和元(2019) 

10.12 

令和元年 

東日本台風 

(台風第 19

号) 

市内全域 

【概要】秋山川の決壊（海陸橋北西、

大橋北西）や旗川（稲岡橋北東）、小

曽戸川、才川（平岩鋼業北東）等の越

水により大橋町、朝日町、赤坂町、田

島町、庚申塚町、船津川町、並木町、

免鳥町、小中町、下羽田町、葛生東、

水木町などの広範囲で浸水被害。 

閑馬町、飛駒町、長谷場町、豊代町、

牧町、会沢町などの複数箇所で土砂崩

れ 

避難所開設:全 55箇所 

避難指示:佐野・植野・堀米・吾妻・

葛生地区 外 

避難勧告:市全域 

避難者:4,217 人 

[人的被害]3名(中等症１、軽傷２) 

床上浸水：1,767棟 

床下浸水：2,059棟 

道路：209箇所（市道・認定外） 

河川：242箇所（普通河川等） 

橋梁：17 箇所 

公共施設(学校施設、公民館等)：15

箇所 

通行止め：72 箇所 

り災証明発行件数：全壊６件、大規模

半壊 76 件、半壊 972件、一部損壊(準

半壊)96 件、一部損壊(10％未満)924

件、被害なし 17件 

農作物被害：14 品目/92 戸 

農業用施設（ハウス、畜産関係施設）

被害：71 戸 

農機具類被害：226 台/52戸 

家畜等被害：１戸 

※被害戸数は延べ戸数 

農地被害:約 85ha（土砂流入、流亡農

地等） 

農業用施設被害：頭首工 20 箇所、農

業水利施設 115 箇所 

農機具類被害：226 台/52戸 

被害状況(R3.10.1 現在) 
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災害種別 年月日 原 因 場 所 摘 要 

大  雨 
令和３(2021) 

7.10 
 

中町 

越名町 

若宮上町 

ほか 

太陽光発電施設の排水施設破損によ

る水の流出による床下浸水 ２件 

新都市バスターミナル駐車場ゲート

の故障 

道路冠水 ２箇所 

突  風 

大  雨 

令和３(2021) 

7.11 

ダウンバー

ストまたは

ガストフロ

ントの可能

性が高い 

朝日町 

植下町 

浅沼町 

堀米町 

小中町 

解体現場足場倒壊 

煙突倒壊 

道路冠水 ３箇所 

倒木等 29箇所 

看板・塀等の倒壊 ４箇所 

学校の窓ガラス破損・電話不通等 ８

箇所 

停電（1,160世帯） 

大  雨 
令和４(2022) 

7.3 
 

石塚町 

戸室町 

長谷場町 

閑馬町 

飛駒町 

山からの土砂流出、倒木 

東松坂沢、林道松坂線への土砂流出 

道路冠水 

防災行政無線（子局）への落雷 

林道長谷場閑馬線への倒木 
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第３章 地域計画策定の基本的な考え方 
 

１．基本理念 

本市は、比較的大規模自然災害が少ない地域とされてきましたが、平成23（2011）年３月の東

日本大震災において被害を受けたほか、近年では、平成27（2015）年９月の関東・東北豪雨、さ

らに令和元（2019）年10月の令和元年東日本台風による甚大な被害など、気象の急変に伴う局地

的な自然災害により被害が発生しています。 

こうした災害から得られた教訓を踏まえ、今後より一層の事前防災及び減災、その他迅速な復

旧・復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施していくことが重要です。 

多様な災害リスクに応じた施策の実施にあたっては、防災に係る本市関係各課が連携し全庁的

に取り組むことを基本としながら、より強靱な佐野づくりを実現するためには、市民一人ひとり

の意識向上をはじめ、地域ぐるみでの対策、関係機関・団体及び市内立地企業等の事業者との協

働が必要不可欠です。 

また、広域的な交通の要衝、東京圏との近接性等の優位性を最大限活かし、災害時における東

京圏等のバックアップ機能に着目した広域的な防災拠点としての役割も期待されています。 

以上のような考え方、状況を踏まえ、本市独自の基本理念を次のように設定します。 

 

協働で築く安全・安心な未来 災害に強いまちづくり 

 

この基本理念を踏まえ、いかなる大規模自然災害が発生しても市民の生命、財産を守り、経済

社会活動に致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復する「しなやかさ」を兼ね備えた

まちづくりを推進することで、安全・安心な基盤を次世代に継承していきます。 

 

２．基本目標 

国基本計画、県地域計画を踏まえ、いかなる災害等が発生しようとも、 

１ 市民の生命の保護が最大限図られること 

２ 市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

３ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

４ 迅速な復旧復興 

を基本目標とし、「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心な地域づくりを推進します。 

なお、人口減少・少子高齢化が進む中、限られた人員でも効率的に災害対応等の活動を可能に

する観点から、国土強靱化の推進には積極的にデジタル技術の活用を図ります。 

基本目標の達成に向けた安全・安心な地域づくりは、誰もが安心して暮らせる地域の実現を目

指すものでもある「ＳＤＧｓ」や供給安定性の高いクリーンエネルギー中心の産業構造・社会構

造への転換を目指す「ＧＸ」にも通じるものであり、国土強靱化の推進はＳＤＧｓ・ＧＸの推進

にもつながることになります。 
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【ＳＤＧｓとは】 

ＳＤＧｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015

年９月の国連サミットで採択された、国連加盟 193 か国が 2016 ～ 2030 年の 15年間で達成

を目指す国際社会全体の 17 の目標です。 

我が国においても、豊かで活力のある「誰一人取り残さない」社会を実現するため、一人

ひとりの保護と能力強化に焦点を当てた「人間の安全保障」の理念に基づき、世界の「国づ

くり」と「人づくり」に貢献していくことを示す、「ＳＤＧｓアクションプラン 2020」が策

定され、地方自治体においてもＳＤＧｓの達成に向けた取組が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＧＸとは】 

ＧＸとは「Green Transformation」の略称で、経済産業省では以下のように定義していま

す。 

2050 年カーボンニュートラルや、2030 年の国としての温室効果ガス排出削減目標の達成

に向けた取組を経済の成長の機会と捉え、排出削減と産業競争力の向上の実現に向けた、経

済社会システム全体の変革がＧＸです。 

産業政策の意味合いが強いですが、災害に強い地産地消型の再生可能エネルギーの導入を

進めるなど、安全・安心な地域づくりにも関係するものと言えます。 

 

〔ＳＤＧｓ（世界を変えるための 17の目標）〕 

 

目標１［貧困］ 
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を

終わらせる 

 

 

目標２［飢餓］ 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄

養改善を実現し、持続可能な農業を促

進する 

 

目標３［保健］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する 

 

 

目標４［教育］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高

い教育を確保し、生涯学習の機会を促

進する 

 

目標５［ジェンダー］ 
ジェンダー平等を達成し、すべての女

性及び女児の能力強化を行う 

 

 

目標６［水・衛生］ 
すべての人々の水と衛生の利用可能性

と持続可能な管理を確保する 

 

目標７［エネルギー］ 
すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的エネルギーへのアク

セスを確保する 

 

 

目標８［経済成長と雇用］ 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びす

べての人々の完全かつ生産的な雇用と

働きがいのある人間らしい雇用（ディ

ーセント・ワーク）を促進する 

 

目標９［インフラ、産業化、イノベ
ーション］ 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進を図る 

 

 

目標１０［不平等］ 
各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

目標１１［持続可能な都市］ 
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）

で持続可能な都市及び人間居住を実現

する 

 

 

目標１２［持続可能な消費と生産］ 
持続可能な生産消費形態を確保する 

 

目標１３［気候変動］ 
気候変動及びその影響を軽減するため

の緊急対策を講じる 

 

 

目標１４［海洋資源］ 
持続可能な開発のために海洋・海洋資

源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

目標１５［陸上資源］ 
陸域生態系の保護、回復、持続可能な

利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化

の阻止・回復及び生物多様性の損失を

阻止する 

 

 

目標１６［平和］ 
持続可能な開発のための平和で包摂的

な社会を促進し、すべての人々に司法

へのアクセスを提供し、あらゆるレベ

ルにおいて効果的で説明責任のある包

摂的な制度を構築する 

 

目標１７［実施手段］ 
持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する 
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第３章 地域計画策定の基本的な考え方 
 

 

 

３．基本方針 

本市は、東京から70km圏内に位置し、東北自動車道と北関東自動車道の高速道路網に加え、国

道50号と国道293号が東西に横断するなど、広域的な交通の要衝としての地理的優位性とネット

ワークを有しており、優位な立地条件を活かした産業基盤の整備を進めています。 

また、令和４(2022)年度の出流原スマートインターチェンジ開通もあり、本市の広域的な交通

の要衝としての地理的優位性はますます高まっており、本市が広域的な防災・救援拠点機能の充

実を図ることで、国及び県全体の強靱化に貢献すると考えられます。更には、平成29(2017)年度

の佐野インランドポート開設以降、海外を含めた物流拠点としての本市の位置づけが高まってき

ていることなども踏まえ、本市が「国際防災拠点」として、その機能も有していくことが期待さ

れています。 

これらの視点を十分に踏まえるとともに、本市を包含する県土全域における強靱化推進の視点

を有する県地域計画の基本方針との調和に留意し、以下の方針に沿って強靱化を推進します。 

 

１）基本姿勢 

 

● 人口減少や高齢化の更なる進展、気候変動等による気象の変化、各種社会資本の老朽化

など、社会経済情勢を踏まえた施策を進めます。 

● 女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に十分配慮して対策を講じます。 

【自助・共助（互助）・公助の組み合わせ】 

● 人とのつながりやコミュニティ機能を向上するとともに、自助、共助（互助）及び公助

を基本に、国、地方公共団体、住民、民間事業者や関係機関等と適切な連携・役割分担

の下、施策に取り組みます。 

 

■ 自助・共助（互助）・公助の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共助（互助） 
市民一人ひとりが

災害時に自分や家

族の安全を確保す

るための取組を行

います。 

自 助 
町内会などの地域

団体では、災害時の

地域の安全確保の

ための取組を行い

ます。 

行政は、ハード面の

整備や、「自助」「共

助（互助）」と協働

でソフト面の取組

を行います。 

公 助 
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２）適切な施策の組み合わせ 

【ソフト対策とハード対策の組み合わせ】 

● 国土強靭化は、施設の整備・耐震化、代替施設の確保等の「ハード対策」のみでは不十

分であるため、訓練・防災教育、国土利用の見直し等の「ソフト対策」を、災害リスク

や地域の状況等に応じて適切に組み合わせて効果的に施策を推進します。 

〈水害対策の例〉 

 

 

 

 

【平時における利活用】 

● 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、自然との共生、環境との調和及び

景観の維持への配慮等平常時における市民生活の安全・安心や生活の豊かさの向上等に

も資する対策となるよう留意します。 

 

■ 平時における利活用イメージ（延焼防止に資する緑地の確保の場合） 

木造住宅が密集する地域において地震による倒壊と火災の発生が重なると、延焼により

地域一帯に大規模な被害が生じる恐れがあります。そのため、非常時を想定して幅広の道

路や公園を整備すること

で延焼を防ぐ効果がある

一方で、平時の市民生活

を向上させるというよう

な、相乗効果を狙った取

組となります。 

 

 

 

 

３）効果的な施策の推進 

 

 

 

 

 

 

● 施策の持続的な実施に配慮し、選択と集中による施策の重点化を図ります。 

● 既存の社会資本の有効活用や施設の効率的な維持管理により、効果的に施策を推進します。 

● 限られた資金を最大限活用するため、民間投資の促進を図ります。 

ソフト施策 

○ ハザードマップの作成・活用 

○ 避難訓練の実施 

ハード施策 

○ 河川堤防の整備 

○ 迅速かつ円滑な避難のための 

避難施設、避難路等の整備 
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第３章 地域計画策定の基本的な考え方 
 

 

 

４）地域特性に応じた施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バックアップ機能・国際防災拠点機能の発揮】 

● 佐野インランドポートを活用し、大規模災害時のサプライチェーンの確保、広域的な防災

拠点としての集配の拠点、災害時に利用される代替港湾との搬出入機能など、国内外の災

害に対応できるバックアップ機能を有した国際防災拠点機能の構築を推進します。 

● 大規模災害時でも東京圏等企業の事業継続が担保されるよう、佐野インランドポートや出

流原スマートインターチェンジの周辺及び国道沿道等において、工場や本社機能の移転を

促進します。 

● 国及び県全体の強靭化に貢献するため、災害時の相互応援体制など県や周辺市町、民間事

業者等との連携強化により、広域的な防災・救援機能の充実を図るとともに、東京圏等の

避難者受け入れや諸機能の代替など、バックアップ機能の強化を図ります。 

 

■ 佐野インランドポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国際防災拠点のイメージ 

 

管理棟 

兼 24時間 

対応休憩所 

出入口 

シャーシヘッド 

置場 

シャーシ 

プール 
バンプール 

北関東自動車道 

出流原 SIC 方面 

国道 293号 

北関東自動車道 

佐野田沼 IC方面 

コンテナ 

ヤード 
倉庫棟 

危険物 

倉庫棟 Ｎ 

出流原 SIC 
・ 

・東京圏等企業の本社機能等の移転
・防災関連企業の誘致

北関東自動車道

【佐野藤岡ＩＣ】

至

関

越

自

動

車

道

茨
城
港

新
潟
港

京
浜
港

成
田
空
港

羽
田
空
港

茨
城
空
港

広域交通網及び市内の施設等（既存の施設等を含む）を活かし、
本市全体で大規模災害時のバックアップ機能を担う。

国道50号

至

常

磐

自

動

車

道

佐野ＳＡ
【佐野ＳＩＣ】

佐野インランドポート

佐野新都市
バスターミナル

国際防災拠点さの ＪＲ両毛線

出流原ＰＡ
【出流原ＳＩＣ】

【佐野田沼ＩＣ】

東武佐野線

清
水
港

Ｊ
Ｒ
高
崎
線

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

Ｊ
Ｒ
上
越
線

東

北

自

動

車

道

福
島
空
港



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 脆弱性評価 
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第３章 地域計画策定の基本的な考え方 
 

第４章 脆弱性評価 
 

１．脆弱性評価の考え方 

国基本計画、県地域計画では、基本法第17条第１項の規定に基づき、大規模自然災害等に対す

る脆弱性の分析・評価（以下「脆弱性評価」という。）の結果を踏まえ、国土強靱化に必要な施

策の推進方針が定められています。 

本計画の策定においても、以下の手順により脆弱性評価を行い、強靱化のための推進方針を策

定します。 

 

■ 脆弱性評価の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．想定するリスク 

国基本計画、県地域計画においては、「大規模自然災害全般」を想定するリスクとして設定し

ています。 

本市においても、本市地域防災計画を踏まえ、首都直下地震等が遠くない将来に発生する可能

性があると予測されていることから、大地震をはじめ、大雨や台風、竜巻等による風水害など、

大規模自然災害全般を想定します。 

※ミサイル、サリン等の武力攻撃及びテロは含まれません。 

 

 

３．事前に備えるべき目標及びリスクシナリオ 

脆弱性評価は、基本法第17条第３項の規定に基づき、リスクシナリオを想定した上で行うもの

とされており、国基本計画を参考としながら、本市の地域の特性を踏まえ、４つの基本目標を達

成するため、６つの事前に備えるべき目標と、その妨げとなる、起きてはならない最悪の事態と

して、26のリスクシナリオを次のとおり設定します。 

 

 

 

 

② 事前に備えるべき目標及びリスクシナリオの設定 

① 想定するリスクの設定 

③ リスクシナリオを回避するために必要な施策分野の設定 

④ リスクシナリオを回避するための現状分析・評価 
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■ 本計画におけるリスクシナリオの設定 

事前に備えるべき目標 No. リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

１ 
あらゆる自然災害

に対し、直接死を

最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊、大規模火災の

発生による多数の死傷者の発生 

1-2 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため

池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防

災能力の長期化に伴うものを含む） 

1-3 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死

傷者の発生 

1-4 暴風や暴風雪・豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

２ 

救助・救急、医療

活動が迅速に行わ

れるとともに、被

災者等の健康・避

難生活環境を確実

に確保することに

より、関連死を最

大限防ぐ 

2-1 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶によ

る医療機能の麻痺 

2-3 
大規模な自然災害と感染症との同時発生、劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもた

らす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

３ 
必要不可欠な行政

機能を確保する 
3-1 地方行政機関等の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

４ 
経済活動を機能不

全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断、用水供給途絶等に伴う社会経済活動への甚大な影響 

4-2 高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

4-3 食料等の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響 

4-4 農地・森林や生態系等の被害に伴う市土の荒廃・多面的機能の低下 

５ 

情報通信サービ

ス、電力等ライフ

ライン、燃料供給

関連施設、交通ネ

ットワーク等の被

害を最小限に留め

るとともに、早期

に復旧させる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNSなど、災害

時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支

援が遅れる事態 

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止 

5-3 都市ガス供給・石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5-5 基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

６ 

社会・経済が迅速

かつ従前より強靱

な姿で復興できる

条件を整備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、

復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

6-2 
災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企

業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の

衰退・損失 

6-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復の遅れ、大量失業・倒産等による経済等への甚大な影

響 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

■ 参考：国における事前に備えるべき目標及びリスクシナリオとの関係 

※◇印：佐野市のリスクシナリオ 

基本目標 事前に備えるべき目標 国で設定した35の起きてはならない最悪の事態 
佐 
野 
市 

Ⅰ．人命の保
護が最大
限図られ
る 

 
Ⅱ．国家及び
社会の重
要な機能
が致命的
な障害を
受けず維
持される 

 
Ⅲ．国民の財
産及び公
共施設に
係る被害
の最小化 

 
Ⅳ．迅速な復
旧復興 

１ 
あらゆる自然災害
に対し、直接死を最
大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者
の発生 

◇ 

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 ◇ 

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生  

1-4 
突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の
損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の
長期化に伴うものを含む） 

◇ 

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発生 ◇ 

1-6 火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死者数の発生 ◇ 

1-7 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 ◇ 

２ 

救助・救急、医療活
動が迅速に行われ
るとともに、被災者
等の健康・避難生活
環境を確実に確保
することにより、関
連死を最大限防ぐ 

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 ◇ 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能
の麻痺 

◇ 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死
者の発生 

◇ 

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 ◇ 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 ◇ 

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 ◇ 

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生 ◇ 

３ 
必要不可欠な行政
機能を確保する 

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 ◇ 

3-2 首都圏での中央官庁機能の機能不全  

3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 ◇ 

４ 
経済活動を機能不
全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下による国際競争力の低下 ◇ 

4-2 コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 ◇ 

4-3 海上輸送の機能停止による海外貿易、複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大な影響  

4-4 金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への甚大な影響 ◇ 

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響 ◇ 

4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 ◇ 

4-7 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下 ◇ 

５ 

情報通信サービス、
電力等ライフライ
ン、燃料供給関連施
設、交通ネットワー
ク等の被害を最小
限に留めるととも
に、早期に復旧させ
る 

5-1 
テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS など、災害時に活用
する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

◇ 

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止 ◇ 

5-3 都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 ◇ 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 ◇ 

5-5 
太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能
停止による物流・人流への甚大な影響 

◇ 

６ 

社会・経済が迅速か
つ従前より強靱な
姿で復興できる条
件を整備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅
に遅れ地域が衰退する事態 

◇ 

6-2 
災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労働者、
地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

◇ 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 ◇ 

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 ◇ 

6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 ◇ 

6-6 
国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による国家経済等への甚大な影
響 

◇ 
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４．リスクシナリオを回避するために必要な施策分野 

本計画では、効果的に強靱化を推進するため、第３章で設定した基本目標や基本方針を踏まえ、

ハード・ソフト対策の適切な組み合わせや、地域社会・経済の強靱化、市民の分かりやすさ、一

体的・効果的な取組の推進などの視点を総合的に勘案し、国基本計画や県地域計画において設定

された施策分野に留意しつつ、次のＡ～Ｇの７つの施策分野を設定します。 

また、施策分野においては、施策項目、推進方針を定め、きめ細やかな取組を推進します。 

 

 

 

 

■ 国基本計画及び県地域計画と本計画の施策分野 

 

 

国基本計画 
【国土強靱化に関する施策の分野】 

の
個
別
施
策
分
野 

① 行政機能／警察・消防等／防災教育等 

② 住宅・都市 

③ 保健医療・福祉 

④ エネルギー 

⑤ 金融 

⑥ 情報通信 

⑦ 産業構造 

⑧ 交通・物流 

⑨ 農林水産 

⑩ 国土保全 

⑪ 環境 

⑫ 土地利用（国土利用） 

６
つ
の
横
断
的
分
野 

Ａ)リスクコミュニケーション 

Ｂ)人材育成 

Ｃ)官民連携 

Ｄ)老朽化対策 

Ｅ)研究開発 

７
つ
の
個
別
施
策
分
野 

３
つ
の
横
断
的
分
野 

(３)保健医療・福祉 

(４)産業・エネルギー 

(５)情報通信・交通・物流 

(６)農林水産 

(７)国土保全・環境 

12 

(１)行政機能／防災・消防等 

(２)住宅・都市・土地利用 

県地域計画 
【リスクシナリオを回避するために必要な施策分野】 

Ｆ)デジタル活用 
(１)リスクコミュニケーション・ 

人材育成 

(２)官民連携 

(３)老朽化対策 
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■ 第２次佐野市総合計画の施策体系 

７つの基本目標 主な施策分野 

１ 魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり 商業・鉱工業・農業 

２ 新たな流れの創造による賑わうまちづくり 観光・スポーツ・歴史文化 

３ 健やかで元気に暮らせるまちづくり 健康・医療・感染症・子育て・福祉 

４ 豊かな心を育み、学び合うまちづくり 教育・生涯学習 

５ 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 防災・防犯・住環境・交通 

６ 美しい自然、環境と調和するまちづくり 生活環境・地球環境 

７ 市民参加による自立したまちづくり 
市民協働・人権・国際交流・情報・
デジタル 

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
人
材
育
成 

総合計画の施策体系 
との整合性・連携 

Ａ 行政機能／防災・消防 

Ｂ 住宅・都市・土地利用 

Ｄ 産業・農林業・エネルギー 

Ｅ 情報通信・交通・物流 

(１) 行政機能 

(２) 防災・消防 

(１) 住  宅 

(２) 都  市 

(３) 土地利用 

(１) 産  業 

(２) 農 林 業 

(３) エネルギー 

(１) 情報通信 

(２) 交通・物流 

Ｆ 国土保全・環境 
(１) 国土保全 

(２) 環  境 

Ｇ 地域防災 

(１) 地域防災 
(２) 地域防犯 
(３) 地域福祉 
(４) 地域活動 

Ｃ 保健医療・福祉・教育 

(１) 保健医療 

(２) 福  祉 

(３) 教  育 

本市地域計画 
【リスクシナリオを回避するために必要な施策分野】 

各分野に再編 

官
民
連
携 

老
朽
化
対
策 

デ
ジ
タ
ル
活
用 
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５．リスクへの対応方策［施策体系］ 
 

 

 

 

施策分野 施策項目 推進方針 対応する市のリスクシナリオ 

Ａ 行政機能／防災・消防 

（１）行政機能 

①防災拠点機能の確保 1-1 ・ 3-1 

②業務継続体制の整備 3-1 

③情報の収集・伝達体制の確保 2-1 ・ 5-1 ・ 6-6 

④相互応援体制の整備 3-1 

⑤帰宅困難者対策 2-5 ・ 5-5 

⑥原子力災害対策の推進 4-2 

（２）防災・消防 

①物資・資機材等の備蓄、調達体制の整備 2-4 ・ 2-5 ・ 4-3 

②消防広域応援体制の整備 2-1 

③首都直下地震等への対応 3-1 

④火災予防に関する啓発活動 1-1 

⑤地域の消防力の確保 1-1 ・ 2-1 

⑥消防施設等の整備 1-1 ・ 2-1 

⑦避難所対策 1-2 ・ 1-3 ・ 2-3 ・ 2-4 

Ｂ 住宅・都市・土地利用 

（１）住宅 
①住宅・建築物等の安全対策 1-1 ・ 1-4 

②空き家対策 1-1 

（２）都市 

①市街地整備 1-1 ・ 5-5 

②公園等施設整備 1-1 ・ 6-4 

③上水道施設の耐震化 2-4 ・ 5-4 

④下水道施設の耐震化 2-3 ・ 5-4 

（３）土地利用 

①産業用地の整備 4-1 ・ 5-5 

②適正な土地利用の推進 1-1 ・ 1-2 

③地籍調査の推進 6-1 ・ 6-4 

Ｃ 保健医療・福祉・教育 

（１）保健医療 

①救急医療体制の充実 2-1 ・ 2-2 

②地域医療の推進 2-2 ・ 2-3 

③医療機関におけるライフラインの確保 2-2 

④感染症予防対策 2-3 

（２）福祉 ①福祉・介護等との連携強化 1-1 ・ 2-1 ・ 2-3 

（３）教育 

①学校施設等整備 1-1 ・ 2-4 ・ 3-1 

②児童生徒の安全対策 1-1 ・ 5-1 

③文化スポーツ施設整備 2-4 

④文化財保護 6-5 
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*道路啓開：緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルート

を開けることをいいます。 

 

 

 

施策分野 施策項目 推進方針 対応する市のリスクシナリオ 

Ｄ 産業・農林業 

・エネルギー 

（１）産業 

①リスク分散を重視した企業立地等の促進 4-1 ・ 5-5 

②企業の業務継続体制の強化 2-4 ・ 4-1 ・ 6-6 

③商業・観光における災害対応 2-5 ・ 4-1 ・ 5-5 ・ 6-6 

（２）農林業 

①農林業生産基盤等の災害対応力の強化 1-2 ・ 4-3 ・ 4-4 ・ 6-6 

②森林の適切な整備・保全 1-3 ・ 4-4 

③農林道の整備 4-4 ・ 5-5 

（３）エネルギー 
①エネルギーの安定供給 5-2 

②ライフラインの災害対応力の強化 5-2 ・ 5-3 ・ 5-4 

Ｅ 情報通信・交通・物流 

（１）情報通信 
①市民等への災害情報の伝達 1-1 ・ 1-2 ・ 1-3 ・ 1-4 ・ 5-1 

②電源の確保 5-1 

（２）交通・物流 

①道路の防災・減災対策及び耐震化 2-2 ・ 2-4 ・ 5-5 

②緊急輸送体制の整備 2-2 ・ 2-4 ・ 5-5 

③地域交通環境の整備 5-5 

④孤立可能性地区における対策の推進 1-4 ・ 2-6 

⑤道路啓開*等の復旧・復興を担う人材の確保 6-2 

⑥自転車活用の推進 5-5 

Ｆ 国土保全・環境 

（１）国土保全 
①総合的な治水対策 1-2 ・ 4-4 

②総合的な土砂災害対策 1-3 ・ 4-4 

（２）環境 

①災害廃棄物等の処理体制の整備 4-2 ・ 6-3 

②有害物質等の拡散・流出対策 4-2 ・ 6-6 

③下水処理施設の整備 2-3 ・ 5-4 

Ｇ 地域防災 

（１）地域防災 
①防災意識の高揚、防災教育の実施 1-1 ・ 1-2 ・ 1-3 ・ 1-4 

②地域防災力の向上 1-1 ・ 1-2 ・ 1-3 ・ 1-4 ・ 2-1 

（２）地域防犯 ①防犯体制の強化 2-1 ・ 3-1 

（３）地域福祉 ①要配慮者対策 2-1 ・ 2-4 

（４）地域活動 
①ボランティアの活動体制の強化 6-2 

②外国人対応 2-4 ・ 2-5 ・ 6-5 
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６．リスクシナリオと施策分野の相関（マトリクス） 

事前に備え
るべき目標 

リスクシナリオ 
（起きてはならない 

最悪の事態） 

施策分野 

Ａ 行政機能／防災・消防 Ｂ 住宅・都市・土地利用 Ｃ 保健医療・福祉・教育 

(１)行政機能 
(２)防災・消防 

(１)住宅 
(２)都市 
(３)土地利用 

(１)保健医療 
(２)福祉 
(３)教育 

１ あらゆる
自然災害
に対し、直
接死を最
大限防ぐ 

1-1 大規模地震に伴う、住
宅・建物・不特定多数
が集まる施設等の大規
模倒壊、大規模火災の
発生による多数の死傷
者の発生 

(１)①防災拠点機能の確保 
(２)④火災予防に関する啓発

活動 
(２)⑤地域の消防力の確保 
(２)⑥消防施設等の整備 

(１)①住宅・建築物等の安全対
策 

(１)②空き家対策 
(２)①市街地整備 
(２)②公園等施設整備 
(３)②適正な土地利用の推進 

(２)①福祉・介護等との連携強
化 

(３)①学校施設等整備 
(３)②児童生徒の安全対策 

  1-2 突発的又は広域的な洪
水に伴う長期的な市街
地等の浸水による多数
の死傷者の発生（ため
池の損壊によるもの
や、防災インフラの損
壊・機能不全等による
洪水等に対する脆弱な
防災能力の長期化に伴
うものを含む） 

(２)⑦避難所対策 (３)②適正な土地利用の推進  

  1-3 大規模な土砂災害（深
層崩壊、土砂・洪水氾
濫、天然ダムの決壊な
ど）等による多数の死
傷者の発生 

(２)⑦避難所対策   

  1-4 暴風や暴風雪・豪雪等
に伴う多数の死傷者の
発生 

 (１)①住宅・建築物等の安全対
策 

 

２ 救助・救
急、医療活
動が迅速
に行われ
るととも
に、被災者
等 の 健
康・避難生
活環境を
確実に確
保するこ
とにより、
関連死を
最大限防
ぐ 

2-1 自衛隊、警察、消防等
の被災等による救助・
救急活動等の絶対的不
足 

(１)③情報の収集・伝達体制の
確保 

(２)②消防広域応援体制の整
備 

(２)⑤地域の消防力の確保 
(２)⑥消防施設等の整備 

 (１)①救急医療体制の充実 
(２)①福祉・介護等との連携強

化 

 2-2 医療施設及び関係者の
絶対的不足・被災、支
援ルートの途絶、エネ
ルギー供給の途絶によ
る医療機能の麻痺 

  (１)①救急医療体制の充実 
(１)②地域医療の推進 
(１)③医療機関におけるライ

フラインの確保 

 2-3 大規模な自然災害と感
染症との同時発生、劣
悪な避難生活環境、不
十分な健康管理がもた
らす、多数の被災者の
健康・心理状態の悪化
による死者の発生 

(２)⑦避難所対策 (２)④下水道施設の耐震化 (１)②地域医療の推進 
(１)④感染症予防対策 
(２)①福祉・介護等との連携強

化 

  2-4 被災地での食料・飲料
水・電力・燃料等、生
命に関わる物資・エネ
ルギー供給の停止 

(２)①物資・資機材等の備蓄、
調達体制の整備 

(２)⑦避難所対策 

(２)③上水道施設の耐震化 (３)①学校施設等整備 
(３)③文化スポーツ施設整備 

  2-5 想定を超える大量の帰
宅困難者の発生による
混乱 

(１)⑤帰宅困難者対策 
(２)①物資・資機材等の備蓄、

調達体制の整備 

  

  2-6 多数かつ長期にわたる
孤立地域等の同時発生 

   

  

３ 必要不可
欠な行政
機能を確
保する 

3-1 地方行政機関等の職
員・施設等の被災によ
る機能の大幅な低下 

(１)①防災拠点機能の確保 
(１)②業務継続体制の整備 
(１)④相互応援体制の整備 
(２)③首都直下地震等への対

応 

 (３)①学校施設等整備 
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施策分野 

Ｄ 産業・農林業・エネルギー Ｅ 情報通信・交通・物流 Ｆ 国土保全・環境 Ｇ 地域防災 

(１)産業 
(２)農林業 
(３)エネルギー 

(１)情報通信 
(２)交通・物流 

(１)国土保全 
(２)環境 

(１)地域防災 
(２)地域防犯 
(３)地域福祉 
(４)地域活動 

 (１)①市民等への災害情報の伝達  (１)①防災意識の高揚、防災教
育の実施 

(１)②地域防災力の向上 

(２)①農林業生産基盤等の災害対
応力の強化 

(１)①市民等への災害情報の伝達 (１)①総合的な治水対策 (１)①防災意識の高揚、防災教
育の実施 

(１)②地域防災力の向上 

(２)②森林の適切な整備・保全 (１)①市民等への災害情報の伝達 (１)②総合的な土砂災害対策 (１)①防災意識の高揚、防災教
育の実施 

(１)②地域防災力の向上 

 (１)①市民等への災害情報の伝達 
(２)④孤立可能性地区における対

策の推進 

 (１)①防災意識の高揚、防災教
育の実施 

(１)②地域防災力の向上 

   (１)②地域防災力の向上 
(２)①防犯体制の強化 
(３)①要配慮者対策 

 (２)①道路の防災・減災対策及び
耐震化 

(２)②緊急輸送体制の整備 

  

  (２)③下水処理施設の整備  

(１)②企業の業務継続体制の強化 (２)①道路の防災・減災対策及び
耐震化 

(２)②緊急輸送体制の整備 

 (３)①要配慮者対策 
(４)②外国人対応 

(１)③商業・観光における災害対
応 

  (４)②外国人対応 

 (２)④孤立可能性地区における対
策の推進 

  

   (２)①防犯体制の強化 
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事前に備え
るべき目標 

リスクシナリオ 
（起きてはならない 

最悪の事態） 

施策分野 

Ａ 行政機能／防災・消防 Ｂ 住宅・都市・土地利用 Ｃ 保健医療・福祉・教育 

(１)行政機能 
(２)防災・消防 

(１)住宅 
(２)都市 
(３)土地利用 

(１)保健医療 
(２)福祉 
(３)教育 

４ 経済活動
を機能不
全に陥ら
せない 

4-1 サプライチェーンの寸断、用水供
給途絶等に伴う社会経済活動へ
の甚大な影響 

 (３)①産業用地の整備  

4-2 高圧ガス施設等の重要な産業施
設の火災、爆発に伴う有害物質等
の大規模拡散・流出 

(１)⑥原子力災害対策の推
進 

  

4-3 食料等の安定供給の停滞に伴う、
国民生活・社会経済活動への甚大
な影響 

(２)①物資・資機材等の備
蓄、調達体制の整備 

  

4-4 農地・森林や生態系等の被害に伴
う市土の荒廃・多面的機能の低下 

   

５ 情報通信
サービス、
電力等ラ
イフライ
ン、燃料供
給関連施
設、交通ネ
ットワー
ク等の被
害を最小
限に留め
るととも
に、早期に
復旧させ
る 

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断や通信
インフラの障害により、インター
ネット・SNS など、災害時に活用
する情報サービスが機能停止し、
情報の収集・伝達ができず避難行
動や救助・支援が遅れる事態 

(１)③情報の収集・伝達体制
の確保 

 (３)②児童生徒の安全対策 

 5-2 電力供給ネットワーク（発変電
所、送配電設備）の長期間・大規
模にわたる機能の停止 

   

 5-3 都市ガス供給・石油・LP ガス等の
燃料供給施設等の長期間にわた
る機能の停止 

   

 5-4 上下水道施設の長期間にわたる
機能停止 

 (２)③上水道施設の耐震化 
(２)④下水道施設の耐震化 

 

5-5 基幹的陸上交通ネットワークの
機能停止による物流・人流への甚
大な影響 

(１)⑤帰宅困難者対策 (２)①市街地整備 
(３)①産業用地の整備 

 

６ 社会・経済
が迅速か
つ従前よ
り強靱な
姿で復興
できる条
件を整備
する 

6-1 自然災害後の地域のより良い復
興に向けた事前復興ビジョンや
地域合意の欠如等により、復興が
大幅に遅れ地域が衰退する事態 

 (３)③地籍調査の推進  

 6-2 災害対応・復旧復興を支える人材
等（専門家、コーディネーター、
ボランティア、NPO、企業、労働者、
地域に精通した技術者等）の不足
等により復興できなくなる事態 

   

  6-3 大量に発生する災害廃棄物の処
理の停滞により復興が大幅に遅
れる事態 

   

  6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店
舗・仮事業所等の整備が進まず復
興が大幅に遅れる事態 

 (２)②公園等施設整備 
(３)③地籍調査の推進 

 

  6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、
地域コミュニティの崩壊等による
有形・無形の文化の衰退・損失 

  (３)④文化財保護等 

  6-6 風評被害や信用不安、生産力の回
復の遅れ、大量失業・倒産等によ
る経済等への甚大な影響 

(１)③情報の収集・伝達体制
の確保 
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施策分野 

Ｄ 産業・農林業・エネルギー Ｅ 情報通信・交通・物流 Ｆ 国土保全・環境 Ｇ 地域防災 

(１)産業 
(２)農林業 
(３)エネルギー 

(１)情報通信 
(２)交通・物流 

(１)国土保全 
(２)環境 

(１)地域防災 
(２)地域防犯 
(３)地域福祉 
(４)地域活動 

(１)①リスク分散を重視した企業
立地等の促進 

(１)②企業の業務継続体制の強化 
(１)③商業・観光における災害対応 

   

  (２)①災害廃棄物等の処理体制の整備 
(２)②有害物質等の拡散・流出対策 

 

(２)①農林業生産基盤等の災害対
応力の強化 

   

(２)①農林業生産基盤等の災害対
応力の強化 

(２)②森林の適切な整備・保全 
(２)③農林道の整備 

 (１)①総合的な治水対策 
(１)②総合的な土砂災害対策 

 

 (１)①市民等への災害情報の伝達 
(１)②電源の確保 

  

(３)①エネルギーの安定供給 
(３)②ライフラインの災害対応力

の強化 

   

(３)②ライフラインの災害対応力
の強化 

   

(３)②ライフラインの災害対応力
の強化 

 (２)③下水処理施設の整備  

(１)①リスク分散を重視した企業
立地等の促進 

(１)③商業・観光における災害対応 
(２)③農林道の整備 

(２)①道路の防災・減災対策及び耐震化 
(２)②緊急輸送体制の整備 
(２)③地域交通環境の整備 
(２)⑥自転車活用の推進 

  

    

 (２)⑤道路啓開等の復旧・復興を担う人
材の確保 

 (４)①ボランティア
活動体制の強
化 

  (２)①災害廃棄物等の処理体制の整備  

    

   (４)②外国人対応 

(１)②企業の業務継続体制の強化 
(１)③商業・観光における災害対応 
(２)①農林業生産基盤等の災害対

応力の強化 

 (２)②有害物質等の拡散・流出対策  
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７．リスクシナリオごとの脆弱性評価 

26 項目のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）に関して、本市が実施している施策・

事業の進捗状況や課題について、関係する推進方針ごとに現状の分析・評価を行いました。 

各リスクシナリオにおいては関係する推進方針が重複するものがありますが、記載内容が前述と

同じものは［再掲］と表示します。また、それ以外で個別に各課の記載内容が前述と同じものは（再

掲）と表示します。 

１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

1-1 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊、大規模火災の発生

による多数の死傷者の発生 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

防災拠点機能の

確保 

財産活用課 

田沼行政センター 

葛生行政センター 

市役所庁舎をはじめ防災拠点となる各公共施設について

は、災害時にその機能を果たすために、適切な維持管理を

継続する必要があります。 

財産活用課 

行政経営課 

少子高齢社会の急激な進行等による収入の減、支出の増に

より市有施設にかけられる財源に限界がある中、高度経済

成長期に整備された市有施設が今後一斉に老朽化し、大規

模改修や建替え等の更新費用の増大が見込まれるため、施

設の統廃合や複合化による適正な施設配置を推進し、安全

性を確保する必要があります。 

火災予防に関す

る啓発活動 

消防本部総務課 
家庭からの火災が発生しないよう、消防団等と連携し各地

域において火災予防を呼びかける必要があります。 

消防本部予防課 

住宅用火災警報器の設置率は徐々に向上しているが、更な

る向上が必要となるため、地域及び事業所における火災予

防、防火意識の普及啓発を行っていく必要があります。 

地域の消防力の

確保 

消防本部総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。 

過疎化や高齢化等により人口（若者）が減少する地域にお

いて、消防団員を確保する必要があります。 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。 

消防本部警防課 

災害発生時に、迅速かつ的確に消火・救急・救助活動が行

えるよう、消防組織の充実・強化、広域的な応援受入体制

の整備を図る必要があります。 

消防施設等の整

備 
消防本部警防課 

災害発生時に、迅速かつ的確に消火・救急・救助活動が行

えるよう、消防施設・装備等の計画的な整備・維持管理を

図る必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

住宅・建築物等の

安全対策 

建築住宅課 

市営住宅の老朽化が進み、耐用年限を大幅に超過した施設

（団地）があるほか、管理戸数の半数程度は、旧耐震基準

により建築されていることから、施設の統廃合を含め、老

朽化対策を実施し入居者の安全・安心を確保する必要があ

ります。 

建築指導課 

建築物の耐震診断及び耐震改修等を促進し、住宅の耐震化

を図る必要があります。 

建築物の耐震改修等を進めるとともに、危険なブロック塀

等の安全対策や、通学路及び避難路の安全性を確保する必

要があります。 

空き家対策 

産業政策課 

中心市街地及び地域市街地において、空き店舗等が増加し、

管理がされないことで、老朽危険空き家とならないよう利

活用する必要があります。 

建築住宅課 

市内には 2,282 件（令和２（2020）年度調査）の空き家が

あり、適切な管理について所有者等への意識啓発や情報提

供を行い、管理が不十分な老朽危険空き家の解消を図ると

ともに、利活用可能な空き家の活用を進める必要がありま

す。 

市街地整備 

都市整備課 

既成市街地内では、老朽木造住宅が密集しており、火災が

発生しても延焼が拡大しない、また、建物等が倒壊しても

避難の支障にならないような災害に強い市街地整備を図る

必要があります。 

道路が損壊した場合、救助救出活動や避難等に支障が生じ

るため、緊急輸送道路はもちろん、それにつながる幹線道

路や狭隘道路等についても、通行確保及び迅速な対応の観

点から、整備改善を推進する必要があります。 

建築指導課 

緊急車両等の通行を確保するため、建築基準法第 42 条第

２項の規定による道路（狭あい道路）の後退を促し、安全

で良好な住環境の整備を図る必要があります。 

公園等施設整備 都市整備課 

公園は、災害発生直後の一時避難場所や復興に向けた仮設

住宅建設用地として、重要なオープンスペースとなるため、

必要に応じて防災機能を備える必要があります。 

適正な土地利用

の推進 

政策調整課 

土砂崩れ等の危険箇所が多数存在する中山間地域におい

て、災害時においても日常生活サービス（買い物や医療等）

が持続して受けられるように、災害の危険性の少ない場所

へ各種生活支援機能を集約・確保し、周辺集落との交通ネ

ットワークを形成する必要があります。 

都市計画課 

震災による宅地被害を防止・軽減するため、宅地の耐震化

を図る必要があります。 

大雨等による浸水や大規模地震による被害の防止・軽減を

図るため、強靭なまちづくりを行う必要があります。 

交通政策課 
災害時においても、誰もが円滑に移動できる交通ネットワ

ークを形成する必要があります。 

福祉・介護等との

連携強化 
介護保険課 

倒壊の危険性のあるブロック塀を有する介護保険施設等に

ついては改修等を促し、施設の安全対策を進める必要があ

ります。 



 

- 50 - 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

学校施設等整備 

こども課 

こどもクラブについては、利用者の量の見込みに応じた整

備を進めてきましたが、今後もニーズに応じた整備を進め、

児童が安全に利用できるよう、施設の適正管理を行う必要

があります。 

保育課 

公立保育所については、統合・整備や民間への移管が進み、

老朽化施設の比率は減少しています。耐震性や防火性、電

気・機械設備の性能も向上しているため、今後は施設の適

正管理や定期的な改修・修繕によって長寿命化や性能の維

持を図るほか、民間保育所等については、整備や維持管理

への支援を行う必要があります。 

学校管理課 

小・中学校等において、老朽化が著しい校舎及び屋内運動

場は、建屋躯体及び給排水設備等の改修が必要となります。

また、空調設備が未設置である特別教室や屋内運動場には、

空調設備の設置に取り組む必要があります。 

小・中・義務教育学校の老朽化したフェンス等の囲障や敷地

内の老木となっている樹木は、災害時に倒壊、倒木する恐れ

があるため、速やかに改修、撤去する必要があります。 

児童生徒の安全

対策 

危機管理課 

学校教育課 

突発的な地震等が発生した際でも、児童生徒が安全な行動

がとれるように防災教育を実施する必要があります。 

こども課 
こどもクラブを利用している児童が、災害時に安全に避難

できるよう継続して避難訓練等を行う必要があります。 

道路河川課 

多くの小・中学校は避難所となっており、災害時には通学

路が避難経路として利用されるため、狭隘な道路を解消す

るなど、通学路が安全に通行できるよう整備する必要があ

ります。 

教育総務課 

児童生徒の登下校時の安全対策として、関係機関と連携し

て交通安全、防犯及び防災に係る危険箇所等の状況を把握

し、通学路の安全を確保する必要があります。 

学校管理課 

小・中・義務教育学校の老朽化したフェンス等の囲障や敷

地内の老木となっている樹木は、災害時に倒壊、倒木する

恐れがあるため、速やかに改修、撤去する必要があります。

（再掲） 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

市民等への災害

情報の伝達 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

市のお知らせ、市政情報、話題等を、随時ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、新聞報道を活用し情報提供を行っていま

す。災害時でも、これら情報伝達手段を活用した迅速な情

報発信が必須となるため、適切な情報収集を行い、市民へ

の災害情報の迅速な伝達を図る必要があります。 

市民生活課 
災害時に、町会回覧を迅速に実施できる体制を整備する必

要があります。 

危機管理課 

災害時に屋外拡声子局や戸別受信機により、住民等に直

接・同時に防災情報等を伝えることができるように、「同報

系防災行政無線」の保守整備を図る必要があります。 

防災行政無線を聞き逃した際などには、音声ダイヤル（フリ

ーダイヤル）で聞き直すことができますが、回線数が限られ

ており繋がらない場合があるため、いつでも必要に応じて放

送内容が確認できるように解消する必要があります。 

「佐野市防災・気象情報メール」により防災情報や気象情

報、火災情報等をメール配信していますが、防災講話等を

とおしてさらに市民に周知し、登録を呼びかける必要があ

ります。 

防災意識の高揚、

防災教育の実施 

危機管理課 

自主防災組織の設立に向けて働きかけを行うとともに、自

主防災組織モデル地区を指定し、防災資機材の貸与や防災

訓練の実施等をとおして防災意識の高揚を図る必要があり

ます。 

町会や自主防災組織等で開催する防災講話や防災訓練等を

とおして、防災知識の啓発を行い、「自分の命は自分で守る」

ことの重要性を呼びかける必要があります。 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 

消防本部予防課 

地域の防火意識を高める目的から、女性防火クラブ、幼年

少年少女防火委員会と協力し、火災予防の広報及び啓発活

動を行っていますが、さらに市民の関心を高める必要があ

ります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

地域防災力の向

上 

危機管理課 

令和５（2023）年３月 31 日現在においては、167 町会中 

125 町会で自主防災組織が設立されていますが、全ての町

会における設立を目指すとともに、防災士を育成し、自主

防災組織との連携を図ることで地域防災力を向上させる必

要があります。また、自主防災組織間の連携を図る必要が

あります。 

災害時に、避難指示等を発令しても、避難する市民の割合

が低いため、市民へ積極的な避難行動を呼びかける必要が

あります。 

消防本部総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。（再掲） 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。（再掲） 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。（再掲） 

 

1-2 突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池

の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災能力

の長期化に伴うものを含む） 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

避難所対策 危機管理課 
浸水想定区域に存在する避難所について、必要に応じて見

直しを図る必要があります。 

適正な土地利用

の推進 

政策調整課 

土砂崩れ等の危険箇所が多数存在する中山間地域におい

て、災害時においても日常生活サービス（買い物や医療等）

が持続して受けられるように、災害の危険性の少ない場所

へ各種生活支援機能を集約・確保し、周辺集落との交通ネ

ットワークを形成する必要があります。（再掲） 

都市計画課 

令和３(2021)年３月に立地適正化計画を、令和５(2023)年

３月に防災指針を策定しました。災害リスク分析の結果や

整理した課題を踏まえ、防災まちづくりの取組を図る必要

があります。 

大雨等による浸水や大規模地震による被害の防止・軽減を

図るため、強靭なまちづくりを行う必要があります。（再掲） 

交通政策課 
災害時においても、誰もが円滑に移動できる交通ネットワ

ークを形成する必要があります。（再掲） 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

農林業生産基盤

等の災害対応力

の強化 

農政課 

農業用施設の定期的な整備点検を実施し、破損等危険箇所

の補修を行うなど、平常時からの適切な維持管理を行う必

要があります。 

農地は市土の保全機能や安らぎ・潤い空間、防災上のオー

プンスペースとしての多面的機能を有することから、適切

な維持管理を促進する必要があります。 

農山村振興課 
林業の効率的経営や森林の適正な管理に不可欠な路網の整

備を推進する必要があります。 

市民等への災害

情報の伝達 [再

掲] 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

市のお知らせ、市政情報、話題等を、随時ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、新聞報道を活用し情報提供を行っていま

す。災害時でも、これら情報伝達手段を活用した迅速な情

報発信が必須となるため、適切な情報収集を行い、市民へ

の災害情報の迅速な伝達を図る必要があります。 

市民生活課 
災害時に、町会回覧を迅速に実施できる体制を整備する必

要があります。 

危機管理課 

災害時に屋外拡声子局や戸別受信機により、住民等に直

接・同時に防災情報等を伝えることができるように、「同報

系防災行政無線」の保守整備を図る必要があります。 

防災行政無線を聞き逃した際などには、音声ダイヤル（フ

リーダイヤル）で聞き直すことができますが、回線数が限

られており繋がらない場合があるため、いつでも必要に応

じて放送内容が確認できるように解消する必要がありま

す。 

「佐野市防災・気象情報メール」により防災情報や気象情

報、火災情報等をメール配信していますが、防災講話等を

とおしてさらに市民に周知し、登録を呼びかける必要があ

ります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

総合的な治水対

策 

危機管理課 

自らの居住地が、洪水浸水想定区域に該当するか把握して

いない市民もいるため、避難所と併せ、ハザードマップを

活用して周知する必要があります。 

洪水等が発生する恐れがあるとき、避難指示等を発令して

も、避難する市民の割合が低いため、積極的な避難を呼び

かける必要があります。 

洪水等の発生に備え、平時から水防訓練等を実施し、市や

自主防災組織、消防団等の災害時の役割を明確にするほか、

関係機関との連携体制を確認する必要があります。 

農政課 

農業用施設の定期的な整備点検を実施し、破損等危険箇所

の補修を行うなど、平常時からの適切な維持管理を行う必

要があります。 

ため池の決壊により被害が想定される区域において作成し

たハザードマップを、市民に周知することで、的確な避難

行動につなげる必要があります。 

道路河川課 

森林・田畑の減少、宅地開発の増加により、河川溢水のリ

スクが増大する中、局地的な想定以上の豪雨が頻発してい

るため、河川計画のない未整備の小規模河川を含め、整備・

維持管理を適切に行い、水害防止を図る必要があります。 

下水道課 

令和４（2022）年度末現在においては、全体計画における

下水道雨水管渠の整備率は 62.0％であり、今後も継続して

整備を進める必要があります。 

防災意識の高揚、

防災教育の実施 

危機管理課 

自主防災組織の設立に向けて働きかけを行うとともに、自

主防災組織モデル地区を指定し、防災資機材の貸与や防災

訓練の実施等をとおして防災意識の高揚を図る必要があり

ます。（再掲） 

町会や自主防災組織等で開催する防災講話や防災訓練等を

とおして、防災知識の啓発を行い、「自分の命は自分で守る」

ことの重要性を呼びかける必要があります。（再掲） 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。（再掲） 

消防本部予防課 

地域の防火意識を高める目的から、女性防火クラブ、幼年

少年少女防火委員会と協力し、火災予防の広報及び啓発活

動を行っていますが、さらに市民の関心を高める必要があ

ります。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

地域防災力の向

上[再掲] 

危機管理課 

令和５（2023）年３月 31 日現在においては、167 町会中 

125 町会で自主防災組織が設立されていますが、全ての町

会における設立を目指すとともに、防災士を育成し、自主

防災組織との連携を図ることで地域防災力を向上させる必

要があります。また、自主防災組織間の連携を図る必要が

あります。 

災害時に、避難指示等を発令しても、避難する市民の割合

が低いため、市民へ積極的な避難行動を呼びかける必要が

あります。 

消防本部総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 

 

1-3 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者

の発生 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

避難所対策 [再

掲] 
危機管理課 

浸水想定区域に存在する避難所について、必要に応じて見

直しを図る必要があります。 

森林の適切な整

備・保全 
農山村振興課 

材価の長期低迷や林業経営意欲の減退等、森林を取り巻く

厳しい情勢により、手入れがされず放置される森林が増加

しているため、間伐を支援する等、適切な森林整備を推進

し、森林の持つ水源涵養、土砂流出防備等の多面的機能を

高める必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

市民等への災害

情報の伝達 [再

掲] 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

市のお知らせ、市政情報、話題等を、随時ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、新聞報道を活用し情報提供を行っていま

す。災害時でも、これら情報伝達手段を活用した迅速な情

報発信が必須となるため、適切な情報収集を行い、市民へ

の災害情報の迅速な伝達を図る必要があります。 

市民生活課 
災害時に、町会回覧を迅速に実施できる体制を整備する必

要があります。 

危機管理課 

災害時に屋外拡声子局や戸別受信機により、住民等に直

接・同時に防災情報等を伝えることができるように、「同報

系防災行政無線」の保守整備を図る必要があります。 

防災行政無線を聞き逃した際などには、音声ダイヤル（フ

リーダイヤル）で聞き直すことができますが、回線数が限

られており繋がらない場合があるため、いつでも必要に応

じて放送内容が確認できるように解消する必要がありま

す。 

「佐野市防災・気象情報メール」により防災情報や気象情

報、火災情報等をメール配信していますが、防災講話等を

とおしてさらに市民に周知し、登録を呼びかける必要があ

ります。 

総合的な土砂災

害対策 

危機管理課 

県が調査を実施し、新たに指定された土砂災害警戒区域に

ついて、ハザードマップを更新し、周知を図る必要があり

ます。 

自らの居住地が、土砂災害警戒区域に該当するか把握して

いない市民もいるため、避難所と併せ、ハザードマップを

活用して周知する必要があります。 

土砂災害等が発生する恐れがあるとき、避難指示等を発令

しても、避難する市民の割合が低いため、積極的な避難を

呼びかける必要があります。 

土砂災害等の発生に備え、平時から土砂災害訓練等を実施

し、市、自主防災組織、消防団等の災害時の役割を明確に

するほか、関係機関との連携体制を確認する必要がありま

す。 

農山村振興課 

材価の長期低迷や林業経営意欲の減退等、森林を取り巻く

厳しい情勢により、手入れがされず放置される森林が増加

しているため、間伐を支援する等、適切な森林整備を推進

し、森林の持つ水源涵養、土砂流出防備等の多面的機能を

高める必要があります。（再掲） 

道路河川課 

市内の土砂災害危険箇所の多数が未整備となっている中、

局地的な想定以上の豪雨が頻発しているため、砂防施設・

急傾斜地の整備を促進する必要があります。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

防災意識の高揚、

防災教育の実施

[再掲] 

危機管理課 

自主防災組織の設立に向けて働きかけを行うとともに、自

主防災組織モデル地区を指定し、防災資機材の貸与や防災

訓練の実施等をとおして防災意識の高揚を図る必要があり

ます。 

町会や自主防災組織等で開催する防災講話や防災訓練等を

とおして、防災知識の啓発を行い、「自分の命は自分で守る」

ことの重要性を呼びかける必要があります。 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 

地域防災力の向

上[再掲] 

危機管理課 

令和５（2023）年３月 31 日現在においては、167 町会中 

125 町会で自主防災組織が設立されていますが、全ての町

会における設立を目指すとともに、防災士を育成し、自主

防災組織との連携を図ることで地域防災力を向上させる必

要があります。また、自主防災組織間の連携を図る必要が

あります。 

災害時に、避難指示等を発令しても、避難する市民の割合

が低いため、市民へ積極的な避難行動を呼びかける必要が

あります。 

消防本部 総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。 

消防本部 警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 

 

1-4 暴風や暴風雪・豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

住宅・建築物等の

安全対策 
建築指導課 

地震や竜巻等により重大な被害が発生しないよう、建築物

やその周辺の設備等の適正な維持管理を指導する必要があ

ります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

市民等への災害

情報の伝達 [再

掲] 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

市のお知らせ、市政情報、話題等を、随時ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、新聞報道を活用し情報提供を行っていま

す。災害時でも、これら情報伝達手段を活用した迅速な情

報発信が必須となるため、適切な情報収集を行い、市民へ

の災害情報の迅速な伝達を図る必要があります。 

市民生活課 
災害時に、町会回覧を迅速に実施できる体制を整備する必

要があります。 

危機管理課 

災害時に屋外拡声子局や戸別受信機により、住民等に直

接・同時に防災情報等を伝えることができるように、「同報

系防災行政無線」の保守整備を図る必要があります。 

防災行政無線を聞き逃した際などには、音声ダイヤル（フ

リーダイヤル）で聞き直すことができますが、回線数が限

られており繋がらない場合があるため、いつでも必要に応

じて放送内容が確認できるように解消する必要がありま

す。 

「佐野市防災・気象情報メール」により防災情報や気象情

報、火災情報等をメール配信していますが、防災講話等を

とおしてさらに市民に周知し、登録を呼びかける必要があ

ります。 

孤立可能性地区

における対策の

推進 

危機管理課 

災害発生時に交通や情報通信手段の途絶等により孤立する

可能性のある地区において、周辺の土砂災害対策等を推進

するとともに、ハザードマップを活用し地域住民へ土砂災

害警戒区域等の危険箇所の周知を図り、災害発生前の早期

避難、平常時からの家庭における食料等の備蓄を呼びかけ

る必要があります。 

防災意識の高揚、

防災教育の実施

[再掲] 

危機管理課 

自主防災組織の設立に向けて働きかけを行うとともに、自

主防災組織モデル地区を指定し、防災資機材の貸与や防災

訓練の実施等をとおして防災意識の高揚を図る必要があり

ます。 

町会や自主防災組織等で開催する防災講話や防災訓練等を

とおして、防災知識の啓発を行い、「自分の命は自分で守る」

ことの重要性を呼びかける必要があります。 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

地域防災力の向

上[再掲] 

危機管理課 

令和５（2023）年３月 31 日現在においては、167 町会中 

125 町会で自主防災組織が設立されていますが、全ての町

会における設立を目指すとともに、防災士を育成し、自主

防災組織との連携を図ることで地域防災力を向上させる必

要があります。また、自主防災組織間の連携を図る必要が

あります。 

災害時に、避難指示等を発令しても、避難する市民の割合

が低いため、市民へ積極的な避難行動を呼びかける必要が

あります。 

消防本部総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。 

消防本部警防課 

大規模災害時には、消防の対応能力を超える救助・救急要

請や通信網、交通網の遮断が予測され、地域住民の共助に

よる救出活動や救命処置、避難所や救護所までの搬送が重

要となるため、応急手当等の普及啓発を図る必要がありま

す。 
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２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環
境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

2-1 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

情報の収集・伝達

体制の確保 

消防本部警防課 

技術センター部管

理課 

被災状況を迅速かつ的確に把握する必要があります。 

消防広域応援体

制の整備 
消防本部警防課 

大規模災害時における人命救助活動等を迅速かつ効果的な

ものとするため、消防の広域応援体制に基づき、応援及び

受援対応の相互連携を図る必要があります。 

地域の消防力の

確保[再掲] 

消防本部総務課 

大規模火災、災害においては、現有する消防力のみでは対

応困難な場合もあることから、近隣消防との連携強化を図

るとともに、常備消防、非常備消防がより密接な関係を構

築し、あらゆる災害に対応していく必要があります。 

過疎化や高齢化等により人口（若者）が減少する地域にお

いて、消防団員を確保する必要があります。 

就業構造や社会環境の変化、人口減少等を踏まえた消防団

組織の再編による災害対応力の向上を図る必要がありま

す。 

消防本部警防課 

災害発生時に、迅速かつ的確に消火・救急・救助活動が行

えるよう、消防組織の充実・強化、広域的な応援受入体制

の整備を図る必要があります。 

消防施設等の整

備[再掲] 
消防本部警防課 

災害発生時に、迅速かつ的確に消火・救急・救助活動が行

えるよう、消防施設・装備等の計画的な整備・維持管理を

図る必要があります。 

救急医療体制の

充実 

健康増進課 
負傷者への適切な医療救護を提供するためには、初期医療

体制及び後方医療体制等の充実を図る必要があります。 

消防本部警防課 

発災直後から救助・救急要請が大幅に増加し消防の対応能

力を超過することが予想されるため、災害による死者を増

加させないよう重傷者を優先的に医療機関へ搬送する必要

があります。 

応援部隊やＤＭＡＴによる救出・救護活動が円滑に行える

よう、発災直後から災害医療関係部署と連携し受援体制を

準備する必要があります。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

福祉・介護等との

連携強化 

社会福祉課 

避難行動要支援者の情報を、町会・自主防災組織・民生委

員・消防署・警察署・社会福祉協議会等と共有し、災害時

の声かけや避難誘導に活用するため、個別計画を作成して

いますが、必要な人への周知が不足しています。また、避

難支援者の設定がされていない人への支援方法を定める必

要があります。 

障がい福祉課 

障がい者が、安心して意思疎通を図り避難生活が送れるよ

う、避難所の生活環境を整備する必要があります。 

災害時においても、被災した障がい者の移動手段や、日常

的に介護している障がい者等の家族の一時的な休息の場を

確保できるよう、事業所との連携を図る必要があります。 

いきいき高齢課 

高齢化に伴い、認知症の方の増加が予想されるため、地域

において見守る体制を整備する必要があります。 

災害時においても、支援が必要な高齢者に対し在宅医療と

介護の両方を一体的に提供できる体制を整備する必要があ

ります。 

障がい福祉課 

いきいき高齢課 

災害弱者となる高齢者や障がい者が、救急や災害等の緊急

時に通報できる機材の貸与を行っているが、十分に活用さ

れていないため、周知を図り利用を促進する必要がありま

す。 

地域防災力の向

上 
消防本部総務課 

過疎化や高齢化等により人口（若者）が減少する地域にお

いて、消防団員を確保する必要があります。 

防犯体制の強化 危機管理課 

災害時においても、犯罪被害に遭わないための実践的な防

犯対策を推進するとともに、市民の防犯意識及び規範意識

の高揚を図る必要があります。 

町会の適切な防犯灯の設置・維持管理を促進することで、

犯罪被害の防止を図る必要があります。 

要配慮者対策 

危機管理課 
災害時に、要配慮者が迅速に避難できるように自主防災組

織による支援体制の整備を推進する必要があります。 

社会福祉課 

避難行動要支援者の情報を、町会・自主防災組織・民生委

員・消防署・警察署・社会福祉協議会等と共有し、災害時

の声かけや避難誘導に活用するため、個別計画を作成して

いますが、必要な人への周知が不足しています。また、避

難支援者の設定がされていない人への支援方法を定める必

要があります。（再掲） 
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2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医

療機能の麻痺 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

救急医療体制の

充実[再掲] 

健康増進課 
負傷者への適切な医療救護を提供するためには、初期医療

体制及び後方医療体制等の充実を図る必要があります。 

消防本部警防課 

発災直後から救助・救急要請が大幅に増加し消防の対応能

力を超過することが予想されるため、災害による死者を増

加させないよう重傷者を優先的に医療機関へ搬送する必要

があります。 

応援部隊やＤＭＡＴによる救出・救護活動が円滑に行える

よう、発災直後から災害医療関係部署と連携し受援体制を

準備する必要があります。 

地域医療の推進 健康増進課 

非常時においても、安定的に医療サービスを受けることが

できるように、「かかりつけ医」を持つことを推奨していく

必要があります。 

災害時においても、中山間地域における医療機会を確保す

る必要があります。 

大規模災害などの緊急時に、応急処置等を行う人材を確保

するため、看護師不足を解消する必要があります。 

医療機関におけ

るライフライン

の確保 

健康増進課 

拠点となる病院における、電気、ガス、水道等のライフライ

ンの確保や建物の耐震性の向上などを図る必要があります。 

災害発生時にライフラインが途絶えた中でも、医療救護活

動を行うことができるように、医薬品、医療資材等の必要

物品等を確保する必要があります。 

道路の防災・減災

対策及び耐震化 
道路河川課 

ライフサイクルコストの縮減を図りながら安全・安心な道

路交通環境を維持するためにも、橋梁･道路附属物・舗装に

対し、事後保全的な修繕から予防保全型に政策転換するほ

か、道路冠水の被災がある箇所等の対策を進める必要があ

ります。 

緊急輸送体制の

整備 

政策調整課 

交通政策課 

災害時の避難経路、相互支援経路として、防災面において

重要な役割を果たす渡良瀬川への新たな架橋を含む南部幹

線等の整備を推進する必要があります。 

危機管理課 

災害発生時に、被災地域へ救援物資を迅速かつ確実に輸送

できるよう、国、県、他自治体などの関係機関や災害協定

を締結している民間団体等と連携し、緊急輸送体制を整備

する必要があります。 

道路河川課 

防災拠点となる市庁舎等へのアクセス道路においては、狭

小な箇所もあることから、非常時の緊急車両等の通行路確

保を強化する必要があります。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

2-3 大規模な自然災害と感染症との同時発生、劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたら

す、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

避難所対策 危機管理課 

ライフラインが途絶えた中でも、避難所が円滑に運営され

生活環境を維持できるように、物資・資機材等を確保する

とともに、自主防災組織等と連携した運営体制を整備する

必要があります。 

下水道施設の耐

震化 
下水道課 

平成９（1997）年度以前に布設された下水道汚水管渠（重

要な幹線等）は、耐震診断及び耐震化を行っていない状況

であるため、計画的に耐震化を図る必要があります。 

公共下水道ストックマネジント計画に基づき適正な老朽化

対策を推進する必要があります。 

水処理センター（昭和 51（1976）年供用開始）及び中継ポ

ンプ場（昭和 55（1980）年～平成 14（2002）年供用開始）

は、躯体、機械・電気設備の老朽化が進んでいることから

適正な老朽化対策を推進する必要があります。 

地域医療の推進

[再掲] 
健康増進課 

非常時においても、安定的に医療サービスを受けることが

できるように、「かかりつけ医」を持つことを推奨していく

必要があります。 

災害時においても、中山間地域における医療機会を確保す

る必要があります。 

大規模災害などの緊急時に、応急処置等を行う人材を確保

するため、看護師不足を解消する必要があります。 

感染症予防対策 

環境政策課 

避難所、被災地区での感染症の発生予防、まん延防止のた

め、平常時から消毒、害虫駆除を行うための体制の構築な

ど、感染症予防を行う必要があります。 

河川の氾濫等により浸水した家屋等について、必要に応じ

て消毒を実施する必要があります。 

健康増進課 

感染症対策室 

大規模災害に備え、マスクや消毒剤といった衛生用品の備

蓄といった自助についての市民向けの情報提供を行う必要

があります。 

避難所、被災地区での感染症の発生予防、まん延防止のた

め、平時から幼児や高齢者を中心に予防接種を実施するほ

か、インフルエンザ等の予防接種勧奨を行う必要がありま

す。 

感染症蔓延時に備えて、防護服やマスクなどの備蓄を進め

る必要があります。 

福祉・介護等との

連携強化 

危機管理課 

社会福祉課 

障がい福祉課 

介護保険課 

災害発生時に、避難所における避難生活が困難である要配

慮者（高齢者及び障がい者等）が、必要な生活支援が受け

られるように、福祉避難所を開設する必要があります。ま

た、福祉避難所となる施設が被災した際には、受入先とな

る代替施設を確保する必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

下水処理施設の

整備 

環境政策課 

公衆衛生のため、公共下水道等の整備区域外における合併

処理浄化槽の普及を図り、生活排水対策を着実に進める必

要があります。 

下水道課 

平成９（1997）年度以前に布設された下水道汚水管渠（重

要な幹線等）は、耐震診断及び耐震化を行っていない状況

であるため、計画的に耐震化を図る必要があります。（再掲） 

下水道汚水管渠の整備については、佐野市生活排水処理構

想に基づき、計画的に整備を推進する必要があります。 

公共下水道ストックマネジント計画に基づき適正な老朽化

対策を推進する必要があります。（再掲） 

水処理センター（昭和 51（1976）年供用開始）及び中継ポ

ンプ場（昭和 55（1980）年～平成 14（2002）年供用開始）

は、躯体、機械・電気設備の老朽化が進んでいることから

適正な老朽化対策を推進する必要があります。（再掲） 

 

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

物資・資機材等の

備蓄、調達体制の

整備 

危機管理課 

地域防災計画に基づき、現物備蓄や災害協定に基づく流通

備蓄、県の備蓄などで３日分確保しているが、地域防災計

画を改定し避難者想定を 7,165人から 21,759人と見直した

ため、これまでの備蓄では不足が生じるおそれがあります。

新たな避難者想定に必要な１日分（３食）である 65,277 食

（ℓ）の現物備蓄と、２日分の流通備蓄を、計画的な現物備

蓄や自治体、各種団体、民間事業者等との新たな協定の締

結により、食料、生活必需品等を確保する必要があります。 

自主防災組織における活動に必要な資機材等の整備を促進

し、地域防災力の向上を図る必要があります。 

家庭や事業所等にて最低３日分の備蓄を推奨しているが、

更なる周知を図る必要があります。 

避難所対策 [再

掲] 
危機管理課 

ライフラインが途絶えた中でも、避難所が円滑に運営され

生活環境を維持できるように、物資・資機材等を確保する

とともに、自主防災組織等と連携した運営体制を整備する

必要があります。 

上水道施設の耐

震化 
水道課 

令和４（2022）年度末現在においては、基幹管路における

耐震化率は 21.4％となっており、災害発生時の飲料水供給

の長期停止を防ぐため、更なる基幹管路の耐震化・老朽化

対策を推進する必要があります。 

（総延長 44,496ｍのうち、9,525ｍは耐震化が図れており、

残り 34,971ｍは耐震性が無い。） 

水道施設においては、旧上水区域内において平成 20（2008）

年度に耐震基礎調査を実施したが、旧簡水においては耐震

基礎調査を行っておらず、耐震度が不明となっているため、

今後、旧簡水を含めた耐震化計画を策定する必要がありま

す。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

学校施設等整備 

保育課 

公立保育所については、統合・整備や民間への移管が進み、

老朽化施設の比率は減少しています。耐震性や防火性、電

気・機械設備の性能も向上しているため、今後は施設の適

正管理や定期的な改修・修繕によって長寿命化や性能の維

持を図るほか、民間保育所等については、整備や維持管理

への支援を行う必要があります。（再掲） 

学校管理課 

小・中学校等において、老朽化が著しい校舎及び屋内運動

場は、建屋躯体及び給排水設備等の改修が必要となります。

また、空調設備が未設置である特別教室や屋内運動場には、

空調設備の設置に取り組む必要があります。（再掲） 

学校の和式トイレを必要に応じて洋式トイレに改修し、使

用しやすいトイレに改善する必要があります。 

文化スポーツ施

設整備 

文化推進課 

平成 30（2018）年度末現在において、文化会館については、

建築後、約 40 年が経過し施設の老朽化が進んでいるため、

適切な老朽化対策を実施し、施設の安全性を確保する必要

があります。 

スポーツ推進課 

生涯学習課 

救援物資集積、物資輸送拠点として佐野市運動公園（市民体

育館は耐震工事済）、アリーナたぬまが指定されているほか、

避難所に佐野武道館が指定されているが、施設の老朽化が進

んでいるため、適切に施設を維持管理する必要があります。 

公民館、コミュニティセンターの避難所は 、老朽化している

施設が多いため、適切に施設を維持管理する必要があります。 

企業の業務継続

体制の強化 
産業政策課 

災害時において被害を最小限に食い止めることができるよ

う、平常時から、重要業務を継続するための事業継続計画

（ＢＣＰ）の策定を促進するとともに、防災体制の整備や

防災訓練、事業所の耐震化、地域の防災活動への協力など

の体制を整える必要があります。 

道路の防災・減災

対策及び耐震化

[再掲] 

道路河川課 

ライフサイクルコストの縮減を図りながら安全・安心な道路

交通環境を維持するためにも、橋梁･道路附属物・舗装に対し、

事後保全的な修繕から予防保全型に政策転換するほか、道路

冠水の被災がある箇所等の対策を進める必要があります。 

緊急輸送体制の

整備[再掲] 

政策調整課 

交通政策課 

災害時の避難経路、相互支援経路として、防災面において

重要な役割を果たす渡良瀬川への新たな架橋を含む南部幹

線等の整備を推進する必要があります。 

危機管理課 

災害発生時に、被災地域へ救援物資を迅速かつ確実に輸送

できるよう、国、県、他自治体などの関係機関や災害協定

を締結している民間団体等と連携し、緊急輸送体制を整備

する必要があります。 

道路河川課 

防災拠点となる市庁舎等へのアクセス道路においては、狭

小な箇所もあることから、非常時の緊急車両等の通行路確

保を強化する必要があります。 

要配慮者対策 危機管理課 
高齢者や乳幼児、食物アレルギーのある方に配慮した食

料・ミルク等の物資を確保する必要があります。 

外国人対応 危機管理課 

災害時に、外国人が避難所において安心して意思疎通が図

れるよう、多言語シートを作成し各避難所へ配備するほか、

宗教に配慮したハラル認証食等を継続して備蓄する必要が

あります。 
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2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

帰宅困難者対策 

危機管理課 

市民生活課 

産業政策課 

観光推進課 

交通政策課 

大規模災害発生時等において、帰宅困難者が発生した場合

に備えて、交通機関、観光施設、事業所等における、施設

利用者、従業員等のための飲料水や食料等の緊急物資につ

いて、備蓄を促進する必要があります。 

危機管理課 

市民生活課 

観光推進課 

交通政策課 

鉄道、高速バス等の公共交通機関が停止し、帰宅困難者が

発生した場合に備えて、情報提供や連絡体制の整備、避難

施設、代替輸送手段の確保など、平常時から、県や公共交

通機関等と連携し、帰宅困難者の受け入れ態勢を整備する

必要があります。 

産業政策課 

平成 30（2018）年度から供用開始した「佐野市まちなかに

ぎわい空間」は防災テントや防災かまどといった防災機能

を有しているが、あまり認知されていないため、災害時の

活用に向けて使用方法を周知する必要があります。 

物資・資機材等の

備蓄、調達体制の

整備[再掲] 

危機管理課 

地域防災計画に基づき、現物備蓄や災害協定に基づく流通

備蓄、県の備蓄などで３日分確保しているが、地域防災計

画を改定し避難者想定を 7,165人から 21,759人と見直した

ため、これまでの備蓄では不足が生じるおそれがあります。

新たな避難者想定に必要な１日分（３食）である 65,277 食

（ℓ）の現物備蓄と、２日分の流通備蓄を、計画的な現物備

蓄や自治体、各種団体、民間事業者等との新たな協定の締

結により、食料、生活必需品等を確保する必要があります。 

自主防災組織における活動に必要な資機材等の整備を促進

し、地域防災力の向上を図る必要があります。 

家庭や事業所等にて最低３日分の備蓄を推奨しているが、

更なる周知を図る必要があります。 

商業・観光におけ

る災害対応 

危機管理課 

市民生活課 

産業政策課 

観光推進課 

交通政策課 

大規模災害発生時等において、帰宅困難者が発生した場合

に備えて、交通機関、観光施設、事業所等における、施設

利用者、従業員等のための飲料水や食料等の緊急物資につ

いて、備蓄を促進する必要があります。（再掲） 

危機管理課 

市民生活課 

観光推進課 

交通政策課 

鉄道、高速バス等の公共交通機関が停止し、帰宅困難者が

発生した場合に備えて、情報提供や連絡体制の整備、避難

施設、代替輸送手段の確保など、平常時から、県や公共交

通機関等と連携し、帰宅困難者の受け入れ態勢を整備する

必要があります。（再掲） 

外国人対応 [再

掲] 
危機管理課 

災害時に、外国人が避難所において安心して意思疎通が図

れるよう、多言語シートを作成し各避難所へ配備するほか、

宗教に配慮したハラル認証食等を継続して備蓄する必要が

あります。 
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2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

孤立可能性地区

における対策の

推進[再掲] 

危機管理課 

災害発生時に交通や情報通信手段の途絶等により孤立する

可能性のある地区において、周辺の土砂災害対策等を推進

するとともに、ハザードマップを活用し地域住民へ土砂災

害警戒区域等の危険箇所の周知を図り、災害発生前の早期

避難、平常時からの家庭における食料等の備蓄を呼びかけ

る必要があります。 
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３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

3-1 地方行政機関等の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

防災拠点機能の

確保 

危機管理課 

大規模災害発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実

施するため、消火、救出・救助活動、物資輸送活動、医療活

動等において重要な役割を担う防災拠点については、関係機

関と連携を図りながら、計画的に整備する必要があります。 

企業経営課 

ライフラインの根幹である水道水を守る防災拠点として、

適切な維持管理を継続し、大規模災害発生時に迅速な応急

対策を実施できる体制を整備する必要があります。 

消防本部総務課 

消防庁舎は、消火、救出・救助活動の重要な拠点となるた

め、適切な維持管理を継続して行い、災害時においても施

設の機能を維持し、応急対策を実施できる体制を整備する

必要があります。 

業務継続体制の

整備 

危機管理課 

平成 30（2018）年３月に、大規模災害時（地震）における

「佐野市業務継続計画」を策定しましたが、発災時の各課や

各職員の対応等について詳細な検討を行う必要があります。 

情報政策課 

災害時に、電源の確保ができないことで、ＩＣＴ機能が停

止し、被災者対応等に支障を来さぬよう、体制を整備する

必要があります。 

被災により、住民情報等、業務に必要なデータが消失しな

いよう、本市が被災しても影響が及ばない地域において、

情報のバックアップをする必要があります。 

相互応援体制の

整備 
危機管理課 

大規模災害が発生した際には、栃木県や自衛隊、医療関係

者、災害協定締結団体など、様々な機関からの応援を迅速

かつ効果的に受けるため、令和３（2021）年３月に「佐野

市災害時受援・応援計画」を策定しましたが、実効性のあ

る受援体制を確保する必要があります。 

首都直下地震等

への対応 

危機管理課 

首都直下地震等の大規模災害が発生した場合、東京圏にお

ける人的・物的被害及び経済被害等は甚大なものになると

予想されることから、本市においては、被災状況に応じて

近隣県市町と連携し、首都機能のバックアップへの対応な

どについて検討する必要があります。 

消防本部通信指令

課 

首都直下地震等の大規模災害が発生した場合には、119 番

通報等の輻輳が考えられることから、非番職員の召集を実

施し、通信指令員の増員を図る必要があります。 

被災地となった場合に、消防指令センターの機能が全てダ

ウンし、運用を行うことができなくなった際の対応策を検

討する必要があります。 

学校施設等整備 
学校管理課 

教育センター 

校舎が浸水、倒壊等した場合に、学校での授業を早期に再

開できないこともあるため、学校以外においても教育を受

けられる環境を整備する必要があります。 

防犯体制の強化

[再掲] 
危機管理課 

災害時においても、犯罪被害に遭わないための実践的な防

犯対策を推進するとともに、市民の防犯意識及び規範意識

の高揚を図る必要があります。 

町会の適切な防犯灯の設置・維持管理を促進することで、

犯罪被害の防止を図る必要があります。 
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４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断、用水供給途絶等に伴う社会経済活動への甚大な影響 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

産業用地の整備 
政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散やサプライチェーンの

強靱化に資するため、高速道路や幹線道路への接続性の高

いエリアに、市外からの新たな企業立地や市内事業所の事

業拡大ニーズの受け皿となる産業用地を整備する必要があ

ります。 

リスク分散を重

視した企業立地

等の促進 

政策調整課 

本市の広域的な交通の要衝としての地理的優位性を活か

し、国内外の災害にも対応可能な防災拠点機能を創出する

必要があります。 

産業政策課 

企業誘致課 

我が国全体の強靱化に貢献する観点から、首都直下地震等、

首都機能に甚大な被害を生じる災害が発生した場合でも、

事業継続が担保されるよう東京圏等に立地する企業の本社

機能等の移転促進に向けた取組を図る必要があります。 

政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散やサプライチェーンの

強靱化に資するため、高速道路や幹線道路への接続性の高

いエリアに、市外からの新たな企業立地や市内事業所の事

業拡大ニーズの受け皿となる産業用地を整備する必要があ

ります。（再掲） 

企業の業務継続

体制の強化 [再

掲] 

産業政策課 

災害時において被害を最小限に食い止めることができるよ

う、平常時から、重要業務を継続するための事業継続計画

（ＢＣＰ）の策定を促進するとともに、防災体制の整備や

防災訓練、事業所の耐震化、地域の防災活動への協力など

の体制を整える必要があります。 

商業・観光におけ

る災害対応 
産業政策課 

災害時に、被災した中小企業等が経営基盤を維持するため、

効果的に資金を調達できる対策を行う必要があります。 

 

4-2 高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

原子力災害対策

の推進 

危機管理課 

原子力災害が発生または発生のおそれがある場合、災害警

戒本部（または災害対策本部）を設置し、関係機関からの

情報収集、市民への情報提供を行う必要があります。 

環境政策課 

原子力災害が発生した場合、市民の生命及び身体を保護す

るため、緊急のモニタリング調査を実施し、避難等に必要

な情報を提供する必要があります。 

原子力災害が発生した場合は、放射性物質が含まれる災害

ごみについて、安全に処分する必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

災害廃棄物等の

処理体制の整備 

環境政策課 

技術センター部管

理課 

災害廃棄物の処理・処分をより円滑に行うため、中間処理

や最終処分までの流れを想定し、災害の種類、規模及び被

災状況に応じた仮置場の設置場所を選定する必要がありま

す。 

環境政策課 

災害廃棄物の収集・運搬及び仮置場の円滑な管理運営をす

るため、人員、資機材及び車両を発災後直ちに調達する必

要があります。 

被災による、ごみの処理能力不足を補うため、相互応援協

定を結ぶ県・近隣自治体と連携を図るほか、廃棄物処理事

業者等との応援体制を整備する必要があります。 

災害ごみが空き地や山林等に不法投棄されないよう監視す

る必要があります。 

有害物質等の拡

散・流出対策 
環境政策課 

異常水質事故等、有害物質の拡散・流出が発生した場合、

県や関係機関と連携し、速やかに被害拡大防止対策にあた

る必要があります。 

 

4-3 食料等の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

物資・資機材等の

備蓄、調達体制の

整備[再掲] 

危機管理課 

地域防災計画に基づき、現物備蓄や災害協定に基づく流通

備蓄、県の備蓄などで３日分確保しているが、地域防災計

画を改定し避難者想定を 7,165人から 21,759人と見直した

ため、これまでの備蓄では不足が生じるおそれがあります。

新たな避難者想定に必要な１日分（３食）である 65,277 食

（ℓ）の現物備蓄と、２日分の流通備蓄を、計画的な現物備

蓄や自治体、各種団体、民間事業者等との新たな協定の締

結により、食料、生活必需品等を確保する必要があります。 

自主防災組織における活動に必要な資機材等の整備を促進

し、地域防災力の向上を図る必要があります。 

家庭や事業所等にて最低３日分の備蓄を推奨しているが、

更なる周知を図る必要があります。 

農林業生産基盤

等の災害対応力

の強化 

農政課 

農業用施設の定期的な整備点検を実施し、破損等危険箇所

の補修を行うなど、平常時からの適切な維持管理を行う必

要があります。（再掲） 

農地は市土の保全機能や安らぎ・潤い空間、防災上のオー

プンスペースとしての多面的機能を有することから、適切

な維持管理を促進する必要があります。（再掲） 

家畜の感染症等が発生した場合、迅速な情報収集ができる

よう初動体制を整備し、適切な対応を図る必要があります。 
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4-4 農地・森林や生態系等の被害に伴う市土の荒廃・多面的機能の低下 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

農林業生産基盤

等の災害対応力

の強化 

農政課 

農業用施設の定期的な整備点検を実施し、破損等危険箇所

の補修を行うなど、平常時からの適切な維持管理を行う必

要があります。（再掲） 

農地は市土の保全機能や安らぎ・潤い空間、防災上のオー

プンスペースとしての多面的機能を有することから、適切

な維持管理を促進する必要があります。（再掲） 

土砂災害や河川の氾濫等により農地に土砂が流入した場

合、早期に土砂を撤去し、農地の機能回復を図る必要があ

ります。 

農山村振興課 
林業の効率的経営や森林の適正な管理に不可欠な路網の整

備を推進する必要があります。（再掲） 

森林の適切な整

備・保全[再掲] 
農山村振興課 

材価の長期低迷や林業経営意欲の減退等、森林を取り巻く

厳しい情勢により、手入れがされず放置される森林が増加

しているため、間伐を支援する等、適切な森林整備を推進

し、森林の持つ水源涵養、土砂流出防備等の多面的機能を

高める必要があります。 

農林道の整備 
農政課 

農山村振興課 

災害発生時に迂回路としても農道・林道が利用できるよう

に、必要な路線を整備・修繕することで、避難路や代替輸

送路を確保する必要があります。 

総合的な治水対

策[再掲] 

危機管理課 

自らの居住地が、洪水浸水想定区域に該当するか把握して

いない市民もいるため、避難所と併せ、ハザードマップを

活用して周知する必要があります。 

洪水等が発生する恐れがあるとき、避難指示等を発令して

も、避難する市民の割合が低いため、積極的な避難を呼び

かける必要があります。 

洪水等の発生に備え、平時から水防訓練等を実施し、市や

自主防災組織、消防団等の災害時の役割を明確にするほか、

関係機関との連携体制を確認する必要があります。 

農政課 

農業用施設の定期的な整備点検を実施し、破損等危険箇所

の補修を行うなど、平常時からの適切な維持管理を行う必

要があります。 

ため池の決壊により被害が想定される区域において作成し

たハザードマップを、市民に周知することで、的確な避難

行動につなげる必要があります。 

道路河川課 

森林・田畑の減少、宅地開発の増加により、河川溢水のリ

スクが増大する中、局地的な想定以上の豪雨が頻発してい

るため、河川計画のない未整備の小規模河川を含め、整備・

維持管理を適切に行い、水害防止を図る必要があります。 

下水道課 

令和４（2022）年度末現在においては、全体計画における

下水道雨水管渠の整備率は 62.0％であり、今後も継続して

整備を進める必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

総合的な土砂災

害対策[再掲] 

危機管理課 

県が調査を実施し、新たに指定された土砂災害警戒区域に

ついて、ハザードマップを更新し、周知を図る必要があり

ます。 

自らの居住地が、土砂災害警戒区域に該当するか把握して

いない市民もいるため、避難所と併せ、ハザードマップを

活用して周知する必要があります。 

土砂災害等が発生する恐れがあるとき、避難指示等を発令

しても、避難する市民の割合が低いため、積極的な避難を

呼びかける必要があります。 

土砂災害等の発生に備え、平時から土砂災害訓練等を実施

し、市、自主防災組織、消防団等の災害時の役割を明確に

するほか、関係機関との連携体制を確認する必要がありま

す。 

道路河川課 

市内の土砂災害危険箇所の多数が未整備となっている中、

局地的な想定以上の豪雨が頻発しているため、砂防施設・

急傾斜地の整備を促進する必要があります。 
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５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等
の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNSなど、災害時に

活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れ

る事態 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

情報の収集・伝達

体制の確保 

危機管理課 

災害及び被害を想定し、災害図上訓練等をとおして警察や

消防及び防災関係機関相互の迅速かつ的確な情報収集、伝

達を確保するため、より効果的な体制を確立するほか、職

員伝達訓練を実施し有事の際の連絡体制を整備する必要が

あります。 

Ｊアラートや防災行政無線及び県防災端末等により災害時

の情報収集や伝達体制を整備する必要があります。 

消防本部警防課 

災害発生時に国、県、市、防災関係機関相互の迅速かつ的

確な情報の収集・伝達を確保するため、より効果的な体制

を確立する必要があります。 

消防本部警防課 

消防本部通信指令

課 

災害発生時、迅速かつ的確な情報の収集・伝達を確保する

ため、通信設備の充実及び体制の強化を図る必要がありま

す。 

児童生徒の安全

対策 

教育総務課 

児童生徒の登下校時の安全対策として、関係機関と連携し

て交通安全、防犯及び防災に係る危険箇所等の状況を把握

し、通学路の安全を確保する必要があります。（再掲） 

教育センター 

学校教育課 

学校Ｗｅｂサイトやメールのシステムを利用して、学校及

び教育委員会事務局が、保護者や地域の安全に関する情報

を一斉配信しながら、常時、児童生徒の安全を確保できる

ように努めていますが、災害等によりメール配信システム

や学校Ｗｅｂシステムが停止してしまう可能性があるた

め、その対応策を検討する必要があります。 

市民等への災害

情報の伝達 [再

掲] 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

市のお知らせ、市政情報、話題等を、随時ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、新聞報道を活用し情報提供を行っていま

す。災害時でも、これら情報伝達手段を活用した迅速な情

報発信が必須となるため、適切な情報収集を行い、市民へ

の災害情報の迅速な伝達を図る必要があります。 

危機管理課 

災害時に屋外拡声子局や戸別受信機により、住民等に直

接・同時に防災情報等を伝えることができるように、「同報

系防災行政無線」の保守整備を図る必要があります。 

防災行政無線を聞き逃した際などには、音声ダイヤル（フ

リーダイヤル）で聞き直すことができますが、回線数が限

られており繋がらない場合があるため、いつでも必要に応

じて放送内容が確認できるように解消する必要がありま

す。 

「佐野市防災・気象情報メール」により防災情報や気象情

報、火災情報等をメール配信していますが、防災講話等を

とおしてさらに市民に周知し、登録を呼びかける必要があ

ります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

電源の確保 

財産活用課 

市役所庁舎は、72 時間、発電機による非常用電源を確保し

ているが、市役所庁舎が被災した際の代替え施設となる田

沼行政センター、葛生行政センターについては、太陽光発

電による若干の電源確保しかできないため、長期間の停電

を想定した電源を確保する必要があります。 

危機管理課 

各地域に設置した防災行政無線の屋外拡声子局は、24 時

間、バッテリーによる非常用電源を確保しているが、長期

間の停電が発生した場合、防災行政無線が使用不可能とな

るため、電力関係機関等との連携強化を図るなど電源確保

に向けた対策をとる必要があります。 

 

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

エネルギーの安

定供給 
気候変動対策課 

大規模災害発生時において、長期停電を回避するための電

源確保が重要であることから、太陽光発電等の再生可能エ

ネルギーの利活用を図る必要があります。 

ライフラインの

災害対応力の強

化 

危機管理課 

水道課 

災害発生時における電気・ガス・水道などのライフライン

機能の維持・確保や早期復旧を図るため、関係機関と連携

しながら、設備の耐震化を進めるほか、緊急時に備えた訓

練の実施等により災害対応力を強化する必要があります。 

 

5-3 都市ガス供給・石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

ライフラインの

災害対応力の強

化[再掲] 

危機管理課 

水道課 

災害発生時における電気・ガス・水道などのライフライン

機能の維持・確保や早期復旧を図るため、関係機関と連携

しながら、設備の耐震化を進めるほか、緊急時に備えた訓

練の実施等により災害対応力を強化する必要があります。 

 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

上水道施設の耐

震化[再掲] 
水道課 

令和４（2022）年度末現在においては、基幹管路における

耐震化率は 21.4％となっており、災害発生時の飲料水供給

の長期停止を防ぐため、更なる基幹管路の耐震化・老朽化

対策を推進する必要があります。 

（総延長 44,496ｍのうち、9,525ｍは耐震化が図れており、

残り 34,971ｍは耐震性が無い。） 

水道施設においては、旧上水区域内において平成 20（2008）

年度に耐震基礎調査を実施したが、旧簡水においては耐震

基礎調査を行っておらず、耐震度が不明となっているため、

今後、旧簡水を含めた耐震化計画を策定する必要がありま

す。 



 

- 75 - 

第４章 脆弱性評価 
 

 

 

 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

下水道施設の耐

震化[再掲] 
下水道課 

平成９（1997）年度以前に布設された下水道汚水管渠（重

要な幹線等）は、耐震診断及び耐震化を行っていない状況

であるため、計画的に耐震化を図る必要があります。 

公共下水道ストックマネジント計画に基づき適正な老朽化

対策を推進する必要があります。 

水処理センター（昭和 51（1976）年供用開始）及び中継ポ

ンプ場（昭和 55（1980）年～平成 14（2002）年供用開始）

は、躯体、機械・電気設備の老朽化が進んでいることから

適正な老朽化対策を推進する必要があります。 

ライフラインの

災害対応力の強

化 

水道課 

水道施設が被災し断水が広域に及ぶ場合、市が所有する給

水車及び機材では対応できないため、関係機関と連携した

応急給水体制の維持強化を図る必要があります。 

下水道課 

浸水等により下水道施設が被災し機能を失った場合、災害

の規模に応じては、早期の復旧が見込めないため、関係機

関と連携した応急的な復旧を実施する必要があります。 

下水処理施設の

整備[再掲] 

環境政策課 

公衆衛生のため、公共下水道等の整備区域外における合併

処理浄化槽の普及を図り、生活排水対策を着実に進める必

要があります。 

下水道課 

平成９（1997）年度以前に布設された下水道汚水管渠（重

要な幹線等）は、耐震診断及び耐震化を行っていない状況

であるため、計画的に耐震化を図る必要があります。 

下水道汚水管渠の整備については、佐野市生活排水処理構

想に基づき、計画的に整備を推進する必要があります。 

公共下水道ストックマネジント計画に基づき適正な老朽化

対策を推進する必要があります。 

水処理センター（昭和 51（1976）年供用開始）及び中継ポ

ンプ場（昭和 55（1980）年～平成 14（2002）年供用開始）

は、躯体、機械・電気設備の老朽化が進んでいることから

適正な老朽化対策を推進する必要があります。 

 

5-5 基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

帰宅困難者対策

[再掲] 

危機管理課 

市民生活課 

産業政策課 

観光推進課 

交通政策課 

大規模災害発生時等において、帰宅困難者が発生した場合

に備えて、交通機関、観光施設、事業所等における、施設

利用者、従業員等のための飲料水や食料等の緊急物資につ

いて、備蓄を促進する必要があります。 

危機管理課 

市民生活課 

観光推進課 

交通政策課 

鉄道、高速バス等の公共交通機関が停止し、帰宅困難者が

発生した場合に備えて、情報提供や連絡体制の整備、避難

施設、代替輸送手段の確保など、平常時から、県や公共交

通機関等と連携し、帰宅困難者の受け入れ態勢を整備する

必要があります。 

産業政策課 

平成 30（2018）年度から供用開始した「佐野市まちなかに

ぎわい空間」は防災テントや防災かまどといった防災機能

を有しているが、あまり認知されていないため、災害時の

活用に向けて使用方法を周知する必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

市街地整備 [再

掲] 
都市整備課 

既成市街地内では、老朽木造住宅が密集しており、火災が

発生しても延焼が拡大しない、また、建物等が倒壊しても

避難の支障にならないような災害に強い市街地整備を図る

必要があります。 

道路が損壊した場合、救助救出活動や避難等に支障が生じ

るため、緊急輸送道路はもちろん、それにつながる幹線道

路や狭隘道路等についても、通行確保及び迅速な対応の観

点から、整備改善を推進する必要があります。 

産業用地の整備 

[再掲] 

政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散やサプライチェーンの

強靱化に資するため、高速道路や幹線道路への接続性の高

いエリアに、市外からの新たな企業立地や市内事業所の事

業拡大ニーズの受け皿となる産業用地を整備する必要があ

ります。 

リスク分散を重

視した企業立地

等の促進[再掲] 

政策調整課 

本市の広域的な交通の要衝としての地理的優位性を活か

し、国内外の災害にも対応可能な防災拠点機能を創出する

必要があります。 

産業政策課 

企業誘致課 

我が国全体の強靱化に貢献する観点から、首都直下地震等、

首都機能に甚大な被害を生じる災害が発生した場合でも、

事業継続が担保されるよう東京圏等に立地する企業の本社

機能等の移転促進に向けた取組を図る必要があります。 

政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散やサプライチェーンの

強靱化に資するため、高速道路や幹線道路への接続性の高

いエリアに、市外からの新たな企業立地や市内事業所の事

業拡大ニーズの受け皿となる産業用地を整備する必要があ

ります。 

商業・観光におけ

る災害対応 
交通政策課 

市民の主な移動手段は自家用自動車ですが、今後、自動車

の運転が困難になる高齢者が増加します。大規模災害時に

は、物流機能が停止となり、燃料の供給不足から自動車が

利用できなくなることが考えられることから、自転車の活

用を推進する必要があります。 

農林道の整備[再

掲] 

農政課 

農山村振興課 

災害発生時に迂回路としても農道・林道が利用できるよう

に、必要な路線を整備・修繕することで、避難路や代替輸

送路を確保する必要があります。 

道路の防災・減災

対策及び耐震化 

都市計画課 

不特定多数の市民等が利用する佐野駅自由通路は、平成

15(2003)年の供用開始以降、経年による損傷等が現れてき

ており、計画的な修繕等を行う必要があります。 

道路河川課 

ライフサイクルコストの縮減を図りながら安全・安心な道

路交通環境を維持するためにも、橋梁･道路附属物・舗装に

対し、事後保全的な修繕から予防保全型に政策転換するほ

か、道路冠水の被災がある箇所等の対策を進める必要があ

ります。（再掲） 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

緊急輸送体制の

整備[再掲] 

政策調整課 

交通政策課 

災害時の避難経路、相互支援経路として、防災面において

重要な役割を果たす渡良瀬川への新たな架橋を含む南部幹

線等の整備を推進する必要があります。 

危機管理課 

災害発生時に、被災地域へ救援物資を迅速かつ確実に輸送

できるよう、国、県、他自治体などの関係機関や災害協定

を締結している民間団体等と連携し、緊急輸送体制を整備

する必要があります。 

道路河川課 

防災拠点となる市庁舎等へのアクセス道路においては、狭

小な箇所もあることから、非常時の緊急車両等の通行路確

保を強化する必要があります。 

地域交通環境の

整備 

市民生活課 

交通政策課 

道路河川課 

災害時においても生活を維持するための移動手段を確保す

る必要があります。また、交通結節点の機能を維持するた

め、アクセス道路の整備、輸送車両や利用者等の滞留空間

の確保、施設のバリアフリー化を進めるなど、交通結節点

の機能強化を推進する必要があります。 

交通政策課 

市民一人ひとりの生活行動パターンの把握ができていない

ことから、災害発生時にも適切に対応できるよう、帰宅困

難者予測等に活用できる調査を行う必要があります。 

自転車活用の推

進 
交通政策課 

市民の主な移動手段は自家用自動車ですが、今後、自動車

の運転が困難になる高齢者が増加します。大規模災害時に

は、物流機能が停止となり、燃料の供給不足から自動車が

利用できなくなることが考えられることから、自転車の活

用を推進する必要があります。（再掲） 
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６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復

興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

地籍調査の推進 都市整備課 

地籍調査については、平成 27（2015）年度から一筆地調査

を開始し、令和４（2022）年度までの進捗率は、1.0％とな

っていますが、被災後の迅速な復旧・復興が可能となる現

地復元性のある地図を整備するため、継続して地籍調査を

推進する必要があります。 

 

6-2 災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企業、

労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

道路啓開等の復

旧・復興を担う人

材の確保 

危機管理課 

道路河川課 

緊急車両の通行ルートを確保するため、建設業協会等との

協定に基づき、建設資機材や労働力等の提供をいただき、

民間事業者と連携した迅速な応急対策ができるように体制

を強化する必要があります。 

ボランティアの

活動体制の強化 
市民生活課 

復興を支える人材等（災害ボランティアやコーディネータ

ー）の育成、確保を図る必要があります。 

ボランティア活動の主体となる佐野市社会福祉協議会との

情報共有を図り、支援体制を整備する必要があります。 

 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

災害廃棄物等の

処理体制の整備 

環境政策課 

技術センター部管

理課 

災害廃棄物の処理・処分をより円滑に行うため、中間処理

や最終処分までの流れを想定し、災害の種類、規模及び被

災状況に応じた仮置場の設置場所を選定する必要がありま

す。（再掲） 

環境政策課 

災害廃棄物の収集・運搬及び仮置場の円滑な管理運営をす

るため、人員、資機材及び車両を発災後直ちに調達する必

要があります。（再掲） 

被災による、ごみの処理能力不足を補うため、相互応援協

定を結ぶ県・近隣自治体と連携を図るほか、廃棄物処理事

業者等との応援体制を整備する必要があります。（再掲） 

災害ごみが空き地や山林等に不法投棄されないよう監視す

る必要があります。（再掲） 

農政課 
被災により発生した農業用廃ビニール等の産業廃棄物につ

いて、適正に処理する必要があります。 

危機管理課 

都市整備課 

道路河川課 

技術センター部管

理課 

土砂災害や河川の氾濫等により居住敷地や道路等に土砂が

堆積した場合、早急に撤去し、迅速な復興につなげる必要

があります。 
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第４章 脆弱性評価 
 

 

 

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

公園等施設整備

[再掲] 
都市整備課 

公園は、災害発生直後の一時避難場所や復興に向けた仮設

住宅建設用地として、重要なオープンスペースとなるため、

必要に応じて防災機能を備える必要があります。 

地籍調査の推進

[再掲] 
都市整備課 

地籍調査については、平成 27（2015）年度から一筆地調査

を開始し、令和４（2022）年度までの進捗率は、1.0％とな

っていますが、被災後の迅速な復旧・復興が可能となる現

地復元性のある地図を整備するため、継続して地籍調査を

推進する必要があります。 

 

6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰

退・損失 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

文化財保護 

文化財課 

文化財を適切に保存・記録することで、被災しても、消失・

損壊せずに、次世代へ引き継ぐ必要があります。 

有形・無形の文化の残る各地域の人々が地元の伝統や文化

に対する興味関心を失ってしまうことで、地域の文化が衰

退・損失してしまう可能性があるため、担い手を確保する

必要があります。 

文化財所有者の変更がされないまま所有者が死去した場

合、文化財の所在が不明となってしまうため、平時から、

所有者を特定する必要があります。 

文化推進課 

文化財課 

地震や河川の氾濫等により、指定文化財等の美術作品や郷

土資料等に被害が及ばないように対策する必要がありま

す。 

外国人対応 

広報ブランド推進

課 

市民生活課 

災害時に、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の

安全の確保と不安を解消するため、多言語による情報提供、

通訳等の支援体制の整備を図る必要があります。また、国

際交流協会が目指している、キーパーソンを軸とした外国

人コミュニティとの連絡体制の構築を支援する必要があり

ます。 

 

6-6 風評被害や信用不安、生産力の回復の遅れ、大量失業・倒産等による経済等への甚大な影響 

推進方針 担当部署 脆弱性評価 

情報の収集・伝達

体制の確保 

広報ブランド推進

課 

災害発生時、デマ情報により風評被害が発生しないように

情報を発信する必要がある。 

企業の業務継続

体制の強化 [再

掲] 

産業政策課 

災害時において被害を最小限に食い止めることができるよ

う、平常時から、重要業務を継続するための事業継続計画

（ＢＣＰ）の策定を促進するとともに、防災体制の整備や

防災訓練、事業所の耐震化、地域の防災活動への協力など

の体制を整える必要があります。 

商業・観光におけ

る災害対応 [再

掲] 

産業政策課 
災害時に、被災した中小企業等が経営基盤を維持するため、

効果的に資金を調達できる対策を行う必要があります。 
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推進方針 担当部署 脆弱性評価 

農林業生産基盤

等の災害対応力

の強化 

農政課 

農山村振興課 

災害時における農林水産物の風評被害を防ぐ必要がありま

す。 

有害物質等の拡

散・流出対策[再

掲] 

環境政策課 

異常水質事故等、有害物質の拡散・流出が発生した場合、

県や関係機関と連携し、速やかに被害拡大防止対策にあた

る必要があります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 施策分野ごとの推進方針 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

第５章 施策分野ごとの推進方針 

Ａ 行政機能／防災・消防 

（１）行政機能 

①防災拠点機能の確保 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 3-1    

◇大規模災害発生時における迅速かつ的確な応急対策を実施するため、消火、救出・救助活動、

物資輸送活動、医療活動等において重要な役割を担う防災拠点を、関係機関と連携を図りなが

ら、計画的に整備します。 

◇今後急速に進行する社会資本等の老朽化に対応するため、市有施設の計画的な統廃合・維持管

理・更新に取り組みます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

財産活用課 

田沼行政センター

葛生行政センター 

防災拠点となる各公共施設については、定期点検実施結果等をもとに、維持補

修や老朽化対策、長寿命化等を計画的に実施し、機能維持に努めます。 

財産活用課 
閉校後の校舎等を利活用（民間活用含む）する際には、防災拠点としての継続

利用を考慮し活用方策を検討します。 

財産活用課 

行政経営課 

佐野市市有施設適正配置計画に定める各施設の方向性に基づき、統廃合や複合

化を推進します。また、継続して利用する施設については、計画的な定期点検

や修繕を実施して、利用者の安全を確保した施設運営を推進します。 

危機管理課 

観光推進課 

大規模災害発生時の、応急対策の活動拠点として、道の駅の防災拠点化等につ

いて検討します。 

企業経営課 
水道水を守る防災拠点として、計画的な定期点検をもとに維持補修等を実施

し、機能を確保します。 

消防本部総務課 

消火、救出・救助活動の重要な拠点となる消防庁舎は、継続した適切な維持管

理を行い、災害時においても施設の機能が維持され、応急対策を実施できる体

制を整備します。 

 

②業務継続体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 3-1     

◇災害時における業務継続体制の強化に向け、他自治体との相互補完・連携体制の構築、及び業

務継続計画の継続的な見直しを行います。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

災害時においても、市役所機能の低下を最小限にとどめ、業務資源（庁舎、職

員等）を適切に確保するため、佐野市地域防災計画及び佐野市業務継続計画に

基づき、業務継続力の維持・向上に向けた取組を推進します。 

業務継続体制を堅持するため、佐野市地域防災計画の改正、組織改編等の際に

は、佐野市業務継続計画を適宜見直すとともに、災害時における各部署の役割

に応じた詳細な業務対応マニュアルを作成します。 

情報政策課 

庁舎の電源を確保することで、災害時においても、ＩＣＴ機能を維持し、被災

者対応等を行うことができる体制を整備します。 

住民情報等について、市外にデータのバックアップを図ることで、被災による

情報の消失を防ぎます。 
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③情報の収集・伝達体制の確保 

主に対応するリスクシナリオ 2-1 5-1 6-6   

◇災害発生時においても、国、県、市、防災関係機関相互の迅速かつ的確な情報の収集、伝達体

制を確保します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

広報ブランド推進

課 

災害発生時、デマ情報により風評被害が発生しないように正確で分かりやすい

情報を提供できる体制を整備します。 

危機管理課 

国、県、防災関係機関等と総合防災訓練や災害図上訓練等をとおして、防災行

政ネットワークシステム等を活用した情報伝達体制の充実を図ります。 

有事の際に情報収集及び伝達が迅速・的確に行えるよう、継続的な情報伝達機

器の保守点検や操作方法について訓練を行います。 

消防本部警防課 
定期的に国、県、市、各防災関係機関との情報伝達訓練を実施し、消防で保有

する各種通信機器の取り扱い及び情報の収集・伝達要領について習熟します。 

消防本部警防課 

消防本部通信指令

課 

災害時には、広報車を活用して市内を巡回し、情報の収集・伝達を実施すると

ともに、同報系・移動系のデジタル無線を活用し、情報の伝達・共有を図りま

す。また、関係機関と連携した情報伝達訓練や図上訓練を実施します。 

消防本部警防課 

技術センター部管

理課 

被災者の救援救護や被害状況の確認のため、ドローンを活用します。 

 

④相互応援体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 3-1     

◇市の対応能力を超える大規模災害に備え、地方公共団体間の広域相互応援体制や関係機関との

協力体制を確立します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

国、県、市町村等からの応援を迅速かつ効果的に受けるため、受援を必要とす

る業務等について随時見直し、実効性のある受援体制の整備を図ります。（人

員、物資・資機材等の受援方法等） 

災害協定に基づき、災害時の相互応援、広域応援等に関する協定の適切な運用

を図ります。 



 

- 83 - 

第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

⑤帰宅困難者対策 

主に対応するリスクシナリオ 2-5 5-5    

◇大規模災害発生時等において、帰宅困難者が発生した場合に備えた対策を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

市民生活課 

産業政策課 

観光推進課 

交通政策課 

帰宅困難となった施設利用者、従業員等のための飲食料の緊急物資について交

通機関、観光施設、事業所等における備蓄の促進を図ります。 

危機管理課 

市民生活課 

観光推進課 

交通政策課 

コンビニエンスストア事業所等との協定締結により、帰宅困難者等への支援体

制の整備を図ります。 

避難施設・代替輸送手段の確保など、帰宅困難者の受入態勢を整備するため、

平時から交通事業者と連携を図ります。 

産業政策課 

「佐野市まちなかにぎわい空間」にある防災テント・防災かまどについて、そ

の存在や使用方法を市民や市職員に積極的に周知し、災害時の活用を図りま

す。 

 

⑥原子力災害対策の推進 

主に対応するリスクシナリオ 4-2     

◇近隣の原子力発電所等における異常事態等に伴う原子力災害から、市民の生命及び身体を保護

します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 
原子力災害から市民の生命及び身体を保護するため、関係機関からの異常事態

に関する情報収集、市民への情報提供を行う体制を整備します。 

環境政策課 

原子力災害が発生した場合、市民の生命及び身体を保護するため、モニタリン

グ体制の強化を図り、避難等に必要な情報を市民へ発信します。 

原子力災害が発生した場合、放射線物質が含まれる災害ごみを適正に処分する

ため、関係機関と連携するほか、モニタリング体制の強化に努めます。 

 

 

◆行政機能に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

自治体及び民間企業等との災害協定

の締結数 
76 

95 
106 危機管理課 

91 

相互応援に関する自治体等との災害

協定の締結数【新規】 

27 

（R4） 

－ 
30 危機管理課 

－ 
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（２）防災・消防 

①物資・資機材等の備蓄、調達体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 2-4 2-5 4-3   

◇災害発生直後の被災市民等の生活を確保するため、必要となる物資の現物備蓄及び流通備蓄に

計画的に取り組みます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

「地域防災計画」に基づき、要配慮者等も食することができる品目も選定しな

がら、計画的な現物備蓄を行うとともに、自治体、各種団体、民間事業者等と

の協定を推進し、食料・飲料水、生活必需品等、必要となる物資を確保します。 

自主防災組織における、防災活動に必要な資機材等の整備を促進します。 

防災講話等をとおして、家庭や事業所等における物資・資機材等の備蓄の周知

を図ります。 

 

②消防広域応援体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 2-1     

◇市内で発生した大規模災害時における人命救助活動等を迅速かつ効果的なものとするための

対策を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

消防本部警防課 

近隣消防機関との緊密な連携を図ることで消防力の広域強化を図るとともに、

大規模災害を想定した図上訓練並びに近隣消防機関との合同訓練を定期的に

行い、共通認識を構築することで、更なる連携強化を図ります。 

緊急消防援助隊及び栃木県広域消防応援隊の受援計画を策定し、定期的に図上

訓練等を実施、計画の検証を重ね受援体制を万全にします。 

 

③首都直下地震等への対応 

主に対応するリスクシナリオ 3-1     

◇首都直下地震等大規模災害の発生に備え、首都機能のバックアップへの対応等に、県や近隣県

市町と連携しながら取り組みます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

首都直下地震等の大規模災害の発生に備え、本市の地震に対する備えを充実さ

せるとともに、県や近隣県市町と連携しながら、受援及び支援体制の充実に向

けて取り組みます。 

消防本部通信指令

課 

地震により、多種多様な要請通報があると予想され、緊急自動車(消防車、救

急車)不足の事態に、通報内容から出動の適切な判断を図ります。 

消防指令センターは、本部庁舎のみで運用しているが、最悪の事態に備え通信

指令運用を別な場所で、簡易的な消防指令センターの運用が行えるよう検討し

ます。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

④火災予防に関する啓発活動 

主に対応するリスクシナリオ 1-1     

◇市民・事業所に向けて、火災予防の普及啓発に取り組みます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

消防本部総務課 

火災が発生しないよう、平時より、家庭での火の取扱について注意を促すため、

地域ごとに消防団と連携した消防訓練の実施を推進するとともに、火災予防運

動期間等において、消防団と連携した夜警活動等を行います。 

消防本部予防課 
住宅用火災警報器の設置率向上に向けた取組を、女性防火クラブ、幼年少年少

女防火委員会及び事業所の防火管理者等の協力を仰ぎ、普及啓発を図ります。 

 

⑤地域の消防力の確保 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 2-1    

◇災害発生時に被害の拡大の防止や迅速な復旧に向け、地域における多様な主体が連携・協力し

て対応できる体制を整備します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

消防本部総務課 

あらゆる災害に対応するため、将来を見据えた組織作りや、効果的かつ効率的

な研修・訓練などにより、優れた消防職員としての資質向上や技術の伝承を図

ることで、全体的な消防力の強化につなげます。 

消防団の人材確保を図るとともに、常備消防との連携強化、更には装備・資機

材の充実と団員一人ひとりの知識・技術の向上を図ります。 

地域の防災力の向上を図るため、町会及び自主防災組織等と消防団の強固な連

携活動を推進し、地域全体の協力体制、要配慮者の避難・支援体制を構築しま

す。 

消防団活性化推進基本計画に定める消防団員の確保をはじめとする各種施策

を推進するとともに、総合的な災害対応力の向上を目的とした消防団組織の再

編を検討します。 

消防本部警防課 

各種災害に対応するため、将来を見据えた組織作りや、効果的かつ効率的な研

修・訓練などにより、消防職員としての資質の向上や技術の伝承を図ることで、

全体的な消防力の強化につなげます。 

緊急消防援助隊及び栃木県広域消防応援隊の受援計画を策定し、定期的に図上

訓練等を実施、計画の検証を重ね受援体制を万全にします。 

 

⑥消防施設等の整備 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 2-1    

◇災害対応能力を一層強化するため、消防車両や防火水槽等の消防水利等の整備を計画的に進め

ます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

消防本部警防課 

消防車両や器具及び水利不足地域に消防水利を適正に配置することで、より強

固な消防体制を確立し、各種災害の未然防止と被害の軽減に資することのでき

る体制を構築します。 



 

- 86 - 

 

 

 

⑦避難所対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-2 1-3 2-3 2-4  

◇災害時における避難所の早期開設及び安定した運営に向け、地域住民及び施設管理者、市との

協働による運営体制の構築を進めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域に存在する避難所について、地域の意見を踏

まえながら指定の見直しを図ります。 

自治体や民間事業者等との協定締結を推進し、避難所運営に必要な物資・資機

材を確保するとともに、避難者に必要なスペースを確保します。 

自主防災組織が主体となった避難所運営訓練や炊出し訓練を支援し、避難所を

自主運営できる体制づくりを進めます。 

 

 

◆防災・消防に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                  
 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

消防団員の充足率 92.7％ 
98％ 

98％ 消防本部総務課 
88.8％ 

消防職員に占める救急救命士資格取

得率 

30.9％ 

（R2） 

－ 
36％ 消防本部総務課 

32.0％ 

救急講習実施回数（年間） 74 回 
80 回 

160 回 消防本部警防課 
86 回 

公設耐震性防火水槽設置数（累計） 
63 箇所 

（R2） 

－ 
69 箇所 消防本部警防課 

63 箇所 

防災倉庫の設置数 22 箇所 
23 箇所 

23 箇所 危機管理課 
22 箇所 

最低必要食糧充足率 

［備蓄食数／目標備蓄食数］ 
100％ 

100％ 
100％ 危機管理課 

100％ 

住宅用火災警報器の設置率 68％ 
80％ 

80％ 消防本部予防課 
78％ 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
  

Ｂ 住宅・都市・土地利用 

（１）住宅 

①住宅・建築物等の安全対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 1-4    

◇住宅や大規模建築物等の耐震化に関する意識啓発を図るとともに、耐震改修工事や建て替え等

の促進を図ります。また、外構の安全確保について対策を進めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

建築住宅課 

市営住宅の入居者の安全・安心を確保するため、「佐野市公営住宅等長寿命化

計画」に基づき、老朽化が進む市営住宅を中心に、施設の統廃合を含め、建物

の外壁改修や給排水設備の改修等、長寿命化を図る改善事業を計画的に進めま

す。 

建築指導課 

「佐野市建築物耐震改修促進計画（三期計画）」に基づき、民間住宅の耐震化

や危険なブロック塀等の安全対策について、効果的な普及啓発を行うととも

に、国・県の支援制度を有効活用した取組を促進します。 

地震や竜巻等の災害時に、建築物等による重大な被害が発生しないよう、建築

物やその周辺の設備等の適正な維持管理について指導します。 

 

②空き家対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-1     

◇災害発生時の空き家の倒壊や火災等による危害を防ぐため、管理が不十分な老朽危険空き家対

策を促進するとともに、利活用可能な空き家の有効活用を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

産業政策課 

中心市街地及び地域市街地において、空き店舗等が放置されることで老朽危険

空き家とならぬよう、空き店舗の利活用を促進し、賑わいとともに安心して回

遊できるまちなかを創出します。 

建築住宅課 

「佐野市空家等対策計画」に基づき、所有者等への意識啓発や情報提供を継続

的に行うとともに、国や県と連携しながら老朽危険空き家の除却を支援・促進

します。 

利活用可能な空き家を有効活用するため、空き家バンクやリフォーム補助金制

度の活用を進めます。 

 

 

◆住宅に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

老朽危険空き家の解消件数（累計） 39 棟 
129 棟 

274 棟 建築住宅課 
134 棟 

空き家バンク成約件数（年間） ９件 
20 件 

22 件 建築住宅課 
22 件 

中心市街地空き店舗活用件数（累計） 54 件 
60 件 

75 件 産業政策課 
63 件 
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（２）都市 

①市街地整備 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 5-5    

◇災害に対する予防や発生時における応急対策（防災・減災）、速やかな復旧・復興に資する市

街地整備を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

都市整備課 

土地区画整理事業等をとおして、密集市街地における延焼防止、避難路・緊急

輸送道路や鉄道駅アクセス道路等の整備、幹線道路の無電柱化など、災害に強

い市街地整備を関係機関と連携を図りながら推進します。 

建築指導課 
安全な住宅市街地の形成を図るため、建築基準法第 42 条第２項の規定による

道路（狭あい道路）の後退用地の整備を促進します。 

 

②公園等施設整備 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 6-4    

◇災害発生時の一時避難場所や延焼遮断帯、復興に向けた仮設住宅建設用地となる重要なオープ

ンスペースとして公園等施設の整備を進めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

都市整備課 

公園としての適切な維持管理に努め、公園施設の補修・改修等を行い長寿命

化・バリアフリー化に取り組むとともに、防災ベンチ・マンホールトイレ・防

災井戸等の防災機能の付加を進めていきます。 

 

③上水道施設の耐震化 

主に対応するリスクシナリオ 2-4 5-4    

◇災害発生時における飲料水・生活用水供給の長期停止を防止するため、上水道施設等の耐震化

を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

水道課 

配水管については、アセットマネジメントに基づく老朽管更新に耐震性の伴う

管路を用いて耐震化を進めます。 

水道施設については、旧簡水を含めたすべての施設を対象とした耐震化計画を

作成し、計画的に耐震化を図ります。 

 

④下水道施設の耐震化 

主に対応するリスクシナリオ 2-3 5-4    

◇災害発生時における公衆衛生問題を防止し、市民生活への影響を最小限に抑えるため、下水道

施設等の耐震化を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

下水道課 

下水道管渠の耐震化の実施について、スケジュール等を検討します。 

水処理センター及び中継ポンプ場の老朽化対策、施設の改築に合わせた耐震化

を検討します。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

◆都市に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

市民一人あたりの都市公園面積 

（県営含む） 
19.20 ㎡ 

20 ㎡ 
20 ㎡ 都市整備課 

19.93 ㎡ 

防災機能を付加した公園数（累計） 
０箇所 

（R2） 

－ 
１箇所 都市整備課 

０箇所 

新上下水道庁舎建設進捗率 ０％ 
40％ 100％ 

(R4 達成) 
企業経営課 

37.9％ 

老朽化した水道管の更新延長 17.7 ㎞ 
20.7 ㎞ 

34.7 ㎞ 水道課 
24.3 ㎞ 
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（３）土地利用 

①産業用地の整備 

主に対応するリスクシナリオ 4-1 5-5    

◇生産・流通拠点の機能強化を図るため、国道 50 号沿線や北関東自動車道出流原ＰＡ周辺等に

新たな産業用地の整備を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散や交通ネットワークの機能停止リスクを

踏まえ、北関東自動車道出流原ＰＡ周辺などの高速道路ＩＣ周辺や国道 50 号

沿線などの幹線路沿いに、民間活力の導入も視野に入れ、戦略的に産業用地を

整備していきます。 

 

②適正な土地利用の推進 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 1-2    

◇災害時においても、安全性が確保されるように、ソフト・ハード対策を組み合わせながら、持

続可能な「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

政策調整課 

人口減少・高齢化が著しく進む中山間地域において、基幹となる集落に複数の

生活サービスや地域活動の場を集め、周辺集落とネットワークを結ぶ「小さな

拠点」の形成を推進します。 

都市計画課 

立地適正化計画防災指針に基づき、主に居住誘導区域における災害リスクの回

避や低減を目的とした具体的な取組を行います。 

大規模盛土造成地のモニタリング調査を毎年行い、盛土の状態が変化した場合

は必要に応じて変動予想調査を実施し、安全性が確認出来なかった盛土につい

ては、地権者と対策の検討を行います。 

適切な公共施設の配置や土地利用を誘導する地区計画制度の活用により、防

災・減災に資するまちづくりを推進します。 

交通政策課 
災害時においても、誰もが円滑に移動できる交通ネットワークを形成するた

め、各拠点及び拠点間の各交通手段を踏まえたネットワークを検討します。 

 

③地籍調査の推進 

主に対応するリスクシナリオ 6-1 6-4    

◇災害発生時の迅速な復旧・復興に資する、現地復元性のある地図を整備するため、地籍調査を

推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

都市整備課 
一筆地調査、地籍簿・地籍図（案）の閲覧、成果の認証・法務局への送付等、

着実に地籍調査を進めます。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

◆土地利用に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

令和２（2020）年度からの 10 ヶ年計

画に基づき実施する地籍調査面積の

進捗率 

０％ 

20％ 

60％ 都市整備課 
18.8％ 

産業用地の整備面積 207.9ha 
218.5ha 

218.5ha 企業誘致課 
207.9ha 

小さな拠点づくりに取り組む活動団

数（累計） 

０団体 

（R2） 

－ 
６団体 政策調整課 

１団体 

立地適正化計画防災指針の策定 
０ 

（R2） 

－ １ 

(R4 達成) 
都市計画課 

０ 

都市計画法に基づく地区計画の箇所

数（累計）【新規】 

９箇所 

（R4） 

－ 
13 箇所 都市計画課 

－ 
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Ｃ 保健医療・福祉・教育 

（１）保健医療 

①救急医療体制の充実 

主に対応するリスクシナリオ 2-1 2-2    

◇関係機関相互の連携により、災害発生時において、必要な医療が確保される体制を構築します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

健康増進課 
日頃から市消防本部、医師会等医療機関及び県関係機関と緊密に連絡し、災害

時における医療体制の充実を図ります。 

消防本部警防課 

災害時の応急救護・救急搬送のあり方や医療機関受診について、救急講習や救

急フェアなどで直接市民に啓発するほか、ホームページや広報紙を利用し周知

していきます。 

ＤＭＡＴや災害医療関係部署との協議や訓練を行い受援体制の整備を行いま

す。 

 

②地域医療の推進 

主に対応するリスクシナリオ 2-2 2-3    

◇医療機関・医療関係団体との連携・協力により、災害時の医療救護体制の充実を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

健康増進課 

災害発生時においても、安定的に医療サービスを受けることができるように、

「かかりつけ医」を持つことの大切さを継続して啓発します。 

佐野市国民健康保険診療所とへき地医療拠点病院である佐野市民病院との連

携を推進し、中山間地域の安定した医療機会の充実を図ります。 

佐野市医師会附属佐野准看護学校の運営を支援し、准看護師の養成を図りま

す。 

 

③医療機関におけるライフラインの確保 

主に対応するリスクシナリオ 2-2     

◇災害発生時に電気、ガス、水道、医療用ガス、医療機関の自家発電や医療従事者、患者搬送用

の燃料など、医療機関におけるライフラインの確保に努めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

健康増進課 

拠点となる病院に対して、災害発生時のライフラインの確保及び、建物の耐震

対策等適切な維持管理について周知を図ります。 

災害時の医療救護に関する協定書に基づき、医師会等関係機関と協力し医療救

助活動ができるように、医薬品、医療資材等の必要物品等を確保します。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

④感染症予防対策 

主に対応するリスクシナリオ 2-3     

◇避難所、被災地区での感染症の発生予防、まん延防止のため、平常時から感染症予防対策に取

り組みます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

環境政策課 

災害時の避難所等における衛生状態の悪化や害虫の発生による感染症の発

生・拡大を防止するため、平常時から消毒や害虫駆除等の感染予防対策に取り

組みます。 

河川の氾濫等により浸水した家屋等について、健康被害等を考慮しながら、関

係機関と連携し必要に応じて消毒を実施します。 

健康増進課 

感染症対策室 

市民自身の自助の観点から感染症予防・蔓延防止のためマスクや手指消毒剤と

いった衛生用品の備蓄の啓発等を行います。 

平時から予防接種を行うための体制確保、防護服やマスクの備蓄を進めて、市

としての感染症予防対策を強化します。 

 

 

◆保健医療に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

かかりつけの医者を持っている市民

の割合 
78％ 

82％ 
82％ 健康増進課 

72.8％ 

24 時間体制の医療機関数 ２箇所 
２箇所 

２箇所 健康増進課 
２箇所 

二次救急医療が受けられる医療機関

数 
２箇所 

２箇所 
２箇所 健康増進課 

２箇所 

感染症対策に取り組む市民の割合 
－ 

（R2） 

－ 
100％ 

健康増進課 

感染症対策室 96.3％ 
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（２）福祉 

①福祉・介護等との連携強化 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 2-1 2-3   

◇災害発生時に避難行動の支援を必要とする高齢者や障がい者等が、円滑に避難し、安心して避

難施設を利用できるよう体制を整備します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

社会福祉課 

障がい福祉課 

介護保険課 

災害発生時に、避難生活が困難な要配慮者（高齢者及び障がい者等）が、必要

な生活支援が受けられる福祉避難所を円滑に開設できるように、社会福祉施設

等を運営する事業所との連携体制を整備するほか、施設等が被災した際には、

代替施設の確保を図ります。 

社会福祉課 

災害時において避難行動要支援者の安否確認や避難誘導が円滑に行えるよう、

日頃から避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動要支援者支援制

度の普及・啓発活動を推進します。 

障がい福祉課 

災害時に、聴覚障がい者との意思疎通の手段として、必要な手話通訳者や要約

筆記者の確保ができるよう、人材の育成とともに関係機関との連携を図りま

す。 

障がい者の移動支援や日中一時支援について、災害時においても、サービスが

利用できるよう、事業所への情報伝達等、ネットワーク体制を整備します。 

いきいき高齢課 

地域における認知症の方の安全を守るため、認知症の方に対する見守り事業の

周知ＰＲ、情報提供を推進します。 

災害時においても、適切なサービスが利用できるよう、介護サービスの情報提

供等、ネットワーク体制を整備します。 

障がい福祉課 

いきいき高齢課 

高齢者世帯やひとり暮らしの重度身体障がい者等に対して、救急や災害時に的

確に通報できるよう、緊急通報装置を貸与し、人命の安全が確保できるよう、

利用促進のための周知を図ります。 

介護保険課 

リノベーション等により新たに開所する介護施設などを対象に、施設ブロック

塀の倒壊危険性の有無についてフォローアップ調査を実施し、倒壊危険性のあ

る施設については、改修等を促します。 

 

 

◆福祉に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

福祉避難所の施設数 18 
20 

20 危機管理課 
18 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
  

（３）教育 

①学校施設等整備 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 2-4 3-1   

◇小・中学校等は、災害発生時、避難所としての役割を果たすことから、安全に避難し、安心し

て過ごすことができる学校施設等の整備を進めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

こども課 

こどもクラブの整備については、子ども子育て支援事業計画に基づき利用者の

量の見込みに応じた整備を進めるほか、児童が安全に利用できるよう、民間放

課後児童クラブとともに、施設の適正管理に取り組みます。 

保育課 

第２次佐野市保育所整備運営計画に基づき、公立保育所の統合や民間保育所へ

の業務移管を進め、適正配置を図りながら、保育園等の計画的な整備を推進し

ます。整備完了後は、引き続き施設の適切な維持管理について、民間保育所と

ともに取り組み、閉園した施設については市の方針や計画に沿って解体や処分

を進めます。 

学校適正配置課 

学校管理課 

「佐野市立小中学校適正規模・適正配置基本計画」及び「佐野市小中学校等個

別施設計画」に基づき、学校の統合を見据えた、施設老朽化への対策を実施し、

安全・安心な学校施設づくりに努めます。 

学校管理課 

小・中・義務教育学校のフェンス等の囲障や敷地内の樹木等を調査し、必要に

応じて改修工事や老木の撤去を実施します。 

要配慮者等が安全かつ安心して過ごせるように、小・中・義務教育学校の空調

設備の設置に取り組むほか、トイレの洋式化を図ります。 

学校管理課 

教育センター 

災害時に、学校以外においても教育が受けられるように、代替施設の確保や在

宅教育が受けられる環境を整備します。 

 

②児童生徒の安全対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 5-1    

◇児童生徒の登下校時の安全対策として、関係機関と連携して交通安全、防犯及び防災に係る通

学路の安全を確保します。また、児童生徒の防災教育の充実を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

学校教育課 

児童生徒が、災害時に的確な行動がとれるように、小・中・義務教育学校へ防

災士等を防災講師として派遣し、防災教育を実施します。 

こども課 
こどもクラブを利用している児童が、災害時に安全に避難できるよう定期的な

避難訓練等を実施し、防災意識の高揚を図ります。 

道路河川課 

佐野市通学路安全対策プログラムにおいて、各学校より危険箇所として要望さ

れた市道の通学路について、道路改良を必要とする箇所の整備を進めて行きま

す。 

教育総務課 
児童生徒の登下校時の安全対策として、通学路の危険箇所について関係機関と

認識を共有し、連携して安全対策を実施します。 

学校管理課 
小・中・義務教育学校のフェンス等の囲障や敷地内の樹木等を調査し、必要に

応じて改修工事や老木の撤去を実施します。 

学校教育課 

教育センター 

学校Ｗｅｂサイトやメールのシステムが停止し、安全情報が一斉配信できなく

なった場合には、各学校が作成している危機管理マニュアルに基づき、児童生

徒の安全確保に努めるとともに、防災行政無線等も利用し情報を提供します。 
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③文化スポーツ施設整備 

主に対応するリスクシナリオ 2-4     

◇文化会館や公民館、体育館等の施設は、多数の利用者が訪れるほか、災害発生時、避難所の役

割を果たすことから、安心して利用することができる施設の整備・維持管理を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

文化推進課 
文化会館については、リニューアル工事を実施し、施設の安全性の確保と利用

者の利便性の向上を図ります。 

スポーツ推進課 

生涯学習課 

スポーツ施設や公民館等については、適切な維持管理、老朽化対策を図り、災

害時においても安全に利用できるように施設の機能を確保します。 

 

④文化財保護 

主に対応するリスクシナリオ 6-5     

◇災害による貴重な文化財の喪失を防止するため、文化財保護を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

文化財課 

唐沢山城跡の保存のため必要な整備を実施するほか、有形文化財が適切に保存

されるよう、必要な修復や保全等を計画的に行います。 

各地域の人々に対し、地域に残る文化財のことを知ってもらい、大切に守り伝

えていっていただけるよう、文化財要覧等を活用しながら周知を図ります。 

文化財所有者の変更手続きを徹底し、所有者が変更しても連絡先が分かるよう

な状態にします。 

随時、指定文化財の台帳を整理し、データベース化を図ります。 

文化推進課 

文化財課 

地震や河川の氾濫等により、指定文化財等に被害が及ばないように美術作品や

郷土資料等の保管や建物の管理を実施します。 

 

 

◆教育に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

小学校トイレの洋式化 33.7％ 
48.5％ 

61.1％ 学校管理課 
47.4％ 

中学校トイレの洋式化 24.1％ 
46.3％ 

61.6％ 学校管理課 
49.3％ 

通学路の危険箇所の改善率 

（交通安全対策） 
61.3％ 

80％ 
80％ 教育総務課 

73.4％ 

学校安全配信メールの保護者登録率 97.9％ 
99.5％ 

100％ 教育センター 
99.3％ 

適切に継承・保存されている指定等

文化財件数 
257 件 

259 件 
278 件 文化財課 

269 件 



 

- 97 - 

第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 
 
Ｄ 産業・農林業・エネルギー 

（１）産業 

①リスク分散を重視した企業立地等の促進 

主に対応するリスクシナリオ 4-1 5-5    

◇首都直下地震等、首都機能に甚大な被害を生じる災害が発生した場合においても首都企業の事

業継続が担保されるよう、市内への企業立地を促進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

政策調整課 

本市の広域的な交通の要衝としての地理的優位性と佐野インランドポートの

機能を活かし、国内外の災害にも対応できるバックアップ機能を有した国際防

災拠点機能の構築を推進します。 

産業政策課 

佐野インランドポートが、交通ネットワーク機能停止時における京浜港のバッ

クヤードとして充分な機能を果たすよう、利便性の向上に努めるとともに、施

設の拡張について検討します。 

企業誘致課 

首都機能に甚大な被害を生じる災害が発した場合でも事業継続が担保される

よう、東京圏企業の工場や本社機能の移転促進に向けた取組を実施していきま

す。 

政策調整課 

企業誘致課 

災害に備えた経済活動のリスク分散や交通ネットワークの機能停止リスクを

踏まえ、北関東自動車道出流原ＰＡ周辺などの高速道路ＩＣ周辺や国道 50 号

沿線などの幹線路沿いに、民間活力の導入も視野に入れ、戦略的に産業用地を

整備していきます。 

 

②企業の業務継続体制の強化 

主に対応するリスクシナリオ 2-4 4-1 6-6   

◇事業者等における自主的な防災対策を推進するため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進し

ます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

産業政策課 

事業所等における自主的な防災対策を推進するため、災害時における活動の継

続必要な非常用電源確保や事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進が図られるよう、

啓発に取り組みます。 
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③商業・観光における災害対応 

主に対応するリスクシナリオ 2-5 4-1 5-5 6-6  

◇企業や関係機関等と連携しながら帰宅困難者支援、観光客の安全確保・情報提供体制の取組を

促進します。また、被災企業への金融支援対策を確保します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

市民生活課 

産業政策課 

観光推進課 

交通政策課 

帰宅困難となった施設利用者、従業員等のための飲食料の緊急物資について交

通機関、観光施設、事業所等における備蓄の促進を図ります。 

危機管理課 

市民生活課 

観光推進課 

交通政策課 

避難施設・代替輸送手段の確保など、帰宅困難者の受入態勢を整備するため、

平時から交通事業者と連携を図ります。 

産業政策課 
災害により損害を受けた事業者等に対し、必要な制度融資などを準備すること

で資金繰りを改善するための対策を行います。 

観光推進課 

交通政策課 

自転車は、大規模災害時の帰宅困難者や観光客の有効な移動手段として活用が

期待されることから、自転車の利用環境整備を推進します。 

 

 

◆産業に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

起業届出件数（本社市外） 77 件 
110 件 

106 件 企業誘致課 
80 件 

出流原スマートインターチェンジ整

備の進捗率 
９％ 

100％ 100％ 

(R4 達成) 
交通政策課 

85％ 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
  

（２）農林業 

①農林業生産基盤等の災害対応力の強化 

主に対応するリスクシナリオ 1-2 4-3 4-4 6-6  

◇災害発生時の被害を最小化させるため、農業水利施設や農林水産業共同利用施設などの生産基

盤等の管理体制の強化を促進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

農政課 

農業用施設について、長期的な排水処理機能を確保するため、速やかな機能診

断の実施や老朽化対策、耐震化を促進します。 

県が行う圃場整備を促進するなど優良農地の保全を図ることで、農地が有する

市土の保全機能や防災上のオープンスペースとしての多面的機能を維持しま

す。 

家畜の感染症等が発生した場合に備え、平常時から関係機関と連携し、感染症

の蔓延の防止に努めます。 

災害土砂を農地から早期に撤去するため、災害の規模及び被災状況に応じた土

砂の処分方針を定めるほか、関係機関との連携を確認するなど、災害土砂の処

理・処分体制を整備します。 

農山村振興課 林業経営や森林の適正な管理に必要な林道の整備を推進します。 

農政課 

農山村振興課 

災害時における農林水産物の風評被害を防ぐため、国や県と連携した正確な情

報の入手・発信の体制を整備します。 

 

②森林の適切な整備・保全 

主に対応するリスクシナリオ 1-3 4-4    

◇森林が有する水資源の涵養、山地災害の防止等の多面的機能の維持・増進を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

農山村振興課 

森林の立木の生育促進、健全化を図るため、森林における間伐の実施を促進し

ます。 

森林経営管理制度に基づき、経営管理されていない森林のうち、林業経営に適

する森林は、意欲ある林業経営者への集積を推進し、林業経営に適さない森林

は、市が間伐等の管理を行います。 

 

③農林道の整備 

主に対応するリスクシナリオ 4-4 5-5    

◇災害発生時における避難路や代替輸送路を確保するため、迂回路としても活用しうる農道や林

道の把握及び必要な整備・維持管理に努めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

農政課 
農業生産の基盤となり、かつ災害発生時に避難路や代替輸送路として機能する

農道の整備・修繕に努めます。 

農山村振興課 

林業経営や森林の適正な管理に必要かつ災害発生時に避難路や代替輸送路と

して機能する林道の整備を推進します。 

林道の維持管理に努めるとともに、令和５（2023）年度に実施した林道施設（橋

梁、トンネル）の点検診断結果を基に、計画的な施設の修繕等を行うことで施

設の長寿命化を図り、利用者の安全を確保します。 
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◆農林業に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

農地整備実施面積（区画 50ａ以上） 22.0ha 
60.4ha 

92.0ha 農政課 
42.0ha 

経営管理権集積計画の面積（単年度） 
4.1ha 

(R2) 

－ 
60.0ha 農山村振興課 

36.35ha 

「森林路網整備事業」や「林道施設

長寿命化事業」による改修箇所 

（単年度） 

０箇所 

（R2） 

－ 
２箇所 農山村振興課 

２箇所 

適切に整備された森林面積（単年

度：主伐、間伐の計）【新規】 

312ha 

（R4） 

－ 
558ha 農山村振興課 

－ 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
  

（３）エネルギー 

①エネルギーの安定供給 

主に対応するリスクシナリオ 5-2     

◇大規模災害発生時における電源を確保するため、太陽光発電等の再生可能エネルギーの利活用

など分散型エネルギーの導入拡大により、エネルギーの安定供給を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

気候変動対策課 

大規模災害発生時における電源を確保するため、太陽光発電等の再生可能エネ

ルギーの利活用を普及促進するとともに、市有施設等における活用について検

討します。 

 

②ライフラインの災害対応力の強化 

主に対応するリスクシナリオ 5-2 5-3 5-4   

◇災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、関係機関と連携し

ながら、災害対応力を強化します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

水道課 

災害発生時における電気・ガス・水道などのライフライン機能の維持・確保や

早期復旧を図るため、災害対策上重要な設備の耐震化を進めるほか、防災訓練

等をとおして情報伝達体制等を確認するなど、関係機関と連携しながら災害対

応力を強化します。 

水道課 
水道施設が被災し断水が広域に及ぶ場合、市が所有する給水車及び機材では対

応できないため、関係機関と連携した応急給水体制の維持強化を図ります。 

下水道課 

浸水等により下水道施設が被災し機能を失った場合、災害の規模に応じては、

早期の復旧が見込めないため、関係機関と連携した応急的な復旧を実施しま

す。 

 

 

◆エネルギーに係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

太陽熱温水機器や太陽光発電など自

然エネルギーを利用している世帯の

割合 

12.4％ 
18％ 

19％ 気候変動対策課 
13.7％ 

市内の認知発電量（再生可能エネル

ギー＋廃棄物発電） 

207.7 

百万 kwh 

（R2） 

－ 
249.2 

百万 kwh 
気候変動対策課 

291.9 百万 kwh 
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Ｅ 情報通信・交通・物流 

（１）情報通信 

①市民等への災害情報の伝達 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 1-2 1-3 1-4 5-1 

◇市民等への情報伝達手段として、防災行政無線をはじめ、地域の実情や、地震・豪雨などの災

害に応じた多様な手段を確立し、効果的な災害情報の伝達を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

広報ブランド推進

課 

危機管理課 

各課との連携を密にして情報収集を行い、防災行政無線、ホームページ、ＳＮ

Ｓ、広報車等その時々で最も有効な伝達手段は何か、本当に情報を必要として

いる対象は誰かを判断し、迅速な情報発信に努めます。 

市民生活課 
災害時に、デジタル等を活用しながら、迅速かつ確実に町会（被災者）へ情報

提供ができる体制を整備します。 

危機管理課 

災害時において、即時に情報発信ができるように「同報系防災行政無線」の適

切な維持管理に努めます。 

防災行政無線で放送した内容がいつでも確認できるように、フリーダイヤルの

回線数を増やすとともに、放送内容を確認できる「佐野市防災・気象情報メー

ル」の登録者数を増やすなど、防災情報が確認できる体制を強化します。 

災害時に市民が必要な防災情報を入手できるように、防災講話等をとおして

「佐野市防災・気象情報メール」について周知し、登録を呼びかけます。 

 

②電源の確保 

主に対応するリスクシナリオ 5-1     

◇災害発生後の迅速かつ的確な情報収集・伝達及び関係機関相互の情報の共有等を図るため、安

定した電源確保に努めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

財産活用課 

災害対策本部の設置を予定する市役所庁舎等の災害対策活動拠点となる施設

について、関係各課と連携し長期間の停電を想定した非常用電源の確保に努め

ます。 

危機管理課 

長期間の停電が発生した場合、各地域に設置した防災行政無線の屋外拡声子局

が、使用不可能となるため、電力関係機関等との連携強化を図るなど電源確保

に向けた取組を推進します。 

 

 

◆情報通信に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

避難指示等の防災情報の入手先を知

っている市民の割合 
30.1％ 

55％ 
55% 危機管理課 

37％ 

佐野市防災・気象情報メール登録者

数 
3,393 人 

5,500 人 
9,000 人 危機管理課 

7,273 人 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

（２）交通・物流 

①道路の防災・減災対策及び耐震化 

主に対応するリスクシナリオ 2-2 2-4 5-5   

◇災害発生時においても、安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、道路の防災・

減災対策及び耐震化を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

都市計画課 
令和５(2023)年に実施した佐野駅自由通路の点検結果を基に、今後計画的に修

繕・改修を行います。 

道路河川課 

道路等の中長期的な長寿命化修繕計画を策定し、路線の重要度を意識した計画

的な修繕を行うことで、施設の長寿命化を図るとともに、道路冠水の被災があ

る箇所等の対策を進めることで安全・安心な道路交通環境を確保します。 

 

②緊急輸送体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 2-2 2-4 5-5   

◇災害発生時において、被災地域へ救援物資等を迅速かつ確実に輸送するため、国、県、関係機

関と連携しながら、緊急輸送体制を整備します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

政策調整課 

交通政策課 

渡良瀬川及び利根川架橋促進協議会における関係機関への要望活動等をさら

に促進し、本市を含めた周辺地域において、防災面のみならず商工業や観光に

寄与する渡良瀬川への新たな架橋を含む南部幹線等の整備を推進します。 

危機管理課 

被災地域への救援物資を迅速かつ確実に輸送できるよう、国、県、他自治体、

災害協定を締結している民間団体等と連携し、応急対策に係る連絡体制の確認

や訓練等を行うことで、より実効性の高い緊急輸送体制を整備します。 

道路河川課 防災拠点となる市庁舎へとつながる骨格道路網の整備を行います。 

 

③地域交通環境の整備 

主に対応するリスクシナリオ 5-5     

◇交通網の被害が全体の交通麻痺につながらないよう、関係機関等が連携し、鉄道・バス及び道

路交通等の地域交通環境を整備することで、交通全体のマネジメント力の強化を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

市民生活課 

交通政策課 

高齢者人口が増加する中で、生活路線バス等による公共交通の充実を図り、交

通弱者に配慮した地域交通環境を整備します。 

交通政策課 

道路河川課 

災害時においても交通結節点となる駅や新都市バスターミナル等の機能を維

持するためアクセス道路の整備、駐車場の確保や施設のバリアフリー化など機

能強化を推進します。 

パーソントリップ調査の実施により、市民の行動や時間帯毎の滞在場所、移動

手段並びに交通網を把握し、災害時の移動手段、避難経路、帰宅困難者、ウイ

ルス感染等の災害シミュレーションに活用するとともに、交通の役割分担や整

備方針を検討します。 
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④孤立可能性地区における対策の推進 

主に対応するリスクシナリオ 1-4 2-6    

◇災害発生時に交通や情報通信手段の途絶等により孤立する可能性のある地区（孤立可能性地

区）に係る対策を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

風水害や雪害による孤立を想定し、地域住民が迅速な避難行動が取れるよう、

防災講話や防災訓練等をとおして周知を図るほか、孤立した場合に、当面の生

活に必要な飲食料等の生活物資の備蓄について啓発を行います。 

市内各地域において分散備蓄を行い、交通が途絶した場合でも、必要な飲食料

等の生活物資が提供できるように体制の整備に努めます。 

 

⑤道路啓開等の復旧・復興を担う人材の確保 

主に対応するリスクシナリオ 6-2     

◇関係機関や民間事業者と連携し、災害発生後の道路等の復旧・復興を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

道路河川課 

災害発生後の道路等の復旧・復興を速やかに進められるよう、災害協定に基づ

く建設業協会等との連携体制を強化します。 

 

⑥自転車活用の推進 

主に対応するリスクシナリオ 5-5     

◇災害に伴い鉄道・自家用車が利用できないときに、帰宅困難・通勤困難となる事態を回避する

ため、安全円滑な自転車利用環境の整備を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

交通政策課 

観光推進課 

自転車は、大規模災害時の帰宅困難者や観光客の有効な移動手段として活用が

期待されることから、自転車の利用環境整備を推進します。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

◆交通・物流に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

一般市道の改良率（改良済市道／市

道の総延長） 
59.3％ 

59.6％ 
60.1％ 道路河川課 

59.4％ 

長寿命化修繕工事実施橋りょう数

（令和４年度から令和７年度までの

累計） 

０橋 

（R2） 

－ 

11 橋 道路河川課 
０橋 

市道１級１号線（都市計画道路３・

４・201 号高砂植下線）の整備率〈県

道桐生岩舟線交差点から旧影澤医院

交差点まで〉 

63％ 

100％ 

100％ 道路河川課 
87％ 

市道１級１号線（都市計画道路３・

４・201 号高砂植下線）の整備率〈旧

影澤医院交差点からＪＡ佐野本店交

差点まで〉 

０％ 

（R2） 

－ 

58％ 道路河川課 
０％ 

自転車活用推進計画の策定 
０ 

（R2） 

－ １ 

(R4 達成) 
交通政策課 

０ 

物資供給、緊急輸送に関する民間企

業や団体との災害協定数【新規】 

25 

（R4） 

－ 
31 危機管理課 

－ 
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Ｆ 国土保全・環境 

（１）国土保全 

①総合的な治水対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-2 4-4    

◇水害を予防し、河川等の安全性を高めるため、必要なハード対策とソフト対策を一体的に推進

します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

防災講話等をとおして、ハザードマップ等を活用し、洪水浸水想定区域や避難

所について、市民へより一層の周知・浸透を図ります。 

災害時等における町会及び自主防災組織への情報伝達体制を整備し、積極的な

避難行動につなげます。 

平時から水防訓練等をとおして、市、自主防災組織、消防団等の災害時の役割

を明確にし、迅速な避難や応急対策ができるように体制を整備します。 

農政課 

農業用施設について、長期的な排水処理機能を確保するため、定期的に機能診

断を実施必要な老朽化対策、耐震化に取り組みます。 

ため池ハザードマップについて、浸水想定区域内の地域住民へ定期的に周知す

るとともに、デジタル化を図ります。 

道路河川課 

河川等の計画的な改良・整備を行い、雨水処理能力の向上に努めます。 

河川浚渫等の維持管理を適切かつ効果的に行い、流下能力の確保に努めます。 

一級河川の管理者である国・県と連携を図り、水害の防止に努めます。 

下水道課 
公共下水道雨水計画区域において、大雨等による住宅浸水被害の軽減に必要な

管渠整備を推進します。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

②総合的な土砂災害対策 

主に対応するリスクシナリオ 1-3 4-4    

◇集中豪雨等による土砂災害が発生した場合に、被害の軽減を図るため、ハード対策とソフト対

策が一体となった総合的な土砂災害対策を推進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

県が新たに指定した土砂災害警戒区域について、早期にハザードマップを更新

し、デジタル等を活用しながら周知します。 

防災講話等をとおして、ハザードマップ等を活用し、市民への土砂災害警戒区

域や避難所のより一層の周知・浸透を図ります。 

災害時等における町会及び自主防災組織への情報伝達体制を整備し、積極的な

避難行動につなげます。 

平時から土砂災害訓練等をとおして、市、自主防災組織、消防団等の災害時の

役割を明確にし、迅速な避難や応急対策ができるように体制を整備します。 

農山村振興課 

森林の立木の生育促進、健全化を図るため、森林における間伐の実施を促進し

ます。 

森林経営管理制度に基づき、経営管理されていない森林のうち、林業経営に適

する森林は、意欲ある林業経営者への集積を推進し、林業経営に適さない森林

は、市が間伐等の管理を行います。 

道路河川課 

県に対して土砂災害対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の早期実施を要望し

ていきます。 

河川水路の計画的な整備・維持管理を行い土砂災害防止に努めます。 

砂防施設からの流出水が適切に流下するよう、計画的に整備を進めます。 

 

 

◆国土保全に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

避難場所を知っている市民の割合 68.1％ 
85％ 

85％ 危機管理課 
67.9％ 

ため池ハザードマップの作成 ０ 
１ 

－ 農政課 
１ 

普通河川の整備延長（令和４年度か

ら令和７年度までの累計） 

０ｍ 

（R2） 

－ 
4,000ｍ 道路河川課 

０ｍ 

雨水幹線排水路の整備率 59.9％ 
64.7％ 

64.7％ 下水道課 
61.4％ 
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（２）環境 

①災害廃棄物等の処理体制の整備 

主に対応するリスクシナリオ 4-2 6-3    

◇国、県及び関係団体等と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理するための体制整備を図

ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

環境政策課 

技術センター部管

理課 

災害廃棄物を地域から迅速に撤去するため、災害の種類、規模及び被災状況に

応じた仮置場候補地をリストアップするほか、家庭ごみ等を滞りなく処分する

ため、関係者とあらかじめ協議を行うなど、「災害廃棄物処理計画」に基づき、

災害廃棄物等の処分体制を整備します。 

環境政策課 

関係団体と協議・調整のうえ協定を締結し、災害廃棄物等の処理に必要な人員、

資機材及び車両を確保します。 

協定を締結している県や近隣自治体のほか、廃棄物処理事業者等と協定を締結

し、災害時の速やかな処理・処分体制を推進します。 

災害ごみの不法投棄がされないよう、平時より廃棄物監視員によるパトロール

を行うとともに、町会等と連携した防止体制を整備します。 

農政課 

農業用ハウスの災害防止対策を進めるとともに、被災時に発生した農業用廃ビ

ニール等の産業廃棄物の処理について、関係機関と連携して適正に処理する体

制を整備します。 

危機管理課 

都市整備課 

道路河川課 

技術センター部管

理課 

災害土砂を居住敷地や道路等から迅速に撤去するため、災害の規模及び被災状

況に応じた仮置場候補地をリストアップし、関係機関との連携を確認するな

ど、災害土砂の収集、運搬及び処理・処分体制を整備します。 

 

②有害物質等の拡散・流出対策 

主に対応するリスクシナリオ 4-2 6-6    

◇有害物質の拡散・流出等による健康被害や環境への悪影響を防止するための対策を推進しま

す。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

環境政策課 

県や関係機関と連携し、平時においては有害物資の適正管理を推進し、有害物

質等が環境中へ流出したときは、情報収集や環境モニタリング調査を強化し被

害拡大・風評被害防止に努めます。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

③下水処理施設の整備 

主に対応するリスクシナリオ 2-3 5-4    

◇災害時においても下水道が最低限有すべき機能の確保と感染症等予防のため、下水の処理場や

管渠の耐震化や長寿命化を推進するとともに、合併処理浄化槽の普及を促進します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

環境政策課 
公衆衛生の確保のため、公共下水道等の整備区域外における合併処理浄化槽の

普及に努めます。 

下水道課 

下水道管渠の耐震化の実施について、スケジュール等を検討します。 

下水道管渠の老朽化対策として、公共下水道ストックマネジメント計画によ

り、改築・修繕工事を実施します。 

下水道汚水管渠の整備については、人口の動向を見極め、優先して整備する区

域を定めて計画的に進めます。 

水処理センター及び中継ポンプ場の老朽化対策、施設の改築に合わせた耐震化

を検討します。 

水処理センター及び中継ポンプ場は、公共下水道ストックマネジメント計画に

より、耐震診断、施設の改築、修繕工事を実施します。 

 

 

◆環境に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

（仮称）災害ごみ処理対応マニュア

ルの作成 
０ 

１ 
－ 環境政策課 

１ 

合併処理浄化槽処理人口普及率 11.5％ 
12.7％ 

14.7％ 環境政策課 
12.4％ 

下水道管路長寿命化対策実施延長

（累計） 
1,445ｍ 

2,545ｍ 
2,478ｍ 下水道課 

1,755ｍ 
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Ｇ 地域防災 

（１）地域防災 

①防災意識の高揚、防災教育の実施 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 1-2 1-3 1-4  

◇災害発生時に市全体で、円滑かつ効果的な災害対策活動が行われるよう、国、県及び関係機関・

民間団体等と連携して、普及啓発や防災教育を行うなど、市民の防災意識の高揚に努めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

自主防災組織の設立や活動の一助となるように防災資機材を貸与し、地域にお

ける防災訓練を促進することで防災意識の高揚を図ります。 

防災訓練や防災講話等をとおして「自分の命は自分で守る」という意識のもと、

防災知識の啓発を図ります。 

地域防災を牽引する人材を育成するため、防災士の資格取得を支援するととも

に、防災士のスキルアップを支援します。 

消防本部警防課 
応急手当の普及啓発に併せて、災害発生時の共助の必要性について、地域の防

災訓練や救急講習等で啓発していきます。 

消防本部予防課 
住宅火災の予防等、地域の防火意識を高めるため、市民が関心を持つような広

報及び啓発活動を図ります。 

 

②地域防災力の向上 

主に対応するリスクシナリオ 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 

◇災害時における被害の拡大防止や迅速な復興に向け、地域における多様な主体が連携・協力し

て対応できる体制を整え、地域防災力の向上を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

自主防災組織のない町会に対して、組織の設立について積極的に呼びかけ、活

動に必要な資機材等を支援します。 

各地区の自主防災組織が連携して災害対応に当たることができるように、「地

区防災計画」の策定を支援します。 

防災士と自主防災組織との連携事業を増やし、防災士の地域における活動の場

を設けます。 

防災講話等をとおして、ハザードマップ等を活用し、市民へ洪水浸水想定区域

等の危険区域や避難所のより一層の周知・浸透を図るとともに、気象警報等に

基づき積極的な避難行動が取れるように呼びかけます。 

消防本部総務課 

消防団の人材確保を図るとともに、常備消防との連携強化、更には装備・資機

材の充実と団員一人ひとりの知識・技術の向上を図ります。 

地域の防災力の向上を図るため、町会及び自主防災組織等と消防団の強固な連

携活動を推進し、地域全体の協力体制、要配慮者の避難・支援体制を構築しま

す。 

消防団活性化推進基本計画に定める消防団員の確保をはじめとする各種施策

を推進するとともに、総合的な災害対応力の向上を目的とした消防団組織の再

編を検討します。 

消防本部警防課 

市内各所に配置したＡＥＤが災害時にも活用されるように、平時から適正に維

持管理を行うとともに、地域の防災訓練や救急講習等で、取り扱いや応急手当

の重要性について啓発を行います。 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
 

 

 

 

◆地域防災に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域防犯 

①防犯体制の強化 

主に対応するリスクシナリオ 2-1 3-1    

◇災害時においても安全安心な地域コミュニティを確保するため、平時から地域防犯の強化を図

ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

警察、防犯協会等と連携して、災害時における防犯について啓発活動及び情報

発信を行うほか、ながら見守り活動を推進することで、市民一人ひとりの防犯

意識の高揚を図ります。また、街頭防犯カメラの効果的な運用により、市民の

安全安心を確保します。 

夜間の犯罪被害防止のため、効果的に防犯灯を設置して、市民生活の安全確保

を図ります。 

 

 

◆地域防犯に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

市の補助金を活用し防災士の資格を

取得した人数（累計） 
35 人 

65 人 
100 人 危機管理課 

61 人 

自主防災組織町会数 111 町会 
148 町会 

148 町会 危機管理課 
125 町会 

地区防災計画の策定数（累計） ０地区 
５地区 

５地区 危機管理課 
１地区 

日頃から災害に対する備えをしてい

る市民の割合【新規】 

42.2％ 

（R4） 

－ 
55.0％ 危機管理課 

－ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

日頃から何らかの防犯対策を行って

いる市民の割合 
92.2％ 

98％ 
98％ 危機管理課 

93.4％ 

ながら見守り協力隊員数（累計） 
０人 

（R2） 

－ 
60 人 危機管理課 

０人 
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（３）地域福祉 

①要配慮者対策 

主に対応するリスクシナリオ 2-1 2-4    

◇災害発生時の一連の行動に支援を必要とする高齢者や障がい者等の安全を確保するため、地域

と連携しながら、災害情報等の伝達、安否確認、避難誘導等の要配慮者対策を実施します。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

「地域防災計画」に基づき、要配慮者等も食することができる品目も選定しな

がら、計画的な備蓄をし、食料・飲料水、生活必需品等、必要となる物資を確

保します。 

災害時に、要配慮者が迅速に避難できるように、自主防災組織等が主体的に行

う避難訓練等を支援し、地域住民の共助による支援体制の充実を図ります。 

社会福祉課 

災害時において避難行動要支援者の安否確認や避難誘導が円滑に行えるよう、

日頃から避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動要支援者支援制

度の普及・啓発活動を推進します。 

 

 

◆地域福祉に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

要配慮者が参加した自主防災組織等

による避難訓練実施回数（単年度） 
７回 

10 回 
５回 危機管理課 

２回 

避難行動要支援者の個別計画作成同

意率 

21.6％ 

（R2） 

－ 
30.0％ 社会福祉課 

21.7％ 
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第５章 施策分野ごとの推進方針 
  

（４）地域活動 

①ボランティアの活動体制の強化 

主に対応するリスクシナリオ 6-2     

◇災害発生時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、関係機関等と連携しながら、環

境整備に努めます。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

市民生活課 

関係機関と連携し、ボランティアの育成、確保、資質向上のための研修、訓練

等を実施するとともに、ボランティア登録団体等との連携強化を図ります。 

災害時に、円滑で効果的な災害ボランティア活動が実施できるよう、佐野市社

会福祉協議会との役割分担を明確にするほか、情報共有を図る体制を強化しま

す。 

 

②外国人対応 

主に対応するリスクシナリオ 2-4 2-5 6-5   

◇災害時における外国人住民支援の必要性について市職員及び市民に対する意識啓発や外国人

住民の防災への意識の向上を図ります。 

担当部署 担当部署ごとの推進方針 

危機管理課 

防災に関する情報の多言語化に対応するため、多言語シートを各避難所へ配備

するほか、宗教に配慮したハラル認定食等を備蓄するなど、外国人対応を強化

します。 

広報ブランド推進

課 

市民生活課 

日本語による防災情報の理解が困難な外国人の安全の確保と不安を解消する

ため、デジタルを活用した多言語による情報提供、国際交流協会等の関係機関

と連携した通訳等の支援体制の整備を図ります。また、国際交流協会が目指し

ている、外国人コミュニティに迅速に情報を届けられる体制の構築を支援しま

す。 

 

 

◆地域活動に係る重要業績指標（ＫＰＩ）                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※災害ボランティア登録者数の現状値は、登録者の実態を精査し、再度、令和４年度の人数を基準

として設定する。 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 

担当課 

（関係機関） 実 績 （R3） 

社会福祉協議会に登録している災害

ボランティア登録者数（単年度更新） 

1,017 人※ 

（R4） 

－ 
1,100 人 社会福祉協議会 

－ 

通訳・翻訳ボランティア登録者数 23 人 
30 人 

50 人 
広報ブランド推

進課 51 人 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進及び進捗管理 
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第６章 計画の推進及び進捗管理 
 

第６章 計画の推進及び進捗管理 
 

１．優先的に取り組む施策 

限られた資源で効率的・効果的に「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた、より安全・安心な

佐野づくりを推進するためには、優先的に取り組む施策を明確化して、重点的に取組を進める必

要があります。 

本計画における優先的に取り組む施策については、計画の基本目標の一つである「市民の生命

の保護が最大限図られること」を基調とし、以下のように12のリスクシナリオを回避するために

必要な施策について優先的に取り組むこととします。 

これを基本とし、「第４章で設定した施策体系」のもと、「第５章 施策分野ごとの推進方針」

において整理した各施策について優先的に取り組むリスクシナリオと対応させ整理したものが、

次頁の表となります。 

 

■ 優先的に取り組む施策抽出に係るリスクシナリオ 

事前に備えるべき目標 No. リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

１ 
あらゆる自然災害

に対し、直接死を

最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊、大規模火災の

発生による多数の死傷者の発生 

1-2 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため

池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防

災能力の長期化に伴うものを含む） 

1-3 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死

傷者の発生 

1-4 暴風や暴風雪・豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

２ 

救助・救急、医療

活動が迅速に行わ

れるとともに、被

災者等の健康・避

難生活環境を確実

に確保することに

より、関連死を最

大限防ぐ 

2-1 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶によ

る医療機能の麻痺 

2-3 
大規模な自然災害と感染症との同時発生、劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもた

らす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

３ 
必要不可欠な行政

機能を確保する 
3-1 地方行政機関等の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

５ 

情報通信サービ

ス、電力等ライフ

ライン、燃料供給

関連施設、交通ネ

ットワーク等の被

害を最小限に留め

るとともに、早期

に復旧させる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNSなど、災害

時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支

援が遅れる事態 
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■ 体系別優先的に取り組む推進施策 

強靱化施策分野 施策項目 推進施策 
本市の 

優先施策 

Ａ 行政機能／防

災・消防 

（１）行政機能 

①防災拠点機能の確保 ● 

②業務継続体制の整備 ● 

③情報の収集・伝達体制の確保 ● 

④相互応援体制の整備 ● 

⑤帰宅困難者対策 ● 

⑥原子力災害対策の推進  

（２）防災・消防 

①物資・資機材等の備蓄、調達体制の整備 ● 

②消防広域応援体制の整備 ● 

③首都直下地震等への対応 ● 

④火災予防に関する啓発活動 ● 

⑤地域の消防力の確保 ● 

⑥消防施設等の整備 ● 

⑦避難所対策 ● 

Ｂ 住宅・都市・土

地利用 

（１）住  宅 
①住宅・建築物等の安全対策 ● 

②空き家対策 ● 

（２）都  市 

①市街地整備 ● 

②公園等施設整備 ● 

③上水道施設の耐震化 ● 

④下水道施設の耐震化 ● 

（３）土地利用 

①産業用地の整備  

②適正な土地利用の推進 ● 

③地籍調査の推進  

Ｃ 保健医療・福

祉・教育 

（１）保健医療 

①救急医療体制の充実 ● 

②地域医療の推進 ● 

③医療機関におけるライフラインの確保 ● 

④感染症予防対策 ● 

（２）福  祉 ①福祉・介護等との連携強化 ● 

（３）教  育 

①学校施設等整備 ● 

②児童生徒の安全対策 ● 

③文化スポーツ施設整備 ● 

④文化財保護  
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強靱化施策分野 施策項目 推進施策 
本市の 

優先施策 

Ｄ 産業・農林業・

エネルギー 

（１）産  業 

①リスク分散を重視した企業立地等の促進  

②企業の業務継続体制の強化 ● 

③商業・観光における災害対応 ● 

（２）農 林 業 

①農林業生産基盤との災害対応力の強化 ● 

②森林の適切な整備・保全 ● 

③農林道の整備  

（３）エネルギー 
①エネルギーの安定供給  

②ライフラインの災害対応力の強化  

Ｅ 情報通信・交

通・物流 

（１）情報通信 
①市民等への災害情報の伝達 ● 

②電源の確保 ● 

（２）交通・物流 

①道路の防災・減災対策及び耐震化 ● 

②緊急輸送体制の整備 ● 

③地域交通環境の整備  

④孤立可能性地区における対策の推進 ● 

⑤道路啓開等の復旧・復興を担う人材の育成  

⑥自転車活用の推進  

Ｆ 国土保全・環境 

（１）国土保全 
①総合的な治水対策 ● 

②総合的な土砂災害対策 ● 

（２）環  境 

①災害廃棄物等の処理体制の整備 ● 

②有害物質等の拡散・流出対策  

③下水処理施設の整備 ● 

Ｇ 地域防災 

（１）地域防災 
①防災意識の高揚、防災教育の実施 ● 

②地域防災力の向上 ● 

（２）地域防犯 ①防犯体制の強化 ● 

（３）地域福祉 ①要配慮者対策 ● 

（４）地域活動 
①ボランティアの活動体制の強化  

②外国人対応 ● 
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２．各種施策の推進と進捗管理 

本計画に位置づけた各種施策については、「佐野市総合計画」と整合を図る必要があるため、令

和７(2025)年度を目標年度として設定した重要業績指標（KPI）の達成に向け、計画的かつ着実に

取組を推進します。また、重要業績指標は、令和７(2025)年度内を目途に、令和８(2026)年度以降

の目標を設定します。 

なお、各種施策の推進にあたっては、分野別計画と連携を図るとともに、別に佐野市国土強靱地

域計画アクションプランを作成し、取り組むべき事業を実施します。 

また、本計画では、毎年度、それぞれの施策について、進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイ

クルにより、取組の効果を検証し、必要に応じて計画の見直しを図っていきます。 

加えて、本計画に大きく関連する「防災アセスメント調査」等自然災害の被害想定に関する調査

の改訂、見直し等が行われた場合は、関連する脆弱性評価や推進方針について、必要に応じ適宜見

直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別計画等による 

各種施策の実施 

Ｄｏ（実 施） 

 

評価を踏まえた施策の 

見直し・改善策の立案 

Ａｃｔｉｏｎ（改 善） 

 

施策の進捗状況を 

重要業績指標等により評価 

Ｃｈｅｃｋ（評 価） 

 

佐野市国土強靭化地域計画 

強靱化に関する指針 

分野別計画等 

Ｐｌａｎ（計 画） 
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１．重要業績指標（ＫＰＩ）一覧 

Ａ 行政機能／防災・消防 

（１）行政機能 

 

 

 

 

 

（２）防災・消防 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

消防団員の充足率 92.7％ 
98％ 

98％ 消防本部総務課 
88.8％ 

消防職員に占める救急救命士資格取

得率 

30.9％ 

（R2） 

－ 
36％ 消防本部総務課 

32.0％ 

救急講習実施回数（年間） 74 回 
80 回 

160 回 消防本部警防課 
86 回 

公設耐震性防火水槽設置数（累計） 
63 箇所 

（R2） 

－ 
69 箇所 消防本部警防課 

63 箇所 

防災倉庫の設置数 22 箇所 
23 箇所 

23 箇所 危機管理課 
22 箇所 

最低必要食糧充足率 

［備蓄食数／目標備蓄食数］ 
100％ 

100％ 
100％ 危機管理課 

100％ 

住宅用火災警報器の設置率 68％ 
80％ 

80％ 消防本部予防課 
78％ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

自治体及び民間企業等との災害協定

の締結数 
76 

95 
106 危機管理課 

91 

相互応援に関する自治体等との災害

協定の締結数【新規】 

27 

（R4） 

－ 
30 危機管理課 

－ 
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Ｂ 住宅・都市・土地利用 

（１）住宅 

 

 

 

 

 

 

（２）都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

老朽危険空き家の解消件数（累計） 39 棟 
129 棟 

274 棟 建築住宅課 
134 棟 

空き家バンク成約件数（年間） ９件 
20 件 

22 件 建築住宅課 
22 件 

中心市街地空き店舗活用件数（累計） 54 件 
60 件 

75 件 産業政策課 
63 件 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

市民一人あたりの都市公園面積 

（県営含む） 
19.20 ㎡ 

20 ㎡ 
20 ㎡ 都市整備課 

19.93 ㎡ 

防災機能を付加した公園数（累計） 
０箇所 

（R2） 

－ 
１箇所 都市整備課 

０箇所 

新上下水道庁舎建設進捗率 ０％ 
40％ 100％ 

(R4 達成) 
企業経営課 

37.9％ 

老朽化した水道管の更新延長 17.7 ㎞ 
20.7 ㎞ 

34.7 ㎞ 水道課 
24.3 ㎞ 
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（３）土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 保健医療・福祉・教育 

（１）保健医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

令和２（2020）年度からの 10 ヶ年計

画に基づき実施する地籍調査面積の

進捗率 

０％ 

20％ 

60％ 都市整備課 
18.8％ 

産業用地の整備面積 207.9ha 
218.5ha 

218.5ha 企業誘致課 
207.9ha 

小さな拠点づくりに取り組む活動団

数（累計） 

０団体 

（R2） 

－ 
６団体 政策調整課 

１団体 

立地適正化計画防災指針の策定 
０ 

（R2） 

－ １ 

(R4 達成) 
都市計画課 

０ 

都市計画法に基づく地区計画の箇所

数（累計）【新規】 

９箇所 

（R4） 

－ 
13 箇所 都市計画課 

－ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

かかりつけの医者を持っている市民

の割合 
78％ 

82％ 
82％ 健康増進課 

72.8％ 

24 時間体制の医療機関数 ２箇所 
２箇所 

２箇所 健康増進課 
２箇所 

二次救急医療が受けられる医療機関

数 
２箇所 

２箇所 
２箇所 健康増進課 

２箇所 

感染症対策に取り組む市民の割合 
－ 

（R2） 

－ 
100％ 

健康増進課 

感染症対策室 96.3％ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

福祉避難所の施設数 18 
20 

20 危機管理課 
18 
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（３）教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 産業・農林業・エネルギー 

（１）産業 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

小学校トイレの洋式化 33.7％ 
48.5％ 

61.1％ 学校管理課 
47.4％ 

中学校トイレの洋式化 24.1％ 
46.3％ 

61.6％ 学校管理課 
49.3％ 

通学路の危険箇所の改善率 

（交通安全対策） 
61.3％ 

80％ 
80％ 教育総務課 

73.4％ 

学校安全配信メールの保護者登録率 97.9％ 
99.5％ 

100％ 教育センター 
99.3％ 

適切に継承・保存されている指定等

文化財件数 
257 件 

259 件 
278 件 文化財課 

269 件 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

起業届出件数（本社市外） 77 件 
110 件 

106 件 企業誘致課 
80 件 

出流原スマートインターチェンジ整

備の進捗率 
９％ 

100％ 100％ 

(R4 達成) 
交通政策課 

85％ 
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（２）農林業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 情報通信・交通・物流 

（１）情報通信 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

農地整備実施面積（区画 50ａ以上） 22.0ha 
60.4ha 

92.0ha 農政課 
42.0ha 

経営管理権集積計画の面積（単年度） 
4.1ha 

(R2) 

－ 
60.0ha 農山村振興課 

36.35ha 

「森林路網整備事業」や「林道施設

長寿命化事業」による改修箇所 

（単年度） 

０箇所 

（R2） 

－ 
２箇所 農山村振興課 

２箇所 

適切に整備された森林面積（単年

度：主伐、間伐の計）【新規】 

312ha 

（R4） 

－ 
558ha 農山村振興課 

－ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

太陽熱温水機器や太陽光発電など自

然エネルギーを利用している世帯の

割合 

12.4％ 
18％ 

19％ 気候変動対策課 
13.7％ 

市内の認知発電量（再生可能エネル

ギー＋廃棄物発電） 

207.7 

百万 kwh 

（R2） 

－ 
249.2 

百万 kwh 
気候変動対策課 

291.9 百万 kwh 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

避難指示等の防災情報の入手先を知

っている市民の割合 
30.1％ 

55％ 
55％ 危機管理課 

37％ 

佐野市防災・気象情報メール登録者

数 
3,393 人 

5,500 人 
9,000 人 危機管理課 

7,273 人 
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（２）交通・物流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ 国土保全・環境 

（１）国土保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

一般市道の改良率（改良済市道／市

道の総延長） 
59.3％ 

59.6％ 
60.1％ 道路河川課 

59.4％ 

長寿命化修繕工事実施橋りょう数

（令和４年度から令和７年度までの

累計） 

０橋 

（R2） 

－ 

11 橋 道路河川課 
０橋 

市道１級１号線（都市計画道路３・

４・201 号高砂植下線）の整備率〈県

道桐生岩舟線交差点から旧影澤医院

交差点まで〉 

63％ 

100％ 

100％ 道路河川課 
87％ 

市道１級１号線（都市計画道路３・

４・201 号高砂植下線）の整備率〈旧

影澤医院交差点からＪＡ佐野本店交

差点まで〉 

０％ 

（R2） 

－ 

58％ 道路河川課 
０％ 

自転車活用推進計画の策定 
０ 

（R2） 

－ １ 

(R4 達成) 
交通政策課 

０ 

物資供給、緊急輸送に関する民間企

業や団体との災害協定数【新規】 

25 

（R4） 

－ 
31 危機管理課 

－ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

避難場所を知っている市民の割合 68.1％ 
85％ 

85％ 危機管理課 
67.9％ 

ため池ハザードマップの作成 ０ 
１ 

－ 農政課 
１ 

普通河川の整備延長（令和４年度か

ら令和７年度までの累計） 

０ｍ 

（R2） 

－ 
4,000ｍ 道路河川課 

０ｍ 

雨水幹線排水路の整備率 59.9％ 
64.7％ 

64.7％ 下水道課 
61.4％ 
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資料編 
 

 

 

（２）環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 地域防災 

（１）地域防災 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域防犯 

 

 

 

 

 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

（仮称）災害ごみ処理対応マニュア

ルの作成 
０ 

１ 
－ 環境政策課 

１ 

合併処理浄化槽処理人口普及率 11.5％ 
12.7％ 

14.7％ 環境政策課 
12.4％ 

下水道管路長寿命化対策実施延長

（累計） 
1,445ｍ 

2,545ｍ 
2,478ｍ 下水道課 

1,755ｍ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

市の補助金を活用し防災士の資格を

取得した人数（累計） 
35 人 

65 人 
100 人 危機管理課 

61 人 

自主防災組織町会数 111 町会 
148 町会 

148 町会 危機管理課 
125 町会 

地区防災計画の策定数（累計） ０地区 
５地区 

５地区 危機管理課 
１地区 

日頃から災害に対する備えをしてい

る市民の割合【新規】 

42.2％ 

（R4） 

－ 
55.0％ 危機管理課 

－ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

日頃から何らかの防犯対策を行って

いる市民の割合 
92.2％ 

98％ 
98％ 危機管理課 

93.4％ 

ながら見守り協力隊員数（累計） 
０人 

（R2） 

－ 
60 人 危機管理課 

０人 
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（３）地域福祉 

 

 

 

 

 

 

（４）地域活動 

 

 

 

 

 

 

※災害ボランティア登録者数の現状値は、登録者の実態を精査し、再度、令和４年度の人数を基準

として設定する。

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 
担当課 

実 績 （R3） 

要配慮者が参加した自主防災組織等

による避難訓練実施回数（単年度） 
７回 

10 回 
５回 危機管理課 

２回 

避難行動要支援者の個別計画作成同

意率 

21.6％ 

（R2） 

－ 
30.0％ 社会福祉課 

21.7％ 

重要業績指標（ＫＰＩ） 
現状値

（H30） 

目標値（R3） 目標値 

(R7) 

担当課 

（関係機関） 実 績 （R3） 

社会福祉協議会に登録している災害

ボランティア登録者数（単年度更新） 

1,017 人※ 

（R4） 

－ 
1,100 人 社会福祉協議会 

－ 

通訳・翻訳ボランティア登録者数 23 人 
30 人 

50 人 
広報ブランド推

進課 51 人 
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資料編 
 

 

 

２．佐野市国土強靭化地域計画策定委員会設置要領 

 

 

佐野市国土強靱化地域計画策定委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 国土強靱化基本法第１３条の規定に基づき、本市における国土強靱化に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するための指針として佐野市国土強靱化地域計画（以下「計画」と

いう。）を策定するため、佐野市国土強靱化地域計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の原案を作成する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は総合政策部長を、副委員長は行政経営部長を、委員は別表第１に掲げる職員をも

って充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又

は説明を聴くことができる。 

 （部会） 

第６条 委員会は、構想の素案を作成するため、部会を置く。 

２ 部会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 （１） 計画の素案を作成し、これを委員会に提出すること。 

 （２） 前号の掲げるもののほか、委員会が指定する事務を行い、その結果を委員会に報告

すること。 

３ 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

４ 部会長は政策調整課長を、副部会長は危機管理課長を、部会員は別表第２に掲げる職員を

もって充てる。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌握する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「委員長」とあ

るのは、「部会長」と読み替えるものとする。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総合政策部政策調整課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

 この要領は、平成３０年１１月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年１月２１日から実施する。 

附 則 

 この要領は、令和５年５月１日から実施する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

総合政策調整監 市民生活部長 こども福祉部長 健康医療部長 産業文化スポーツ部長 

都市建設部長 上下水道局長 教育部長 消防長 

別表第２（第６条関係） 

行政経営課長 市民生活課長 社会福祉課長 医療保険課長 産業政策課長  

都市計画課長 交通政策課長 企業経営課長 教育総務課長 警防課長 
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３．策定の経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 経過等 

平成 30（2018）年 12 月 6 日 第１回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会・部会 

平成 31（2019）年 1 月 30 日 第２回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

平成 31（2019）年 3 月 11 日 第３回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

平成 31（2019）年 3 月 22 日 第２回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

平成 31（2019）年 4 月 26 日 
第３回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

第４回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和元（2019）年 5 月 30 日 第５回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和元（2019）年 9 月 30 日 第６回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和元（2019）年 10 月 9 日 第４回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和２（2020）年 1 月 28 日 第７回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和２（2020）年 2 月 6日 第５回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和２（2020）年 3 月 12 日 第６回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和２（2020）年 4 月 10 日 佐野市防災会議委員への意見照会 

令和２（2020）年 7 月 1日 

        ～7月 31 日 
パブリックコメントの実施 

令和２（2020）年 8 月 25 日 佐野市国土強靱化地域計画の策定 
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４．改定の経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 経過等 

令和５（2023）年 6 月 26 日 第１回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和５（2023）年 7 月 3日 第１回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和５（2023）年 7 月 26 日 第２回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和５（2023）年 8 月 4日 第２回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和５（2023）年 8 月 21 日 第３回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和５（2023）年 10 月 17 日 第３回佐野市国土強靱化地域計画策定部会 

令和５（2023）年 11 月 2 日 第４回佐野市国土強靱化地域計画策定委員会 

令和５（2023）年 11 月 24 日 佐野市防災会議委員への意見照会 

令和６（2024）年 2 月 14 日 

        ～3月 15 日 
パブリックコメントの実施 

令和６（2024）年 3 月 29 日 佐野市国土強靱化地域計画の改定 
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